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   ◎議長開会宣告 

○議長（向山信博君） ただいまから、第５７回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 32 分） 

                                       

   ◎市長招集挨拶 

○議長（向山信博君） 開会に当たり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 本日ここに、第５７回あわら市議会定例会が開会されるに当た

り、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今年も残すところあと１カ月となりました。議員各位には、何かとご多忙中にも

かかわらず本定例会にご参集をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、今月１１日に野田総理大臣は、「貿易立国として活力ある社会を発展させる

ためには、アジア太平洋地域の成長力を取り入れなければならない」として、ＴＰ

Ｐ（環太平洋経済連携協定）の交渉参加に向けて関係国と協議に入る方針を表明し

ました。 

 関税はもちろんのこと、労働や金融、医療サービスなど、国と国の間の規制や非

関税障壁を撤廃し、自由な貿易、投資の実現を目指す同協定への参加をめぐっては、

経済界では評価する意見が大勢を占める一方、農業者団体や医療関係者などからは

強く反対する声が上がっているなど、世論も賛成、反対の真っ二つに割れている状

況にあります。総理は、最も影響が懸念される農業については、「断固守り抜く」と

明言しておりますが、関係者の不信感、不安感を払拭するには至っておりません。 

 ＴＰＰについては、これまで、メリット、デメリットに対する政府の十分な説明

がなく、深い議論の末の国民的合意が形成できていないことが、今般の混乱の背景

にあると言われております。これからの交渉過程においては、国益を最優先に考え

ることは当然でありますが、国民への情報開示を徹底し、コンセンサスを得ること

がぜひとも必要であると考えております。 

 現時点では、交渉の行方を見通すことはできませんが、現実に参加することとな

った場合には、本市の産業にも大きな影響を及ぼすことが懸念されますので、今後

の動向には細心の注意を払って参りたいと考えております。 

 次に、本格的な降雪期の到来に備え、除雪対策について万全を期すべく準備を進

めており、来月１日から来年３月３１日までの間、あわら市道路除雪対策本部を建

設課に設置いたします。 

 新潟地方気象台発表の本年１２月からの３カ月予報では、降雪量は平年並とのこ

とであります。道路除雪につきましては、国・県道とアクセスする基幹道路を優先

的に実施し、生活道路及び公共施設等へのアクセス道路につきましても最大限の確

保を図って参ります。 
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 なお、本年度におきましても、昨年度に引き続き、市が保有する６台の除雪機械

を民間業者へ貸与することにより、除雪作業を効率的かつ的確に行って参りたいと

考えております。 

 ご案内のとおり、本定例会におきましては、補正予算に関するもの８議案、条例

の制定に関するもの２議案の計１０議案の審議をお願いするものであります。 

 各議案の内容、提案の趣旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまし

て、招集のご挨拶といたします。 

                                       

   ◎開議の宣告 

○議長（向山信博君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

                                       

   ◎諸般の報告 

○議長（向山信博君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 事務局長。 

○事務局長（田崎正實君） 諸般の報告をいたします。 

 平成２３年９月５日招集の第５５回あわら市議会定例会において議決されました

議案につきましては、９月２６日付で市長あてに会議結果の報告を行っております。 

 また、１１月２日招集の第５６回あわら市議会臨時会において議決されました議

案につきましては、１１月４日付で市長あてに会議結果の報告を行っております。 

 今定例会までに受理いたしました陳情等につきましては、お手元に配布してあり

ます陳情等文書表のとおりであります。 

 なお、閉会中の１１月１５日から１７日にかけまして、総務文教常任委員会と厚

生経済常任委員会の行政視察を行っております。 

 次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案１０件であります。 

 本定例会の説明出席者は、市長以下１３名であります。 

 以上でございます。 

                                       

   ◎行政報告 

○議長（向山信博君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

 まず、総務部関係でございますが、総務課所管について申し上げます。 

 初めに災害応援派遣についてですが、本年７月末に発生しました新潟・福島豪雨
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災害に対し、新潟県市長会から福井県市長会を通じて技術職員の派遣要請がありま

した。この要請を受けまして、本市から農林水産課の職員１名を１０月２４日から

１１月４日までの２週間、新潟県南魚沼市に派遣し、農業施設に係る災害査定のた

めの設計書作成業務に当たらせました。復旧作業は、残った稲の刈り取りを待って

から行う必要があるため、５％程度しか進んでいないとの報告を受けており、大き

な被害に対し、心からお見舞い申し上げますとともに、今後も要請があれば積極的

に応援して参りたいと考えております。 

 次に、１０月２９日に、あわら市役所におきまして、平成２３年度あわら市表彰

を教育委員会表彰とともに実施いたしました。今年度は、市政に対し長年にわたり

多大な功績のあった６人の方々を表彰させていただきました。また、教育委員会表

彰は、奨励賞として５人の方々を表彰いたしております。 

 次に財政部関係でございますが、財政課所管では、モーターボート競走事業につ

いて申し上げます。 

 モーターボート競走事業は、昭和４３年に三国競艇場が竹田川の河口から現在地

に移転した際に、旧芦原町が当時の自治大臣から施行者としての指定を受け、実施

するようになったものであります。合併後は、あわら市が事業を引き継ぎ、現在ま

で４４年間モーターボート競走事業にかかわって参りました。昭和５５年度までは、

順調に売り上げを伸ばし、その収益は一般会計に繰り入れられ、旧芦原町の財政に

大きく貢献して参りました。平成１１年度までの繰り入れ総額は、１０６億９,００

０万円となっております。 

 しかしながら、その後は、景気の低迷やファンの高齢化、嗜好の多様化などによ

り、収益は年々低下し、平成１２年度からは、一般会計への繰り出しができない状

況となりました。この間、ファンサービスの拡大や事務の効率化など、場全体で経

営改善に努めて参りましたが、近年では、昨年度の女子王座決定戦などのビッグレ

ースを開催したときなどを除いて、売上額の前年度割れが続くなど、厳しい状況が

続き、今後も収益の急激な回復は難しいのではないかと考えております。 

 このような状況の中、本市のモーターボート競走特別会計は、平成２１年度、平

成２２年度ともに基金の取り崩しを行い、決算を組んだところであります。この基

金も平成２２年度末の残高は３,０００万円余りとなっており、今後、モーターボー

ト競走事業を継続した場合は、一般会計からの補てんが必要となる事態も想定され

ます。 

 しかし、収益事業としてのモーターボート競走事業に一般会計から補てんを行っ

てまで事業を継続することは、議会をはじめ、市民の皆様のご理解をいただくこと

は到底できないと考えます。したがって、大変重い決断となりましたが、今年度限

りでモーターボート競走事業から撤退をすることといたしました。 

 この件につきましては、現在、事務の委託先である武生三国モーターボート競走

施行組合、施設の所有者である三国観光産業株式会社などと事務的な協議を進めて

いるところであり、あわら市が開催していた２４日分につきましては、武生三国モ
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ーターボート競走施行組合がこれを引き継いで開催するということで調整が済んで

おります。 

 また、先日、東京で開催されたモーターボート競走関係全国責任者会議の際には、

関係団体に対し、撤退の意向を伝えて参りました。 

 ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 次に経済産業部関係でございますが、観光商工課所管について申し上げます。 

 １０月１９日に金津創作の森において、企業と行政の情報交換や地元企業間の交

流の促進を目的に、企業交流会を開催いたしました。今回初めてとなるこの交流会

には、市内企業１４社が参加し、３社が自社紹介を行ったほか、障害者雇用の拡大

や省エネに向けた取組事例の発表などが行われました。 

 また、海外進出企業からは、部品調達における企業間連携も提案されるなど有意

義な機会であったと思っております。この交流会が、企業間の技術提携や共同事業

に結び付き、ひいては、地域経済の発展に繋がることを期待しまして、今後も継続

して開催したいと考えております。 

 次に、市民福祉部関係でございますが、健康長寿課所管では１０月１８日と１９

日の両日、トリムパークかなづにおいて健康長寿祭を開催し、１,３０５人の参加を

いただきました。参加された皆様には、市内保育園児の遊戯や、老人クラブの活動

発表、プロ歌手による歌謡ショーなどをお楽しみいただきました。 

 また、ＨＥＥＣＥ構想関連事業として、簡単で美味しく、栄養バランスのとれた

朝食をテーマに料理コンテストを実施し、１７点の応募をいただきました。１０月

９日に、金津中学校調理室において最終審査会を開催し、一次審査を通過した５点

の考案者に実際に腕を振るっていただき、谷仁愛大学教授ら５人の審査員により、

最優秀賞などを決めていただきました。入賞作品のレシピは、ホームページ、広報

等で公開しておりますので、市民の皆様に朝食づくりの参考にしていただきたいと

考えております。 

 次に、教育委員会関係でございますが、文化学習課所管では１０月２９日と３０

日の両日に第８回あわら市民文化祭を中央公民館などを会場に開催いたしました。

今年の文化祭には、初めて金津高等学校美術部に参加をいただき、「みずみずしく若

い感性にあふれた作品が多い」と訪れた方々に大変好評でありました。今後も是非

若い方々の参加をいただきたいと考えております。 

 また、１１月１９日には、ゆうゆうと輝く市民の会と青少年健全育成市民会議の

ご協力のもと、生涯学習推進大会をあわら市文化会館で開催いたしました。今回は、

式典の後のアトラクションを子ども文化祭と題し、市内で活躍する子供たちのバレ

エやフラダンスの演技、和太鼓の演奏のほか、全国屈指の実力を持つ石川県の遊学

館高等学校バトントワリング部に特別出演をしていただきました。夢に向かって突

き進む子供達の演技は、エネルギッシュで大変すばらしく、会場を埋めた観客全員

が魅了された様子でありました。 

 以上で行政報告を終わります。 
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   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（向山信博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番、山田重喜君、

５番、三上 薫君の両名を指名します。 

                                       

   ◎会期の決定 

○議長（向山信博君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１５日までの１７日間といたしたいと思いま

す。 

 これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日より１２月１５日までの１７日間と決定しま

した。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

                                       

   ◎議案第４９号から議案第６０号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第３、議案第４９号、平成２２年度あわら市一般会計歳入

歳出決算の認定について、日程第４、議案第５０号、平成２２年度あわら市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第５１号、平成２２

年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第５

２号、平成２２年度あわら市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

日程第７、議案第５３号、平成２２年度あわら市産業団地整備事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、日程第８、議案第５４号、平成２２年度あわら市農業者労

働災害共済特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第９、議案第５５号、平成

２２年度あわら市モーターボート競走特別会計歳入歳出決算の認定について、日程

第１０、議案第５６号、平成２２年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定につ

いて、日程第１１、議案第５７号、平成２２年度あわら市水道事業会計決算の認定

について、日程第１２、議案第５８号、平成２２年度あわら市工業用水道事業会計

決算の認定について、日程第１３、議案第５９号、平成２２年度あわら市農業集落

排水事業会計決算の認定について、日程第１４、議案第６０号、平成２２年度芦原

温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定について 

 以上の議案１２件を一括議題とします。 

○議長（向山信博君） これらの議案につきましては、決算審査特別委員会に付託し、

審査願っておりますので、委員長よりその審査結果の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（向山信博君） 決算審査特別委員長、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 議長のご指名がありましたので、決算審査特別委員会のご報告

をいたします。 

 去る９月開催の第５５回あわら市議会定例会において、当委員会に付託されまし

た議案第４９号から議案第６０号までの１２議案について、１０月５日、１１日、

１３日、１４日、２０日、２１日、及び１１月１日の７日間にわたり、関係理事者

の出席を求めて審査をいたしましたので、その経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 ご承知のとおり、決算の認定は、地方自治法に規定する議会の権限のうち、極め

て重要な議決事項の一つとして定められております。決算は、本市の重要な経営成

績のあらわれであり、その予算が如何に適切に執行されているかを監視し、「その財

政効果が本来の行政効果の目的に適合しているか」、「住民負担とその使途が適正か

つ効率的に行われているか」などに重点をおいて、主要事業の成果の確認とあわせ

て、その処理及び対応について審査して参りました。 

 特に、それぞれの会計における歳入歳出の内容及びその執行状況を踏まえ、これ

らが本市の今後の市政運営と長期的な財政計画にどのように結びつくかを主眼とし

て審査したところであります。 

 決算書における計数的な内容につきましては、先の議会において、代表監査委員

から専門的な立場での意見書が提出されておりますので、総括的な事項について、

各課ごとに申し上げます。 

 まず、総務課所管について申し上げます。 

 市の功労表彰は、市政の振興に寄与し、または市民の模範と認められる行為のあ

った方々を表彰するもので、昨年度は９名の方々が表彰を受けられました。委員か

らは、９月定例会で提案された防犯隊設置条例の制定に関連し、防犯隊と消防団員

が分離されることから、基準年数に満たない兼務をしていた消防団員は、表彰の対

象にならなくなってしまう。消防団員も表彰の対象とすべきであるとの意見があり

ました。また、基準年数には満たなくても、複数の要職を担って市政に貢献されて

いる方々も多くおります。よって、複数の年数も考慮した表彰の基準を設けること

も要望するものであります。 

 次に、防災関係についてでありますが、現在、備蓄物資の備蓄場所は、金津地区

は榛ノ木原の大型車庫に、そして、芦原地区は各避難所備蓄倉庫に配置されており

ます。集中方式と分散方式にはそれぞれのメリット、デメリットがありますが、あ

らゆる災害を想定した配備計画の見直しを求めるものであります。 

 また、防災資機材等の整備事業補助については、設立時の補助率が２分の１で、

補助額上限が１０万円となっております。２回目以降は１０分の３補助で、３万円

の補助額上限となっています。このことについては、世帯数が多い地区も少ない地

区も一律同じ条件となっていることから、不公平感があるとの意見がありました。

よって、地区の状況に応じた補助内容になるよう見直しを求めるものであります。 
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 次に、日中友好交流事業についてでありますが、藤野厳九郎記念館の昨年の来館

者数は、合計で１,２４５人、前年度に比べて２３９人の減であります。この記念館

は、今月１１月１日に竣工したあわら温泉湯のまち広場に移築されたわけでありま

すが、多額の費用を投入して整備されたものでありますから、これを機会に記念館

の有効活用と、来館者数の増加に努めていただき、藤野厳九郎と魯迅のエピソード

をしっかりＰＲしていただくことを期待するものであります。 

 次に、政策課所管について申し上げます。 

 ケーブルテレビの加入率は、本年３月末で６０.７％の頭打ち状況にあります。こ

のことについて、委員からは、市もしっかりと加入の勧誘を行っているのか、加入

率を増加させるには料金が高過ぎるのではないか、また、チラシが非常に見にくい

などの意見がありました。市としても投資を行っているので、加入率促進のために、

料金の見直しを申し入れるなど、最大限の努力を要望いたします。 

 次に、監理課所管について申し上げます。 

 土地開発基金の平成２２年度末現在高は、土地が３,２６１万１,０００円、現金

が６,８４１万３,０００円となっております。この基金は、公用もしくは公共用に

供する土地等を先行取得することにより、事業の円滑化を図るため設置されている

ものであります。先行取得した土地は、最終的に、一般会計で買い戻しを行い、現

金化を行うことが本来のあり方であると考えますので、基金のあり方について再度、

検討を求めるものであります。 

 次に、現在、市が借り上げている土地は１４１カ所、３３万５８４.０４㎡で、借

地料９,０４８万７,８７７円を支払っております。この中には、現在使用しておら

ず、不要な借地もあると考えられます。よって、各課に共通することではあります

が、借地の内容を十分精査し、不必要な土地については、返還も検討するよう要望

いたします。 

 次に、財政課所管について申し上げます。 

 公営企業における資金不足比率において産業団地特別会計では、平成２０年度は

５.２％であったものが、平成２２年度では１７.９％に悪化をしております。これ

は、造成地の売れ残りとその土地評価額の下落によるものでありますが、このまま

テクノパークの造成地を売却できなければ、平成２３年度決算では２０％を超える

ことが見込まれます。このことについては、昨年の決算審査でも、早急に更なる努

力を要望いたしました。２０％を超えることがあれば、財政健全化計画をつくり議

会の承認が必要になり、対外的にも悪いイメージを与えることにつながります。対

策としては、一般会計からの繰り入れも考えられますが、売却に向けて更なる努力

を求めるものであります。 

 次に、平成２２年度末の地方債残高は、小中学校の耐震改修など大規模事業によ

り約１５億円増の３００億円となっており、一般会計では約１５２億円であります。

合併特例債の発行限度額は９４億６,０００万円でありますが、平成２２年度末の発

行可能額は約４５億円となっています。今後は、エルディの改修や給食センターの
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建設など、平成２５年度までに大きな事業が計画されております。特例債といえど

も、その３割は市の実質負担でありますので、今後の事業遂行に当たっては、真に

必要な事業に充当するなど取捨選択するよう要望いたします。 

 次に、税務課所管について申し上げます。 

 昨年、耕運機やトラクターなどの実態調査を行い、適正な課税をするようお願い

いたしましたが、担当課からは、農業法人への現地調査を行ったとの説明がありま

した。また、固定資産税では、航空写真による家屋の把握や地目の認定も行うなど、

適正な課税客体把握に努力をされております。 

 今後も引き続き、公平・公正な課税に努力するよう要望いたします。 

 次に、収納推進課所管について申し上げます。 

 市税の現年度分収納率は、平成１９年度で９５.８３％であったものが、平成２２

年度では、９７.７４％と大きくアップしております。このことは、税負担の公平性

を保つため、平成２０年度に収納推進課を設置し、徴収体制を強化してきた成果で

あると、委員全員が評価をいたしております。今後も引き続き、徹底した徴収に当

たっていただくことを要望いたします。 

 一方、市税の不納欠損額については、今年度は１,０４０万円、過去３年分では合

計で１億５,８００万円に上っております。もとより、不納欠損は法令に基づき行う

ものでありますが、納付誓約や差し押さえなど時効中断に係る手続を行うなど、更

なる努力を求めます。 

 次に、市民生活課所管について申し上げます。 

 一般廃棄物収集手数料の未納状況でありますが、特別集積地分の現年度分で６０

万６,０００円、過年度分で１５５万８,５２５円となっております。また、指定ご

み袋分では、過年度分１４万６,０００円となっています。委員からは、特別集積地

は、アパートなどが特別にごみを集めてもらうために手数料を払っているのだから、

未納になった場合は、収集をすぐに中止すべきであり、また、ごみ袋を販売してい

る商店などで未納が生じたものについては、直ちに取引を中止し、滞納解消に取り

組むべきであるとの強い意見がありました。 

 また、昨年も指摘をいたしました住民基本台帳カードでありますが、発行枚数は、

約２,７００枚、歳入で４４万７,０００円となっております。発行率の目標は３,０

００枚であるそうですが、高額の費用をかけて機械を導入しているので、各種会合、

イベント等を通じて更なるＰＲをして、普及を図るよう要望いたします。 

 次に、公害対策事業について申し上げます。 

 公害対策では、事業所排水調査をはじめ５項目で２６５万５,４５０円、北潟湖水

質浄化対策として水質検査に１３万９,６５０円を支出しております。理事者からは、

公害測定の調査結果のみの説明がありましたが、これらの測定と結果に基づいた分

析が全く行われておりません。今後は、測定結果に基づいた分析もしっかり行い、

あわら市の環境対策に当たってもらうことを要望いたします。 

 次に、福祉課所管について申し上げます。 
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 生活保護関係についてでありますが、認定を受けている世帯は１０２世帯で１２

３人となっており、支給状況は、医療扶助費１億４,０１４万８,２２５円をはじめ、

生活扶助費６,１２１万７,２２９円など、合計で２億３,０００万８,００５円とな

っております。理事者の説明では、この１０年間で倍増となっているとのことであ

りました。 

 今後は生活保護者の自立をさらに促進する対策を要望いたします。 

 次に、子育て支援課所管について申し上げます。 

 昨年は、保育料の滞納が約１４０万円生じていたため、保育料の未収金回収につ

いてしっかり取り組むよう要望いたしましたが、本年度は、保育施設と連携しなが

ら電話や文書で催促を行ったり、自宅訪問を行うなどして、現時点で完納となって

おります。このことについては、担当課の保育料徴収姿勢について大変評価をする

ものであります。今後とも、未納を発生させないことを期待いたします。 

 次に、健康長寿課所管について申し上げます。 

 国民健康保険事業では、基金を６,０００万円繰り入れし、歳入歳出の均衡を図る

など大幅な赤字を回避しております。今後は保険料の見直しが必要になるなど、大

きな転換期を迎えることになりますが、徴収率のアップ、医療費の分析、受診しや

すい健康診断の取り組みなど、総合的な取り組みを要望します。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 耐候性ハウスの補助をＪＡ花咲ふくいに行っていますが、補助率はあわら市で

５％、坂井市で１０％となっております。理事者からは、この補助率が異なってい

ることについて、あらかじめ統一するよう坂井市と打ち合せをしていたが、結果的

に異なってしまったとの説明がありました。委員からは、両市は隣接しているのだ

から、補助金については統一を図ってほしいとの要望がありました。 

 次に、鳥獣害対策事業についてでありますが、東部獣害協議会の当初目標の固定

柵２７km は、今年度で完了していますが、もともと電気柵は４０km 設置していた。

牛ノ谷、笹岡など残りの部分１３㎞は未整備である。その他、細呂木地区、伊井地

区にも被害があるため、区域の拡大を検討しているとの説明がありました。このこ

とについては、今後のあわら市の農業振興に大きく影響するものでありますので、

十分な検討を要望いたします。 

 なお、農林水産課においては、多額の補助金を各種団体に支出しております。こ

のことについて、委員からは、支出に当たっては徹底したチェック、検証を行うよ

う意見がありました。 

 次に、観光商工課所管について申し上げます。 

 観光振興については、市観光協会等と連携協力して各種事業を行っております。

委員からは、観光というとあわら温泉が中心となりがちであるが、吉崎や刈安山な

どの観光振興にも、もっと取り組んで、市全体のバランスのとれた観光振興を行う

べきであるとの意見がありました。 

 次に、建設課所管について申し上げます。 
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 除雪対策事業についてでありますが、昨年は２５年ぶりの大雪となったことから、

民間の除雪車両の借り上げを増やし、通行不能箇所を最小限に食い止め、安全で円

滑な道路交通の確保に努めたとの説明がありました。借り上げ車除雪委託料では４,

１００万円余りとなっております。委員からは、業者だけの除雪には限界があり、

地域によっては遅い早いなどの格差が生じている、ある程度は地域にお願いしたほ

うが効率がよい、よって、除雪に係る地域への補助を積極的に行い、地域と連携し

た除雪体制を行うようにとの意見がありました。 

 次に、河川の美化と愛護についてでありますが、現在、草刈り清掃を行う河川愛

護団体７団体に対して、２７９万２,０００円の補助を行い、河川美化の推進を図っ

ています。補助率は、県が３分の１、市が３分の１となっています。ただし、河川

堤地外など危険なところは、県が草刈りを実施しているとのことですが、委員から

は、地域によっては、地元がボランティアで草刈りを実施しているところもあり、

また、地元が草刈りを実施することになっているところを県が行ってしまったりす

るところがあるとの意見がありました。このことについては、関係機関が地域と十

分連携をしながら、河川の美化推進に当たっていただくことを要望いたします。 

 次に、住宅使用料滞納についてでありますが、前年度の収入未済額７１４万円に

対して昨年度は５５０万円余りとなっており、若干の改善が行われておりますが、

更なる徴収を要望するものであります。 

 次に、上下水道課所管について申し上げます。 

 下水道の接続状況は、芦原処理区で９０.１３％、金津処理区は８９.２６％とな

っております。担当課では、区長にお願いをしたり、未接続者を直接訪問して接続

をお願いしているとのことでありますが、その結果接続に至ったのは数件という状

況であります。 

 また、上水道の有収率は８３.４％で財産区では９６％となっています。これらの

ことについて、委員からは、下水道の接続率向上を図るとともに、上水道では老朽

管の更新や漏水の早期発見など、有収率のアップに努力してほしいとの意見があり

ました。 

 次に、芦原温泉上水道財産区所管について申し上げます。 

 昨年の収益状況は、旅館３件の営業廃止などにより給水量が減少し、１５４万６,

０００円の赤字となり、料金改正後３年目で赤字となりました。営業努力はされて

おりますが、支出している負担金の中には、夏祭り等への負担金３５万円が含まれ

ております。今後支出に当たっては、内容を十分検討するようにとの意見がありま

した。 

 次に、教育委員会所管について申し上げます。 

 まず、教育総務課所管について申し上げます。 

 給食費の現年度未納額は２３万３,６００円で、過年度分は９６万５,２１２円に

上っており、全国的にも増加しております。 

 新たに未納が発生した家庭には、準要保護などの制度利用の周知も行っているそ
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うでありますが、申請に当たっては、徹底した指導を行うなど、滞納防止対策にし

っかりと取り組むことを要望いたします。 

  次に、文化学習課所管について申し上げます。 

 金津創作の森入居作家土地貸付料において、２人の作家においてその貸付料６９

万２,０８４円が滞納となっております。また、施設の使用料についても、３０２万

４,０００円が滞納となっている状況であります。この使用料については、市外の施

設と比較して料金が高い状況で、今後引き下げも検討しているとの説明がありまし

た。このことについては、市としての方向性をしっかりと検討するよう意見があり

ました。 

 次に、スポーツ課所管について申し上げます。 

 体育施設利用状況で、剱岳グラウンドについては、昨年体育祭が雨により体育館

で行われたため、利用は全くありませんでした。このグラウンドには、昨年、土地

借上料４９万７,１３７円を支払っております。最近の利用状況は、地区体育祭及び

かりんて祭開催時の駐車場としての利用しかありません。よって、グラウンドの借

り上げについては、再検討を要望するものであります。 

 以上、審査の経過と結果の概要について述べましたが、各所管の審査においては、

財政的見地はもちろん事務事業の執行方策等について、多くの指摘・要望等を行っ

ております。委員からの要望や意見、または指摘事項については、後年度の予算編

成や行政執行に生かされることを期待いたします。 

 今後とも、市民のニーズを的確に把握し、優先順位づけによる事業の取捨選択、

さらには、創意と工夫により一層の効率化と徹底した節減・合理化に、理事者・職

員一丸となった取り組みを切に望むものであります。 

 なお、決算審査に当たって提出された各会計の主要施策の成果報告についてであ

りますが、内容が各種事業の単なる結果にとどまっており、どのような成果が上が

ったのか分かりづらいものであります。 

 今後は、だれが見ても分かる、見やすい資料に改善されることを要望いたします。 

 審査のこれにつきましては、議案第４９号、平成２２年度あわら市一般会計歳入

歳出決算の認定については賛成多数、その他１１議案については、いずれも全員賛

成で認定すべきものと決した次第であります。 

 以上、決算審査特別委員会の審査結果を申し上げ、報告といたします。 

○議長（向山信博君） これより、決算審査特別委員長の報告に対する総括質疑を許し

ます。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 聞きたいんですけど、観光商工課所管になると思うんですけど、

私何度か一般質問をしておりまして、すごく気になるところがあるんで、例えば、

地域再生マネージャー事業に対しては、どのような審査、意見で、委員の評価はど
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のようであったか、成果はどのようなものであったかをお聞きしたいのと、もう一

点、途中でもう結果としてその事業自体がなくなったものでありますけど、伝統芸

能育成事業、この点についてもどのような審査、意見、委員の評価がされているの

か、成果はあるとは考えにくいんですけど、あるようだったら、その点もお願いい

たします。 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） 決算審査委員会審議の中で、そのような審議はされませんでし

た。 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） どちらの事業も意見は出なかったということですか。 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） はい、出ませんでした。 

○議長（向山信博君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これをもって質疑を終結いたします。 

○議長（向山信博君） これから、議案第４９号から議案第６０号までの討論、採決に

入ります。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第４９号について討論ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 議案４９号についての反対討論をいたします。 

 第１は、いつも申し上げておりますが、今回の決算の中にも自衛隊の募集事務に

対する費用が含まれております。申し上げるまでもなく、憲法は国の最高法規であ

りますし、特に憲法９条は第二次世界大戦の過ちを踏まえて二度と再び日本は戦争

をしないという決意を込めてつくられたものであります。ところが、戦後６４年を

経て憲法９条はなし崩し的に実質改悪されております。ご承知のように、今、政府

は自衛隊をアフリカに派兵をするということが伝えられております。私は、このよ

うな憲法９条をなし崩し的に改悪するということは、絶対に許されないというふう

に考えるものでありまして、こういう意見の自衛隊募集事務に自治体が協力すると

いうことも認められないというふうに考えます。 

 二つ目には、新幹線の誘致、促進についてであります。 

 決算には、新幹線の期成同盟会の会費等が含まれておりますが、新聞では年内に

も新幹線の延伸が決まる可能性があるというふうなことが伝えられておりますが、

今までにも再三申し上げておりますが、新幹線を福井なり敦賀まで延伸するといた

しますと、私たちの日常の交通機関であるＪＲ、これが運賃は値上げをされ、また、
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特急はなくなり、大変不便になるということは明らかだと考えます。ＪＲは今の北

陸線の経営からは手を引き、地方自治体が中心になって、第３セクターを立ち上げ

て運営するという、このスキームが東海道線のように引き続きＪＲが経営するとい

うことであれば別ですが、今までの議論の中では、このスキームの見直しは全く言

われておりません。ある鉄道関係者の話によれば、芦原温泉駅から福井までの運賃、

今は３５０円だったと思いますが、大体１,０００円前後にはなるだろうというふう

に言われております。毎日の通勤通学等に多くの市民がＪＲを利用しているわけで

ありますが、新幹線が来れば、こういう大幅な負担増になる、また、便利も悪くな

る。こういうことであります。 

 二つ目には、この新幹線の誘致の中で言われているのは、もっぱら東京に向かっ

て早くなるとか、利便性がよくなるとかいうことが言われておりますが、関西がど

うなるのかはほとんど議論されておりません。言うまでもなく福井県は東京、関東

よりも関西との結びつきが非常に強いのが現状であります。新幹線が来て、東京か

らのお客が多少増えても、逆に関西との間では途中で新幹線から特急に乗り換えな

ければならないなど、不便になりますし、当然運賃も上がると。どう見ても、福井

県にとって、関西からのお客は減るということになって、経済的にもプラスになる

とは考えられません。 

 三つ目には、自治体の財政負担です。 

 既に新聞でも報道されておりますが、富山県は新幹線誘致に伴って第３セクター

を設立するとなれば、多額の財政負担で、富山県の財政が非常に悪化するというこ

とが伝えられております。 

 福井県も約６００億円ぐらいの負担が増えるというふうに言われておりますが、

どう見ても財政的にも地方自治体に多くのしわ寄せが来るということは、目に見え

ているのではないでしょうか。 

 最後に、県内の世論も新幹線要らないが多数の件だというふうに考えます。こう

いう点では新幹線誘致は直ちにやめるべきだというふうに考えます。 

 三つ目には、教育費の問題であります。 

 憲法２６条は第２項で、義務教育は無償とするということをはっきりとうたって

おります。しかし、現実には教育費、小中学校の教育費は無償ではありません。小

学校では大体月に６,０００円から７,０００円ぐらい、中学校では１万５,０００円

ぐらい、いろんな名目で毎月学校へ納めております。 

 私は、こういう毎月の父母負担もなくすべきだというふうに考えますし、スクー

ルバスの費用や給食費、これも教育費の一環であります。これを無償で行うという

のが市の責務であるというふうに考えます。 

 こういう点で、今度の決算については、この３点で認定はできないということで

あります。 

 議員各位のご理解を心からお願い申し上げまして、討論といたします。 

○議長（向山信博君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 
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 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ほかに討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 議案第４９号 一般会計歳入歳出決算認定について、反対の思

いで討論をさせていただきます。討論する予定はなかったわけでございますが、気

になる何点かの審査がきちっと見えていないような現状なので、私の考えも含めて

討論とさせていただきます。 

 まず、地域再生マネージャーの事業ですが、こちらは当初あわら市でこの事業を

運営しておりました。一昨年度から、あわら市から観光協会の方に引き渡したよう

に思います。補助額はたしか年額１,５００万円で、３名の方の雇用を見込んで出て

いるものでございます。あわら市から離れた補助事業だからこそ、やはり、観光の

部分は専門の観光協会でということを念頭に常々理事者側がおっしゃっていました

から、きちっとした効果が当然出るであろう、なおかつ、この事業は今年度で打ち

切りの事業となっております。来年度の予算編成においても、今後議会に予算が打

ち切りということは、新たな予算で補てんをしなきゃいけないような形になり得る

んで、きちっとした説明がなされるんではないかなと、今後そういったことが起き

るんではないかなというふうに思っております。 

 また、地域再生マネージャー事業第三種を取得して、自分たちの手当といいます

か、お給料というのは、そういった部分でしっかりと出していくということをおっ

しゃっていましたので、そういったところもまた今後、予算編成のときに、３月ま

でにはきっちっと教えていただけるのではないかなというふうに思っております。 

 それと、もう一点、なし崩し的になくなってしまいました伝統芸能育成事業、こ

れは、最初本来ちょっと難しいなと。それと、市民の方々に受け入れていただける

のであろうか。それから、公金を投入するに値するものなのかどうかと。非常に悩

ましい事業でありました。それを、やはり強い決断でもって、市長はこれに取り組

んだわけでございます。取り組んだ結果、その生徒さんといいますか、芸妓さんが

当初３名いたのが１人抜け、一気に２人抜けと、で、この事業自体が進まなくなっ

て、結果として終わってしまったとするならば、最初からこの結果の立ち上げの見

込みが非常に甘いとか、それから、もうちょっと違う形での方策を考えるべきであ

った。それから、３月の時点で委員の方からは、ほかの事業に乗せられないのかと、

せっかくのきちっとした補助事業で、多額のお金も国から来ておりましたので、最

後の１カ年だけでもこれをうまいこと他の事業に乗せられないかというご意見があ

りました。その中でも、理事者が進めていたかとは思うんですけど、結果として、

伝統芸能継承育成事業は何の用途も使えることなく、中断、打ち切りと。やはり、

なかなか難しい事業であったのかもわかりませんけど、更なる努力をしていただい

て、やはり、市民が見える効果が望ましい事業だったのかなと。その効果も見えず
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に終わってしまった事業に対しては、反省すべき点だと考えております。この、特

に観光と、大きな目的に向かったこの２点の事業について、今後、更なる努力を理

事者側にしていただきたいと思います。この２点に非常に不満感を思い、反対の立

場での討論とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（向山信博君） ほかに、反対討論はございませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで討論を終わります。 

○議長（向山信博君） 議案第４９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立多数です。 

 したがって、議案第４９号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５０号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５０号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５１号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５１号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５２号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 
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○議長（向山信博君） 議案第５２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５２号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５３号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５３号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５３号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５４号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５４号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５５号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５５号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５５号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５６号について討論ありませんか。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５６号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５７号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５７号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５８号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５８号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第５９号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第５９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５９号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 
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○議長（向山信博君） 議案第６０号について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） 議案第６０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定とするものです。 

 委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第６０号は委員長報告のとおり、認定することに決定しました。 

○議長（向山信博君） 暫時休憩いたします。 

（午前 10時 52 分） 

                                       

○議長（向山信博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 11時 05 分） 

                                       

   ◎議案第７７号から議案第８４号の一括上程・提案理由説明 

                         ・総括質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第１５、議案第７７号、平成２３年度あわら市一般会計補

正予算（第４号）、日程第１６、議案第７８号、平成２３年度あわら市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）、日程第１７、議案第７９号、平成２３年度あわら市モ

ーターボート競走特別会計補正予算（第１号）、日程第１８、議案第８０号、平成２

３年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１号）、日程第１９、議案第８１号、

平成２３年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）、日程第２０、議案第８２号、

平成２３年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１号）、日程第２１、議案第

８３号、平成２３年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）、日程第２

２、議案第８４号、平成２３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第

１号） 

 以上の議案８件を一括議題とします。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７７号、平成２３年度あわら市

一般会計補正予算（第４号）から議案第８４号、平成２３年度芦原温泉上水道財産

区水道事業会計補正予算（第１号）までの提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第７７号、平成２３年度あわら市一般会計補正予算（第４号）であり

ますが、本案は、歳入歳出それぞれ５,７１８万５,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を１２８億７,７９９万２,０００円と定めるものであります。 
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 歳出の主なものについて申し上げます。 

 各予算費目に給料、職員手当等及び共済費の増減分を計上しておりますが、これ

らは人事異動等に伴う人件費の所要の調整を行ったほか、平成２３年人事院勧告に

準じた給与費の改定分を計上したものであります。以下、これらの説明につきまし

ては省略させていただきますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 まず、総務費では、財産管理費で、燃料単価の上昇に伴い燃料費１０５万円を計

上しております。 

 市長選挙費では、不用額７３４万円を、知事及び県議会議員選挙費では精算に伴

い１７０万５,０００円をそれぞれ減額しております。 

 公共交通対策費ではデマンド交通停留所標識の作成やポスター、パンフレットの

印刷に係る経費など２５１万円を計上しております。 

 次に、民生費では、社会福祉総務費で国民健康保険特別会計への繰出金２６６万

９,０００円を減額しております。 

 障害者福祉費では、重度身体障害者住宅改造助成費２４０万円などを追加計上し

ているほか、平成２２年度分の精算に係る障害者自立支援給付費国庫負担金等返還

金３３５万円を計上しております。 

 また、児童福祉総務費で子ども医療費助成費５７０万円を追加し、児童措置費で、

子ども手当制度の改正に伴い、子ども手当支給事業に係る経費９,４２７万４,００

０円を減額しているほか、母子福祉費で母子父子医療費助成費３７９万９,０００円

を、保育所費で産休代替職員に係る私立保育所運営補助金１１０万４,０００円を、

幼児園費で入所児童の大幅増に伴う北潟幼児園措置委託料１,１００万円をそれぞ

れ追加計上しております。 

 次に、農林水産業費では、農業振興費で園芸産地総合支援事業補助金７９０万円

を、消費者に選ばれる福井米づくり事業補助金３４３万７,０００円を、農地費で地

域水利施設活用事業補助金３８４万円をそれぞれ追加計上しております。 

 次に、商工費では、工業導入促進費で企業立地助成金等１億６１１万円を計上し

ております。 

 次に、消防費では、常備消防費で嶺北あわら消防署庁舎建設事業に係る入札差金

や高規格救急車、消防ポンプ車の購入費などを精算し、嶺北消防組合負担金２,５４

３万１,０００円を減額しております。 

 次に、教育費では、公民館費で館長の兼務化に伴い臨時職員賃金２２９万９,００

０円を減額するほか、文化振興費で創作の森管理委託料及び補助金１３０万２,００

０円を追加計上しております。 

 続きまして、歳入の主なものについて申し上げます。 

 まず、国庫支出金では、民生費国庫補助金で子ども手当負担金８,８５２万７,０

００円を減額しております。 

 次に、県支出金では、民生費県負担金で同じく子ども手当負担金３７７万２,００

０円を減額しております。 
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 民生費県補助金では、重度身体障害者住宅改造助成事業補助金１２０万円、母子

家庭等医療費助成事業補助金１７４万２,０００円、産休代替職員費補助金１１０万

４,０００円などを追加計上しております。 

 農林水産業費県補助金では、園芸産地総合支援事業補助金７９０万円、消費者に

選ばれる福井米づくり事業補助金２６４万４,０００円、地域水利施設活用事業補助

金１９２万円などを追加計上しております。 

 教育費県補助金では、安全で明るい通学路普及促進事業補助金１２５万円を追加

計上しております。 

 総務費委託金では、知事及び県議会議員選挙委託金１６６万５,０００円を減額し

ております。 

 また、前年度繰越金２,８２９万１,０００円を追加計上する一方、雑入で社会福

祉協議会への派遣職員人件費負担金１,０１９万１,０００円を減額しております。 

 最後に、スクールバス運行業務の委託について、長期にわたる安定した運行を図

るため、債務負担行為を設定しており、細呂木小学校分については、平成２４年度

から平成２８年度の５年間で４,１５７万６,０００円を、また、芦原中学校分につ

いては、同期間で１億１,９６７万８,０００円を限度額としております。 

 議案第７８号の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳入

歳出それぞれ２６６万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３１億９,２０

７万９,０００円とするものであります。 

 補正の内容につきましては、歳出において、総務費の一般管理費で、人事異動等

に伴う人件費２６６万９,０００円を減額しております。これに伴う歳入としては、

職員給与費等に係る一般会計繰入金２６６万９,０００円を減額しております。 

 議案第７９号のモーターボート競走特別会計補正予算（第１号）につきましては、

歳入歳出それぞれ３億９,５５１万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２

６億６,５５１万６,０００円とするものであります。補正の内容につきましては、

歳出において、総務費の一般管理費で、人事異動等に伴う人件費８８万６,０００円

を、競艇事業費の開催経費で競艇事業事務委託料１億２９８万円、競艇事業活性化

資金特別分担金６６５万円、払戻金２億８,５００万円をそれぞれ追加計上しており

ます。これらに伴う歳入としては、競艇事業収入３億９,５０８万７,０００円及び

前年度繰越金４２万９,０００円を追加計上しております。 

 議案第８０号の公共下水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的

支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費１万６,０００円を追加する一方、

減価償却費１９万２,０００円を減額しております。資本的支出においては、人事異

動等に伴う人件費２６９万円を減額しております。なお、資本的収入においては、

一般会計負担金４,０００円を減額するほか、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額については、当年度分損益勘定留保資金２６８万６,０００円を減額し、収

支の調整を行っております。 

 議案第８１号の水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益的支出の
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営業費用において、人事異動等に伴う人件費６万２,０００円を減額する一方、減価

償却費２６万円を追加計上しております。 

 一方、資本的支出においては、人事異動等に伴う人件費３,０００円を追加計上し

ております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、過

年度分損益勘定留保資金３,０００円を追加計上し、収支の調整を行っております。 

 議案第８２号の工業用水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的

支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費１２万１,０００円を追加計上し

ております。また、収益的収入の営業収益において、一般会計負担金１万６,０００

円を減額しております。 

 議案第８３号の農業集落排水事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益

的支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費１１７万９,０００円を減額す

るほか、減価償却費２万円を追加計上しております。また、収益的収入の営業収益

において、一般会計負担金１０万円を追加計上しております。 

 議案第８４号の芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第１号）につきま

しては、収益的支出の営業費用において、平成２３年度人事院勧告に準じた給与費

の改定分、臨時職員の賃金など２７０万３,０００円を減額しております。 

 営業外費用においては、消費税及び地方消費税５２万９,０００円を減額しており

ます。 

 収益的収入の営業収益では、給水量の減少に伴い、水道料金１,０３１万３,００

０円を減額するほか、受託工事収入１１万２,０００円を追加計上しております。 

 一方、資本的支出においては、工事負担金で加入金１６万３,０００円を追加する

ほか、他会計負担金で一般会計負担金１万２,０００円を減額しております。なお、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額６万４,０００円を追加計上する一方、建設改良積立金２

２万７,０００円を減額し、収支の調整を行っております。 

 以上、８議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第７７号から議案第８４号までの８議案は、お

手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し

ます。 

                                       

   ◎議案第８５号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第２３、議案第８５号、あわら市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 
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○議長（向山信博君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第８５号、あわら市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し

上げます。 

 本案は、市職員の勤務時間について、現行の１日８時間、１週４０時間から１日

７時間４５分、１週３８時間４５分に改正し、保育士など一部職員を除いた一般職

員の勤務時間を午後５時１５分までとするものであります。 

 この改正に至る経緯につきましては、去る平成２０年の人事院勧告において、こ

の勤務時間短縮が勧告され、国においてはこれに基づき平成２１年４月１日から施

行しております。 

 また、同勧告に準じて、福井県が平成２２年４月１日から、福井市が本年４月１

日から施行しており、本市におきましても今回県内他市の多くと同様に平成２４年

４月１日から施行するものであります。 

 なお、施行に当たりましては、これまでどおり収納推進課、市民生活課、上下水

道課の窓口開設時間を毎週火曜日は午後７時まで延長すること、また、毎週日曜日

の午前中は市民生活課窓口を開設することを今後も継続実施するとともに、公務能

率の一層の向上に努め、行政サービスを維持して参りたいと考えておりますのでご

理解を賜りますようお願いいたします。 

 以上、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっています議案第８５号は、お手元に配布してあります議案付

託表のとおり、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第８６号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第２４、議案第８６号、あわら市一般職の職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第８６号、あわら市一般職の職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げ

ます。 
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 本案につきましては、本年９月３０日の人事院勧告に準じ、一般職の職員の給料

等について所要の改正を行うものであります。 

 内容といたしましては、中高齢層の職員の給料表の改定を行い、平均０.２３％の

引き下げを行うとともに、平成１８年度の給与構造改革による給与水準の引き下げ

に伴う経過措置により現給を保障されている職員については、その保障されている

給料月額を０.４９％引き下げるものであります。 

 また、本年４月以降、福祉職給料表の適用を受ける職員がいなくなったことから、

福祉職給料表を削ることとしております。 

 以上の改正につきましては、本年１２月１日から施行するものであります。 

 加えて、本条例中に勤務時間に関する規定があることから、先の職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の改正に合わせ所要の改正をするもので、この規定につきまし

ては、平成２４年４月１日から施行するものであります。 

 なお、この条例につきましては、１２月の期末勤勉手当に反映させる必要がある

ことから、本日付での採決をお願いするものであります。 

 以上、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

 議案第８６号につきましては、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託

を省略し、直ちに採決したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（向山信博君） 討論はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいま上程されました議案８６号について、反対の討論を

いたします。 

 今回の人事院勧告に基づく職員給与の改定は、先ほど市長からの説明ありました

が、０.２３％引き下げるというものでございますが、ここ数年、毎年職員給与は引

き下げられております。５年前と比較いたしますと、一般行政職の平均給与月額は

平成１８年４月１日では３８万８,３４３円でありましたが、今年４月１日は３５万

７,３２５円ということで、３万１,０１８円、率にして８％下がっております。さ

らに、これに連動して当然ボーナス、期末手当も減額をされておるわけでございま

して、大体２５万円ぐらい減額になっていると思います。両方合わせますと、年間

で６０万以上職員の給与は減収になっているということであります。しかも、ラス
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パイレス指数というものがありますが、国家公務員の給与水準に対して、あわら市

の職員の給与水準を示すものでありますが、５年前には国家公務員に対してあわら

市の職員給与水準は９２.７でありましたが、今年では９１.６と、１.１下がってお

ります。あわら市と同じような団体を見てみますと、この間でも類似団体の平均は

９５.７から９６.４と、０.７上がっております。あわら市は、この間いろいろ行政

改革等やって参りましたが、国家公務員の給与水準に対しても、もともと類似団体

の中でも低いということでありましたが、今現在は９１.６と、非常に低くなってい

ると。民間の給与も下がっているのだから、やむを得ないという声もありますけれ

ども、今、日本経済は本当に厳しい状況にございます。こういう中で、毎年、給与

が下げられるということは、ますます民間も公務員もあわせて財布のひもがかたく

なるばかりと。国内の消費には非常に大きなマイナス影響を与えるものであるとい

うふうに考えます。そういう点では、今回のこの給与引き下げはやめて、給与を引

き上げると。少なくとも類似団体並みに今後少しずつでも引き上げていくというこ

とが、経済循環をプラスにしていく上でも非常に大事なことであるというふうに考

えます。 

 以上、そういう点でこの議案には反対をするものであります。各議員のご理解、

ご支援を心からお願いいたしまして、討論といたします。 

○議長（向山信博君） 次に、原案に対する賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで討論を終わります。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８６号を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立多数です。 

 したがって、議案第８６号は原案のとおり可決されました。 

                                       

   ◎陳情第１号の上程・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第２５、陳情第１号、緊急事態基本法の早期制定を求める

意見書採択を求める陳情を議題とします。 

○議長（向山信博君） ただいま議題となっています陳情第１号につきましては、総務

文教常任委員会に付託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

 したがって、陳情第１号は、総務文教常任委員会に付託し、審査することに決定

しました。 
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   ◎散会の宣言 

○議長（向山信博君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 なお、１２月５日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

 本日は、これにて散会します。 

（午前 11時 31 分） 
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   ◎開議の宣告 

○議長（向山信博君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 本日の出席議員は、１７名であります。 

 杉田 剛君は遅刻の届け出が出ております。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前９時 28分） 

                                       

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（向山信博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番、山田重喜君、

５番、三上 薫君の両名を指名します。 

                                       

   ◎一般質問 

○議長（向山信博君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇吉田太一君 

○議長（向山信博君） 一般質問は通告順に従い、１番、吉田太一君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） おはようございます。通告順に従い、１番、吉田太一、一般質

問をさせていただきます。 

 今回の一般質問は、電気費用の節減や、ＣＯ2削減など、効果が期待できるＬＥＤ

照明の導入についてであります。 

 橋本市長は昨年から、「健康」「教育」「環境」「地域社会」「経済産業」のＨＥＥＣ

Ｅ構想を展開しています。まちの活力は、そこに集い、暮らす人々の活気に比例す

ると橋本市長は常々言っておられますが、環境についても大変関心があると解釈し

ております。ＬＥＤは日本語で発光ダイオードと呼ばれています。光を出す半導体

のことで、経済的で環境にも配慮しているところから、従来の白熱電球や、蛍光灯

にかわり、ＬＥＤが照明の主役の座につきつつあります。一般住宅向けとして既に

スーパーや家電店に常備されているほか、商店街やオフィス、信号機、街灯など、

非住宅分野でもＬＥＤ照明が街中で多く見られるようになってきました。蛍光灯の

３本のところ、ＬＥＤなら２本、同等の明るさを確保でき、消費電力も３分の１に

なって、約６０％の節電が可能になります。さらに、高い場所などのように、電球

の設置場所によっては、電球の交換が大変な場合がありますが、そのような場合で

も、寿命が蛍光灯の場合１万時間程度ですが、ＬＥＤ灯は約４万時間で、１日１２

時間点灯しても約１０年交換の必要がなく、長寿命というのが特徴であります。 
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 さらに、書籍の色あせや傷みを防ぐ放射熱が少ないので、部屋が熱くならない、

紫外線や赤外線がほとんど含まれていないので昆虫を寄せつけない、ちらつきがな

いので目に優しい、水銀などの有害物質による人体被害の可能性が少ない、といっ

た特徴もあります。 

 このようにＬＥＤは、電気料金の節約ができるというだけでなく、さまざまな面

でメリットが期待できるものであります。 

 そこで、お伺いします。 

 現在、市内の公共施設や街路灯などの導入状況はどのようになっているのか、お

聞かせ下さい。 

 また、導入に際しては、初期費用が少々高くなることもありますが、将来の負担

を考えたとき、ＬＥＤはエネルギー効率が高く、長寿命・ＣＯ2削減など、地球環境

問題にも対応するため、市としても有効なＬＥＤの導入を公共施設や街灯に積極的

に展開すべきと思いますが、市長のお考えはいかがでしょうか。 

 以上２点についてお伺いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務部長、田中利幸君。 

○総務部長（田中利幸君） 吉田議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、ＬＥＤ照明の導入状況についてでありますが、農業者トレーニングセンタ

ーの外灯の一部、それから芦原中学校の体育館アリーナ部分、それと駐車場外灯、

このほか市役所庁舎３階廊下の一部となっておりまして、今のところ街灯などの導

入実績はございません。 

 なお、ＬＥＤ照明ではございませんが、市役所庁舎におきましては、平成２０年

度と２２年度でほとんどの照明を省エネタイプに更新をしております。 

 ところで、ＬＥＤ照明は、確かに電気料金の節減ができ、ＣＯ2の削減や省エネル

ギー等の対策には有効と考えますが、まだ本格的な普及が始まったところでありま

して、問題点が全くないと言える状況ではございません。例えば、ＬＥＤ電球、Ｌ

ＥＤ照明機器の大半は電気用品安全法の対象外になっておりまして、安全に関する

法の制約がありません。また、急激な需要拡大の中で規格に係る関係の法整備が遅

れておりまして、ＬＥＤ電球の仕様はメーカー独自の基準によってつくられており

ますので、メーカー間の互換性のないことなどが不安な点として指摘されている向

きもございます。 

 しかし、ＬＥＤ照明の特徴を生かした使い方をするということであれば、現時点

でも環境への配慮や省エネの側面では、大変有効なものであることには間違いない

と思われます。 

 したがいまして、今後の導入についてでありますが、受付窓口、こういった比較

的照明点灯時間が長い箇所につきましては、省エネ効果が高いと見込まれますので、

できるだけ早い時期の導入について検討を行いたいと考えております。また、その

ほかの公共施設につきましては、費用対効果等を勘案いたしまして、照明機器の更
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新時期に合わせて、ＬＥＤ化を進めるというような方向で検討を行って参りたいと

考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １番、吉田太一君。 

○１番（吉田太一君） ご答弁ありがとうございました。現在、ＬＥＤ技術、製品をめ

ぐる国際競争は激化していますが、中には信頼性に欠けるＬＥＤ関連製品の輸入な

どもあります。価格が安いからという理由でＬＥＤ製品への導入をするのではなく、

しっかりとした信頼性のある製品をあわら市にも導入していただきたいと思います。 

 地球環境問題、電気量節減など、省エネルギー対策として積極的に取り組んでい

ただくことを要望して、私の一般質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

                                     

◇笹原幸信君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、７番、笹原幸信君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） ７番、笹原幸信、通告順に従い、一般質問を行います。 

 今回の質問は、幼保一体化と施設の建設についてということで質問をいたします。 

 私は、昨年の３月議会におきまして、この問題について一般質問を行いました。

当市には乳幼児教育と学校給食制度について、１市２制度が存在をしているが、今

後どのように対策をとられるのかとの質問をいたしました。 

 そのような経緯の中、学校給食に関しましては、センター方式でとの結論が出さ

れ、センター建設に向けて現在、用地取得、実施設計に向け懸案事項が着々と進ん

でおります。 

 一方、わが市の、乳幼児教育は、旧芦原町においては保育園、幼稚園の形態をあ

わせもった幼児園を経て小学校へ入学しております。また、旧金津町においては、

保育園、幼稚園を経て小学校へ入学するという形態をとっております。このような

状態において、市の方針については幼保一元化の推進を図るということで計画をさ

れていると理解しております。幼稚園と保育所は異なる歴史的経緯により設立され

たため、運営基準・職員の資格が異なっており、幼稚園は幼稚園教諭、保育所は保

育士となっております。また、ご承知のように、所管省についても幼稚園は文部科

学省、保育所は厚生労働省と異なっております。また、市においても幼稚園は教育

委員会、幼児園及び保育所は市民福祉部が所管することとなっております。 

 これを一元化し、教育水準の均等化とサービスの効率化を目指す政策を国が推進

をしております。民主党政権ではこれを幼保一体化と呼んでおります。保育所は保

育に欠ける児童を収容する児童福祉施設であり、幼稚園は就学前に通わせる教育施

設であります。その目的に合わせて、施設整備や人員配置、カリキュラム作成が行
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われているとのことであります。 

 保育所児の保護者は原則として、共働き家庭であり、両親の仕事の状況に合わせ

た預かり時間となっておりますが、幼稚園の保護者は片方の親が勤めている事が多

く預かる時間は短くなっております。しかしながら、実態は幼稚園終業後、延長保

育が行われているのが実態であります。保育所は０歳から就学前の乳幼児、幼稚園

は３歳から就学前の幼児を扱うとなっており、乳児を扱うには専用のトイレ設備、

沐浴設備、調乳・離乳食等の給食設備などが必要です。幼稚園が乳児を扱うには経

験のない分野での多大な設備投資と人材確保が必要となります。保育所は児童福祉

施設最低基準により給食が義務づけられ、３歳未満児に対しては所内調理が必要と

なっております。ただし、３歳以上児は２０１０年６月１日以降、外部搬入が認め

られるようになりました。そのため、３歳未満児を収容する保育所は調理室の設置

が必要となっております。 

 国は、幼保一体化を今後推し進めるとのことですが、保育所は保護者が保育でき

ない状況にある場合に、児童を収容しなければならない児童福祉施設であり、幼稚

園は、保護者が保育できる状況で就学前に通わせる教育施設であるとなっておりま

す。幼児園は、先ほど申し上げたように、保育園と幼稚園の両方の機能をあわせも

つ施設でございます。 

 ６月議会の厚生経済常任委員会において理事者より幼保一体化については、幼児

園化の方向でまとまっているが、金津幼児園にすると２００人もの大規模園となる

ため、金津保育所を改修し、川南に施設の新設を考えており、２カ所に分ける必要

があるとのことでした。また、村部の保育園は幼稚園児が入所しても設備的には大

丈夫であるため、２５年度からの幼児園化も考えているとのことでした。 

 しかしながら、９月議会において、所管課から委員会に対して６月議会で示され

た案が変更され、金津地区にある金津保育所と金津幼稚園の統合については、施設

の建設を２６年４月開所を目標に進めたい。また、村部についても、幼児園化は２

６年度からの実施となる可能性もあるとのことが報告されたとのことであります。

なぜ２５年度の予定であったものが２６年度になったのかをお伺いします。村部の

保育所の施設については、６月議会で示されたとおり、現有の施設で各小学校へ通

っている就学前の幼稚園児の受け入れが可能であるとのことですが、給食設備も現

有で問題ないのかどうかをお伺いいたします。 

 金津地区においては、現在は金津幼稚園と金津保育所の園児数が２００人余りに

なり、これを統合すると大規模化するため、先ほども申し上げましたように、６月

に示された案は、川南に施設を建設するとのことでありました。今回の案は、川南

の私立保育所２園で５歳児を中心に定員増をお願いし、４０人程度を引き受けても

らい、金津保育所を廃止し、川北に１６０人規模の幼児園を建設したいとの変更案

が示されましたが、まずは、定員増が二つの私立保育園に受け入れをされるのかど

うかをお伺いします。 

 それと、金津保育園が用途廃止ということになるそうでありますが、金津保育所
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について、利活用を考えているのかどうかもお伺いをいたします。 

 また、今は、私立保育園、保育所、２園の保育所に定員増を依頼しているとのこ

とでありますが、将来的に少子化で園児が減少することが予測をされておりますが、

私立保育園にしわ寄せがいかないように対策を講じていただきたいと思いますがい

かがでしょうか。 

 また、建設場所については厚生経済常任委員会では、口頭にて理事者より報告し

ているようですが、私ども総務文教常任委員会に所属する議員は正式には聞いてお

りません。川北のどこへ建てるのか建設地について答弁をお願いいたします。 

 幼児園化に対して、保護者、区長さん等への説明はどうなっているのか、周知さ

れているのかをお伺いをいたします。 

 最後に、幼保一体化の検討が合併時からの懸案事項でありましたが、検討段階を

終え、市の政策が一本化される見込みがでてきました。幼児教育の充実を図る上で

今後、この政策をどのように推進されるのかをお伺いをいたしまして、以上で１回

目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

 本市は、近年の少子化や核家族化などの環境の変化に対応するため、保育所と幼

稚園の一体化を推進しております。 

 現在、芦原地区では、幼児園において一体的に幼児教育を実施しておりますが、

金津地域におきましては、おおむね４歳までは保育所、５歳児は幼稚園で実施して

いる現状にあります。このことから、金津地域での保育所と幼稚園の一体化につい

ては、国が２５年度から導入を予定しているこども園構想の動向に合わせて推進す

ることとし、幼保一体化の目標を平成２６年度としたところです。この目標年度の

変更につきましては、国の法整備が震災等の影響により遅れていること、さらに、

一体化に伴う民間保育所側の５歳児受け入れの準備、あるいは、定款変更の事務手

続等に相当の時間を要すると判断したことによります。 

 次に、施設整備についてですが、細呂木、金津東及び伊井保育所については、保

育室や給食室等の施設整備を行うことなく、現有施設で５歳児を受け入れることが

可能であります。金津地区ではおよそ１６０人規模の園児が入所できる施設が必要

となり、現金津保育所の敷地では手狭であるため、別の土地に新たな施設を建設す

る必要が生じております。現在、市が所有している土地を含め、複数の候補地を考

えておりますが、できるだけ早く選定し、平成２４年度には基本設計を策定してい

きたいと考えております。 

 なお、新たな保育施設を供用開始することとなった場合、現在の金津保育所は廃

止することとなりますが、その利活用については、現時点では白紙状態にあります。

今後内部協議を重ね、また、議会のご意見を伺いながら検討して参りたいと思いま

す。 
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 ところで、私立保育所につきましては、白藤保育園には定員増のお願いをしてお

ります。現時点で正式な返事はまだいただいておりませんが、前向きなご意向を示

していただいております。また、妙安寺保育園は、定員数と在園数とに余裕があり

ますので、定員を変更することなく５歳児を受け入れていただくことが可能で、そ

のご了解はいただいております。 

 また、将来的な少子化による私立保育所への影響に対しましては、公立保育所の

定員調整を適宜行い、私立保育所が健全かつ安定的に運営できるよう配慮したいと

考えております。 

 最後に、この幼保一体化の周知につきましては、１０月中旬から各地区の区長や

保護者の皆様に対して、説明を順次行っております。幼保一体化は、すべての幼児

に、就学前まで途切れることなく、保護者のニーズに応じた多様な保育と教育を提

供する制度であります。引き続き十分な説明に出向き、十分な理解を得られるよう

努めて参りたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 答弁をいただきましたので、答弁に対して再質問をいたします。 

 一番最初の質問ですけども、２５年度の予定ということで聞いておりましたけど

も、２６年になったと。国の方針とかそういうものが震災の影響で遅れているとい

う理由は大体わかりました。ただ、私が思ったのは、旧金津町で一気に幼児園化を

進めるのではなく、段階的に村部は今でも子供さんを受け入れが可能やということ

であるならば、段階的にしていった方が、混乱がないのではないのかなと、そうい

うふうに思っているわけですけども、それについてはどうお考えですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 周辺部の幼児園化、こども園化でございますが、現在、

厚生労働省の検討部会におきまして、いろんなこども園に向けた検討が行われてお

ります。そういうこともございます。 

 それと、もう一つは、我々としましても、各保育所の園長さんといろいろ協議を

いたしております。その中で、検討内容が少しずつはっきりしてきているわけでご

ざいますけども、その内容から考えて、やはり、どうしても１年間余裕が欲しいと。

現在、国の方では２４年度中に法整備が行われ、２５年度から法の施行が行われる

ということを聞いております。その後、一定の期間の間にこども園化をしなさいと

いう形になるかと思います。そういう過程の中で、やはり、今後いろんな事務処理

等のことがございまして、１年間どうしても余裕が欲しいというのが園側の園長さ

ん側の要望でございまして、市といたしましても、やはり、これからは民間の方で、

保育所の方であらゆる一部の事務を受けてやっていただかないといけないという場

面も出てきますので、そういうことも考慮いたしまして、２６年度ということで、
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結果的に旧金津地区と合わせた形になったということであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 園長さん方もそういうふうにおっしゃられているのであれば、

その方がいいのかなという気が今したところでございます。 

 それと、給食についても、設備的に問題がないということでお伺いをいたしまし

た。旧金津地区には、私立、それから公設民営、それと市立と、三つ現在あるわけ

ですよね。公設民営、私立についても、公設民営についても、今の設備で問題ない

ということでありますが、全部自園でつくっているんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 現在、旧金津地域におきます保育所の給食は、すべて

各自園でつくっています。今回、幼保一体化につきましては、すべて保育所の方で

幼稚園児を預かるということになりますので、それと、もう一つは各施設、それぞ

れ定員的には余裕がある形での設備になっておりますから、そういう点では問題が

ないと思われます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 金津保育所、耐震性がどうなっているのかお伺いしたいのと、

現在、金津幼稚園については、統合されると金津幼稚園が空きますんで、そこに社

会福祉センターとか、勤労青少年ホームなどを入れるような案が浮上しております。

耐震性がよいのであれば、金津保育所の、先ほども第１問でも聞いたんですけど、

何か利活用を考えていった方がいいのではないかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 金津保育所のまず耐震性でございますが、これにつき

ましては、ちょっと建設年度が確か昭和６０年代に入ってからだと聞いております

けども、一応、新耐震基準には適用しているということを聞いております。 

 それから、金津幼稚園でございますが、ここにつきましては、金津小学校と同じ

平成２２年ですか、耐震工事を行っておりまして、そういう点では問題ないと聞い

ております。 

 今後、もし幼児園化一体化されますと、金津幼稚園が空くわけでございますが、

ここにつきましては、放課後児童クラブ、現在、中央公民館とか、児童館で行って

おります放課後児童クラブを教育委員会と協議しながら、ここでやりたいと。そう

しますと、移動に対するリスクがなくなりますので、安全面からも非常に都合がい

いんじゃないかなと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 第１問で最初にいたしました質問でも、利活用についてはまだ、

保育所については考えてないということでありました。今後、耐震性があるのであ

れば、何らかの形で使えたらなと私自身は思っておりますので、また、その点も調

査しながら、やっていっていただきたいと思います。 

 それから、あとは教育部長にお伺いしたいんですけど、幼児園と幼稚園のことな

ので、幼稚園は教育委員会が所管をされております。幼稚園の教諭さんというのは、

現在、何人おられるのか、それと、身分がちょっと私もわからないので、県の職員

なのか、市の職員なのか、それともその他か。市の職員というのは、ちらっと聞い

たことはあるんですが、正式にはちょっと私、わかっていませんので、お教え願い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） ただいまの笹原議員のご質問でございますが、幼稚園教諭

は現在何人いるのかというようなご質問でございまして、現在、金津幼稚園で５名、

細呂木幼稚園で１名、伊井幼稚園で１名、金津東幼稚園で１名、吉崎幼稚園１名、

合わせまして９名の職員がおるわけでございます。そしてまた、その職員の身分で

ございますが、幼稚園教諭となっておりますが、すべて市の職員でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 部長、幼稚園が幼児園化された場合、その方の９名の処遇とい

うのはどうなるわけですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 現在、９名の職員がいると申し上げましたが、幼児園化さ

れた場合のその身分となりますと、引き続き、その幼児園の方に勤務していただく

ことになろうかと思っておりますが、また、中には市の人事との絡みもございます

が、市役所の中に入る方もおられるかもございませんが、通例であれば、幼児園の

方での勤務になろうかと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） はい、わかりました。 

 それと、あと、幼児園の建設場所なんですけども、先ほど部長は市が所有してい

る土地を含めて複数の候補地を当たっていると、そういうことを言われたんですけ

ども、厚生経済常任委員会やら、議運でも市長が具体的な候補地の名前を挙げられ

ております。今回、質問した中で公表されてないというのは、何か問題があるわけ

でございますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 建設予定地につきましては、一応、現在、ちょうど金

津小学校の上にございます住宅跡地、そこを今、メーンとして検討をしております。

ただ、そこにつきましては、進入道路の問題、あるいはちょっと坂道になっており

まして、冬季期間の融雪関係、その辺でちょっともう少し検討しなければならない

課題がございまして、それを今現在、検討しているところでございます。それが解

決次第、早急に決定したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ７番、笹原幸信君。 

○７番（笹原幸信君） 先ほどの答弁で実施設計云々って出てきていますわね。ですか

ら、建てる土地が確保されんことには、どこへ建てるのか決まらんことには、実施

設計の予算もとれないわけでげございますので、早急に決めていただきたい、そう

思います。そういうことで、あとは、先ほど部長言われました答弁で、今、私立保

育所の方へ定員増をお願いしていると。ところが、少子化になって減ってくれば、

先ほどは市の方で市の定員を調整すると、そういうふうに言われました。やっぱり、

民営を圧迫しないで、私立の保育園が安心して経営ができるような体制をとってい

ただきたいと思います。 

 以上で、質問を終わります。 

                                       

◇山田重喜君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、４番、山田重喜君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 通告順に従いまして、４番、山田、真政会、一般質問をさせて

いただきます。 

 国民健康保険の運営についてお伺いをいたします。 

 本年は国民皆保険制度が達成されて５０年目という節目の年でありますが、被保

険者の高齢化や、医療の高度化によりあわら市の国民健康保険特別会計も厳しい財

政運営が続いている現状であります。健全で、安定した運営のためにも、まずは市

民と町が元気でいられるよう、更なる健康づくりの取り組みの施策が求められてい

るのではないでしょうか。 

 具体的には、保健事業として健康診査事業、人間ドック事業、特定健康診査事業、

検診の委託、集団個別検診、医療費通知等々が実施され、更には保険税徴収につい

ても収納対策課は無論のこと、臨時職員による徴収、また、滞納整理機構の活用に

よりそれなりの効果があらわれているものと、一応の評価はいたすものの、依然と

して厳しいと思われる財政状況等について、次の３点についてお伺いをいたします。 

 １点目の滞納に対する施策についてお伺いいたします。１０月２１日開催の平成
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２２年度決算審査特別委員会の資料によりますと、現年分で３,２９６万５,７２２

円、収納率９４.９３％、過年度分で１億３,７０７万１,４２９円、徴収率２３.５

２％、合わせて約１億７,０００万円の滞納金額があるわけでございます。やはり、

まじめに納付している世帯に対して申し訳がたたないと思うわけでございますけど

も、あわら市保険者として、滞納問題をどう対処していくのか、お尋ねをいたしま

す。 

 ２番目に、短期証交付、資格証明書の交付の現状でございますけども。これも１

０月２１日に開催の決算特別委員会資料によりますと、あわら市では現在、短期証

交付世帯数２９０戸、資格証明書交付世帯数８０戸となっておりますが、どのよう

に交付しているのか、また、あわせて収納率は幾らになっているのか、お伺いをい

たします。 

 ３点目でございますけども、平成２４年度予算について、保険税改定はどうなっ

ているのか。９月定例議会全員協議会の担当課資料によりますと、２３年度予算に

おいて、既に基金を取り崩し、基金積立額はゼロであります。２３年度の見込み決

算は８,５００万円の赤字であります。加えて、２４年度の見込みとして２億７,０

００万円の赤字、合わせて３億５,５００万円の累計不足金額であります。平成２４

年度予算の作成中であろうと思われますが、どのような財政措置をとられるのか、

お伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 山田議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、平成２４年度予算における保険税改定についてですが、平成２３年度決

算見込みは単年度赤字が約２億円となり、基金全額を繰り入れしましても、８,５０

０万円の不足となります。 

 以後、現状のまま放置いたしますと平成２４年度末では２億６,０００万円、平成

２５年度末では３億２,０００万円の累積赤字になると見込んでおります。このこと

から、国保財政の健全化を図る上で保険税の見直しが不可避となりますが、不足す

る額の全部を保険税で賄うことは、国保加入者に著しい負担の増加を強いることに

なります。このことから、急激な負担の増加を緩和するため、一般会計からの法定

外繰り入れを行いながら、平成２５年度末で収支バランスを図る改定試案を今定例

会の常任委員会に提出し、ご協議させていただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 なお、滞納に対する施策及び短期保険証と資格証明書の現状に関するご質問につ

きましては、市民福祉部長から答弁いたさせます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） それでは、お答えいたします。 

 善良な納税者と一部の滞納者との間にある不公平をなくすため、徴収の強化に常
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に努めております。具体的な対策といたしましては、新たな滞納者には年２回の納

税相談を行うほか、悪質な滞納者には財産調査の上、差し押さえなどの強制手段を

行っております。 

 次に、短期保険証と資格証明書の発行状況についてでございますが、まず、短期

保険証については、事前に納付相談や収納状況を把握した上で、今後の納付見込み

等を考慮し、１カ月、３カ月、６カ月の保険証を発行しております。一方、納税相

談に応じていただけない納税者には、一たん、窓口で１０割負担となる資格証明書

を発行し、納税相談や分割納付への誘導を行っております。 

 なお、本年８月１日付で交付した短期保険証は３０１世帯、資格証明書は１５５

世帯となっておりますが、また、この保険証に係る収納額・率については残念なが

ら現時点では把握しておりません。ただし、納付相談等で約束した納付期日や額は、

現在のところ確実に守られておりますので、申し添えます。 

 よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） ただいまの答弁でございますけども、滞納関係でございますけ

ども、やっていることはわかるわけでございますけども、やはり、現在の状況を見

てますと、３点目の保険料のアップにも大いに関係するんでございますけども、い

わゆる先般の福井新聞に、敦賀市、または福井市は年度末に保険税も含めながら、

一般税も含めて幹部職員が収納に当たるという記事が出ていたわけでございますけ

ども、やはり、保険者としてそういうふうに一生懸命やっているんだという姿勢を

見せんといかんのではないかなと思うんですけど、その辺はいかに考えてるか、ま

ずもってお伺いします。 

 それと、短期並びに資格証明書の件でございますけども、これは理解はできまし

たけども、ますます数が増えているということなんですね。したがいまして、面談

の機会をさらに増やして、やはり、顔を見て話をして、納付していただくように努

力していただきたいと思います。 

 それから、保険料の改定の件でございますけども、これは全国的にもやっぱり６

割以上、一般会計からの繰り入れということでございまして、後日開かれる委員会

で説明するということでございますけども、やはり、年金生活者によりますと、一

般的に所得税、市県民税、固定資産税、そして国民健康保険税とあるわけでござい

ますけども、やはり、保険税が高いと言われるわけでございますので、これは後ほ

どの委員会等でいろいろ論議させてもらいますけども、やはり、そういう負担がか

からないように市民の理解を得るべく、説得力のある改定率にしていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 財政部長、小坂康夫君。 
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○財政部長（小坂康夫君） 前段の収納対策の件ですけども、敦賀等では年度末に一斉

にやっているというようなご質問でござましたけど、あわら市も部長等で年度末に

一斉に収納に出かけるというようなこともやっておりました。ただ、その効果をと

いう面では、年度末に一、二回行った程度ではなかなか収納の効果というのが上が

りません。ＰＲにはなるのかもしれませんけど。今、現在、うちの方では収納推進

課というところで、重点的に税の収納を行っておりますし、また、臨時的に嘱託の

徴収員を３名雇っております。３名で大体年間６,０００万ほど集めて参ります。そ

のうち国保税だけですと１,０００万ぐらい集めてきておりますんで、そちらの方に

重点を置いてやっていきたいなというふうに考えております。 

 また、先ほど徳丸部長の方からもありましたけど、短期証明とか、資格証明書の

発行等によって、重点的に納税相談等を行いながら、収納に力を入れておりますん

で、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 私が聞いたのは、その幹部職員の中で、今、こういう事態で厳

しい事態ですから、やるのか、やらないのかということを聞いたんでありまして、

その答えにはなっていないんですが、もう一度答弁願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 財政部長、小坂康夫君。 

○財政部長（小坂康夫君） 先ほども申しましたように、年度末の幹部職員による収納

というものでは、効果というものが余り出てこないというような中で、今のところ

はそういうことは考えておりません。収納課及び徴収員による収納というのをメー

ンで考えております。 

 以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） やはり、言わんとすることはわからんわけではないですけど、

余りにもちょっと淡白な答弁でございまして、やはり、事業者として一生懸命やっ

ているんだと、そういうスタンスが見えてこないと、この改定料金の増額というの

は、一生懸命やっている、それは仕方ないなと、そういうふうな感じで持っていっ

てほしいなと思うんですね。別に、年末とは言わず、また機会を見て、これは是非

やっていただきたいと思います。 

 答弁お願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、国保税の滞納は、非常に増嵩しているという現実あります

ので、特に、そういう状況の中で、保険税の改定をお願いしなければならないとい

うことに向かうのであれば、収納についてのそういう努力姿勢を見せるべきではな
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いかという、そういうご指摘かと思います。確かに、おっしゃるとおりでありまし

て、そういう努力は実際やってはいるんですけども、よりわかりやすく見せるべき

ではないかというご趣旨かなというように思います。 

 ただ、以前、幹部職員による特別な徴収ということをやっていたようです。恐ら

く山田議員も、市役所幹部職員のころは恐らくそういう努力もされたんだろうと思

います。ただ、私もその状況を聞きましたところが、余り大きな効果が上がってい

ないという報告を以前受けました。そういうこともありまして、市長就任２年目に

は、収納推進課を設置したわけです。かなり私としても覚悟を持った上での設置で

ありました。その後、相当厳しい手法も取り入れながら、収納率の向上に努めてき

て参りました。これは税につきましては、収納推進課でありますけども、税外の債

権についても相当厳しい努力を今させております。かなり効果が出てきているとい

うように私は思っております。ただし、そういう努力をしても、国保会計という特

別なシステムの中では、なかなかこれが数字として上がってこないというのもこれ

は現実であります。これは、議員もそういうセクションにおられたことがあるので、

よくご存じと思いますが、社会環境の変化、あるいは経済状況の変化によりまして、

国保会計は全国的に大変厳しいことになっております。したがいまして、さらに滞

納整理についての努力は当然しなければなりませんし、しておりますが、したがっ

て、幹部職員による特別的な徴収ということを別個、今、やるべきかといいますと、

私はそれはやらなくても、税率改定についてのご理解はいただけるというふうに私

は思っております。そういうご心配をしていただくのは大変ありがたいんですけど

も、以前とは違って、全職員が相当税、税外債権含めて、努力いたしておりますの

で、そのことは是非、市民の皆様にもご理解いただきたいというふうに思っており

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） これは、今、いずれにしても、改定の中で所得割、資産割、均

等割、平等割、あるわけでございますけども。資産割でございますけども、先般も

坂井市の関係が出ていましたけど、資産割は下げて、ほかのやつを上げるというふ

うなことで出ておりましたけども、後ほどの委員会等でいろいろまた議論させても

らいますけども、資産割については、できるならば、これを少し下げるという意味

で減額の方向でお願いしたいなと思うんですけど、この辺いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 資産割について、少し率を下げるという努力をしてはどうかと

いうお話でございましたけども、おおよそ、そういう方向で今調整をいたしており

ますので、また委員会の方にはまたそういうことを提案させていただきたいという

ふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（向山信博君） ４番、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

                                       

◇八木秀雄君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、６番、八木秀雄君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） ６番、真政会、八木秀雄、通告順に従い、質問をさせていただ

きます。 

 平成２４度から地域公共交通デマンドタクシーについての今までの協議の内容と

検討課題について質問をさせていただきます。 

 地域公共交通デマンドタクシーが検討される以前は、市民、観光客の交通機関は

従来の京福バスが主な交通手段でした。自家用車が各家庭で普及することにより、

自宅の玄関から目的地の施設、家まで自分の思った時間に好きなルートで行けるこ

とは最高の交通機関の手段です。このことに勝るものは、この地域ではありません。

民間の運営する通常のバス路線では、採算のとれない赤字路線が増えてき、各路線

でも廃線、行政が一部肩がわりをし、最低限の足を確保してきました。 

 その後、あわら市では平成１７年度からあわら市内全地域（京福バス一部路線除

く）でコミュニティバスを走らせました。バスの施行目的は、一言で申しますと交

通弱者のための交通バスで、利用者はバスに乗り、目的地は市役所、病院、買い物

施設、公民館、余熱館、セントピア等々でありました。平成１８年には路線６ルー

トで利用者は４万１,９４０人で運賃は大人２００円、子供１００円です。運行事業

者の委託契約金額は５,２２３万３,５８８円、運賃収入３６３万１,６００円で、実

質収支は４,８６０万１,９８８円で、投資額は１人当たり１,１５９円でした。 

 その後、平成１９年には利用者を増やすため、一目でコミュテイバスと見分けを

つけるために、あわら市からラップ事業費２８１万９,３５０円を助成いたしました。

しかし、平成２０年度の実質収支は４,８８０万９,９８８円でラッピングの効果は

全く見られず、実績から判断しも無駄な企画でなかったかと思います。 

 また、平成１９年７月、９月、平成２１年４月には市民皆様の声、地係の区長さ

ん、老人会の声を聞き、利便性の向上のために停留所の変更、増設、路線ルートの

変更、平成２２年には金津中学校スクールバスの導入と数々のことを成し遂げまし

たが、利用者はかえって減少し、市民間ではコミュテイバスは全く市民の利便性に

役に立たず、税金の無駄使いと施行後一、二年から話題になっていました。一度で

も利用された方、定期的に利用された方には、恩恵はたくさんあったと思いますが、

このあわら市面積東西、南北１４キロ四方で人口約３万人、行政区１３３を６ルー

トで賄い、平成１７年から平成２３年７年間でおよそ利用者数は２４万人、実質収
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支約３億円は、コミュテイバスを大人が１回２００円で乗車するのに約１,２５０円

の経費を持ち出す乗合バスでは、市民の税金を使う以上理解、納得はできないと思

います。福井県内の自治体でも同じことが起きていることは新聞、ニュース等でも

話題になっていました。あわら市ももっと早い段階で地域公共交通の見直しを取り

入れることができなかったかと思います。平成２２年１０月からは地域公共交通の

見直し（デマンド交通への移行）作業が始まりました、あわら市の地域公共交通会

議を設定し、中心的に基本方針、概要の検討、骨子（案）の検討、地区説明会の開

催、市議会では順次報告、経緯を受け、協議しておりますが、平成２４年４月から

の施行に当たりコミュテイバスの二の舞いにならないよう、デマンド方式が市民の

ため、弱者のため、本当に利用して利便性に合った交通機関であるためにも詳細に

質問をします。 

 一つ目、市内ブロックは第１ブロック、北部丘陵地、第２ブロック、東部中山間

地、第３ブロック、南部平たん地、共通ブロック、共通ポイントに区分しています

が、利用する人は、二つのブロックを分けるほど、乗車する人は少ないと思います。

また、分けることで、交通弱者の料金が高く見え、敬遠するのでは。よって市内ブ

ロックを乗車し、二つのブロックを越えた場合、なぜ２乗車にするのかについて。 

 ２番目、骨子の中に、特に第１ブロックは細呂木、吉崎、北潟、各公民館、第２

ブロック坪江、剱岳、各公民館、第３ブロック、伊井、本荘、各公民館の公共施設

が取り組まれています。主な公共施設を停留所にするのはなぜか。 

 ３番目に、デマンドタクシーを利用するのに必要な条件と対象者は、その登録方

法に工夫はないかについてを質問します。 

 ４番目に、運行曜日、運行時間を設定するのには、市民の利便性をどのように考

慮しますか。また、利用者が予約から出迎え、運行まで、スムーズに目的地まで行

くのに、どのような運行方式、システムを計画していますか。 

 ５番目、利用者の利用料金を下げることで、乗車率は増えるのではないかについ

ての質問です。 

 ６番目に、あわら市にはタクシー会社が確か６社営業を運営していると思います。

あわら市は業者に対し、地域公共交通に登録手続をあっせん指導し、加入すること

により、理解と協力が得られるのではないかと思います。市が考えている交通事業

者の選定と契約方法は、どのような策がありますか。 

 ７番目に、停留所の設定は本当に必要か、また無くす方法はないか。 

 ８番目に、利用者の日々目標人数、事業運営費はどのぐらいかについて、ご質問

をさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、岡崎新右ヱ門君。 

○市民福祉部理事（岡崎新右ヱ門君） 八木議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、旧町中心市街地等の共通ブロックや余熱館等への共通ポイントを除く、ブ

ロックを越える場合の２乗車分の利用料金についてですが、先進事例の多くで、運
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行効率や全体的な公共交通体系への影響が大き過ぎることを考慮し、このブロック

運行方式がとられております。その場合、ブロックを越える際には、利用者は中継

所・ターミナルにおいて、別途予約手続を行った上で、車両を乗りかえ、ほかのブ

ロックに移動し、２乗車分の利用料金を支払うこととされております。 

 しかしながら、あわら市においては、ブロックを越える場合の予約手続等が複雑

になり、大部分の利用者と想定される高齢者にとって、利用が困難になると考えら

れるため、中継所・ターミナルの設定は考えておりません。 

 したがいまして、あわら市の場合は、ブロックを越える場合であっても、目的地

の停留所に直接向かうことができることとし、利用料金については、市内のバス事

業者やタクシー事業への影響が大き過ぎること、また、現行のコミニュティバスの

運行実績を踏まえてもブロックを越えるような利用者がいないことなどを考慮し、

２乗車分と設定しております。 

 次に、主な公共施設を停留所とする理由については、市内の交通空白地帯を解消

し、市民の皆様の各種公共施設への移動手段の確保を図るものであります。 

 ところで、本市のデマンド交通は、市外の方もご利用できることとしており、登

録方法については、あらかじめ市役所市民生活課に登録申請書を提出していただく

ことになります。 

 なお、運行については、平日のみを予定しており、基本的には午前８時から午後

５時までとなります。 

 また、利用料金については、９月の議会でのご指摘や地区区長会からのご意見等

も踏まえ、１乗車の場合は、当初案から２００円引き下げ、一般で１乗車６００円、

６５歳以上の高齢者等で１乗車４００円、複数人乗車の場合は、それに連動して、

一般で１乗車３００円、６５歳以上の高齢者で２００円と設定いたしたいと考えて

おります。 

 次に、停留所設置の必要性については、市内全体の公共交通体系への影響等を考

慮し、停留所方式を採用するものであります。現行のコミュニティバスの乗降調査

を踏まえても、利用目的の多くは、高齢者の通院利用であり、市内医療機関へ停留

所を重点的に設置することで、利用者の利便性の向上を図っていきたいと考えてお

ります。 

 なお、本市といたしましては、この事業を一般乗合旅客自動車運送事業として、

市全体の公共交通体系の中では、いわゆるタクシー車両を活用した乗合バスと位置

づけております。 

 したがいまして、玄関先から玄関先までの運行方式、いわゆるドア・ツー・ドア

による運行は現時点では考えておりませんので、ご理解をお願い申し上げます。 

 次に、交通事業者の選定等に当たっては、このデマンド交通を運行しようとする

交通事業者は、道路運送法第４条の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許

可が必要となります。その資格を有する交通事業者のうち、市が提示する運行内容

や条件に合意する交通事業者と契約を行うことになると考えております。 
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 ところで、利用者の目標人数については、そもそもこのデマンド交通は、需要が

少ない地域に適した運行システムであることから、議員ご指摘の利用者数といった

定量的なものよりも、利用満足度といった定性的な目標設定を検討していきたいと

考えております。 

 なお、事業運営費については、１人当たりの乗車距離や利用者数にもよりますが、

現行スキームからのコスト削減を図っていきたいと考えております。ご理解をいた

だきますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

 順を追って、この２番目の質問に対しての回答の中で、公共施設を停留所にする

ということは、空白地の停留所を増やすためということで、そういう答弁がありま

したけど、今、実際、例えば北潟、北潟の公民館を停留所にするとなれば、皆さん、

北潟の公民館というのは、あそこの橋を渡っていかなければならない。雪が降って

いるとか、雨が降っているときに、非常に北潟の公民館といったら北潟の人はあそ

こだと思いますけど、本当に僕はその北潟の公民館にしろ、例えば、吉崎の公民館

でしたら、坂の上を上がっていかなければならないとか。やはり、非常にコミュニ

ティバスと一緒で、やっぱり歩かなければならないと。あえて、公民館だというと、

これはやっぱり、弱者のニーズに答えていないんではないかと。健康な方が運動の

ために停留所まで歩くというのはいいですけど。やはり、運転もできない、足が不

自由だと、体が不自由だと、だれも病院までとかいろんなところ連れていってくれ

ない、自分で行かなければならないということで、少し、そういうことを考えます

と、ちょっとこれ遠いんではないかと。設定がおかしいんではないかと思いますけ

ど、このことについても、ちょっとお答えしていただきたいと思います。 

 それから、この３番目の登録申請方法というのです。私が聞きたかったのは、そ

の登録の申請、私はちょっと耳が難聴だとか、私はちょっと病気がちだと、例えば、

タクシーに乗っていても気分が悪くなる場合もありますよと、やっぱりそういうき

め細かな登録票に書けるように、私はこういうところがちょっと問題がありますと

いうような、そういうようなことをしてあげることによって、僕はよりサービスに

なるんではないかと思うので、その辺をもう少し、もちろん検討していると思いま

すけど、もう少し、そういう答弁をしていただきたかったと思います。また、何か、

こういう登録の仕方があると言われれば、またお答えしていただきたいと思います。 

 それから、４番目の運行時間は８時から５時までという具合なご答弁がございま

したけど、その理由をもう少し、こういう理由で午前８時から５時までだと。私の

耳に入っている方からは、もう少し、もうあと１時間でも、３０分でもいいから早

くしてほしいと。早く運行時間を決めてほしい。もう少し、夕方もあと３０分でも

運行時間を延ばしてほしいということを聞いていますので、どうしてこの時間帯を

今、考えていらっしゃるかということもお聞きしたいと思います。 
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 あと、６番目の停留所方式にしたと言いますね。僕は、先ほど、コミュニティバ

スのことについて、延々と少し前置きで話しました。これはなぜお話ししましたか

といいますと、やはり、二の舞にならないでほしいということで、もっともっと利

用していただきたいということで、デマンド方式をあえて停留所方式にしたと。私

の自分なりの調査の結果、今、デマンド方式と、ドア・ツー・ドア、ドアからドア、

戸口から戸口はもう半分半分ぐらいですという、信頼するところからそういうこと

を聞きました。これから八木さん、ドアからドアの方が増えてきますよと。少し時

間がかかりますからという話を聞いています。ですから、なぜ、あえて、ドアから

ドア、そんなに申請、中部運輸局の許可もそんなに難しくないということも私聞い

てきました、直接。あわら市がどういう考えでやっているかというところが大事だ

と。市民の理解が得られれば、そういう方式も可能であるということも聞いてきま

した。だから、ドアからドアに僕は是非してほしい。なぜ停留所を設けたかと。そ

の辺も、もう少し詳しく聞きたいと思います。 

 それから、今、どれだけの採算と言うとあれですけど、目標人数と費用対効果の

ことをちょっと質問しましたけど、具体的な数字は出てきませんでしたけど、コミ

ュニティバスの場合は、私なりに調べた結果、１日当たり１００人ぐらいがご利用

なさっていたと。６ルートで１００人ですから、１ルートに換算しますと、本当に、

朝から晩まで走っていて１００人と。このデマンド式のタクシーにした場合、やは

り、僕はもっともっと数字を上げたいと思いますけど、その辺ももう少し、具体的

に数字をこういう目標数でやりたい。人数で行いたいという数字がここでご答弁で

きるなら、是非していただきたいと思います。 

 お願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、岡崎新右ヱ門君。 

○市民福祉部理事（岡崎新右ヱ門君） お答えいたします。 

 まず、主な公共施設の停留所の設置理由は何かということでございます。 

 済みません。主な公共施設の停留所とする理由は何かという２番目のご質問でご

ざいますが、公共施設については、停留所の設定を現在考えております。冬場の大

変、乗り場が悪いんではないかとか、いろんなご質問がありますが、とりあえず、

公共施設は、今、設定の原則には置いております。それと、各地区の区長さんの方

に一応お願いをしまして、各集落の方で停留所の一番しやすいような場所を設定し

ていただくように、現在お願いして、ほぼ８０％以上の届け出が出ております。今

までの公共交通施設の停留所以外でも結構ですし、交通の安全面、それから今言う

ような足の関係もございますので、そういう面を含めて出していただくと。また、

その結果、うちとしましては警察、陸運の方と協議しまして、安全面やそういうの

がオーケーであれば、許可していきたいというふうな形で行っております。 

 また、停留所の距離でございますが、１集落、一応３００メートルを原則としま

して、停留所の設定場所を決めております。 
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 次に、３番目の利用者との登録方法をどのようにしているのかということでござ

いますが、登録方法については、先ほど言いましたように、役所の市民生活課の方

で登録をしていただくようにしていきたいと考えております。皆様のご意見いただ

きましても、登録方法を簡素化した方がいいとか、その辺もありますので、この辺

につきましては、現在、登録方法をできる限り簡素化して、提示だけでいいような

方法で今現在、実施したいなと考えております。 

 それから、４番目の時間帯のことでございますが、原則的には８時から５時まで

ということでございまして、金津高校の利用者とか、いろいろ利便性が今まで使っ

ていた方もございますので、その辺については考えていきたいと考えておりますが、

原則は８時から５時まで。公共交通関係のいろんな影響がございますので、タクシ

ー業者、そういう関係もございまして、目的外に使っていただくといけないという

ようなこともありまして、公共交通会議で吟味した結果、８時から５時までという

ような運行時間になったということでございます。 

 それから、６番目でございますが、停留所の設置は必要ないのではないか。ドア・

ツー・ドアがいいんではないかということでございますが、これにつきましても、

ドア・ツー・ドアも含めまして、公共交通会議でも検討をさせていただきました。

先ほどご回答しましたけれど、１番としましては、市全体の公共交通体系への影響、

これを考慮して、停留所方式にしたということ。さらには、一般乗合旅客自動車、

運送事業の中で、タクシーを活用した乗合バスというのを位置づけておりますので、

あくまでも乗合バスというような形でございますので、タクシー事業者との区別を

させていただきたいということがございました。それと、地域の公共交通会議の中

で、やはり、安全性、それから、安全性を含めたドライバーさんの負担増加とか、

それから、運行距離及び運行時間が延長される場合があります。そういうことにな

りますと、やはり、行政コストの方が増加されるということが想定されますので、

停留所の設置方式にしたということでございますので、今後は議会のご理解を得な

がら、進めさせていただきたいと考えております。 

 それから、最後に８番目の利用者の目標人数と事業運営費はどうかということで

ございますが、これについては、８番目、先ほども一応お答えはいたしましたけれ

ど、やはり、距離数、乗車距離数の関係、それから、利用者数の関係、うちの方と

しましては、現行、大人の人だけで、１日、先ほど１００名と言いましたけど、大

人の人ですと、１日７０名ほど乗られておりますので、これの１.２倍ほどを目標と

して設定していきたいなと。これで事業者の方と協議しまして、料金を決定してい

きたいなと考えておりますので、これについては、先ほどの回答にかえさせていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ６番、八木秀雄君。 

○６番（八木秀雄君） それでは、３番目ですけど、私は、私なりにいろんなところで
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調査した結果、やはり、地元のタクシー業者、ここをやはり取り組むのが大きな、

取り組むことによって、例えば６社あれば、全社がデマンド方式の委託業者に是非

加入していただくと。やっぱり、地元の業者というのは、各１４キロの、東西１４

キロ南北１４キロの隅々までよく知っています。いろんなシステムを買わなくても、

それぐらいタクシードライバーの方がよく知っていますから、是非地元の業者を、

今、非常に皆さんもご存じのとおり、湯のまち駅とか芦原温泉駅のタクシーの待ち

時間、タクシーの方を見ていますと、本当に午前中に何台利用するかというぐらい

の僕はそういう感じだと思います。もちろん、８時前とか、５時以降は非常にスム

ーズに動いていますけど、その時間帯というのは本当にやはり、事業者を育てるた

めにも、僕は是非全社取り組んで、そのメリットで僕は将来、弱者のために、いい

デマンドタクシーにしていただきたいと思います。 

 来年の４月の施行のために、市長の諮問機関である地域公共交通会議というのが

これからも何回も進んでいくと思います。我々議員もそれに対していろんなご報告

とか、我々も協議しなければならないということですので、あと４カ月足らずです

けど、本当にここ頑張って、市民から愛されるデマンドタクシーを皆さんで是非頑

張らなければならないと思います。 

 以上をもちまして、一般質問を終わります。 

○議長（向山信博君） 暫時休憩します。再開は１１時５分とします。 

（午前 10時 54 分） 

                                       

○議長（向山信博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 11時 05 分） 

◇山川知一郎君 

○議長（向山信博君） 通告順に従い、８番、山川知一郎君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 日本共産党の山川知一郎でございます。今まで質問された方

とダブる点もございますが、３点にわたって質問をさせていただきたいと思います。 

 第１は、国民健康保険税の問題でございますが、先ほど山田議員からもありまし

たが、市は来年度の国民健康保険税を値上げする予定と聞いております。値上げす

れば、多分、県下で最も高い保険税になるのではないかと思います。私は値上げに

反対の立場で幾つか質問をいたしたいと思います。 

 まず、国保会計の実態ですが、どのようになっているか伺いたいと思います。加

入世帯数及び被保険者数、収支状況、保険給付費の推移、国庫支出金の額と割合、

一般会計からの繰入金額と割合、基金取り崩し額と残高、滞納額と滞納者数。 

 まず、これらについて、お答えをいただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 
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○市民福祉部長（徳丸敏郎君） それでは、山川議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、国保の実態の件でございますが、８月１日現在での加入世帯数は４,２５７

世帯、被保険者数は７,２９５人となっております。 

 保険給付費は毎年右肩上がりで増加し、平成１８年度で１８億６,６００万円であ

ったものが平成２２年度には２２億１,０００万円となり、５年間で約３億４,００

０万円、率にして１８.５％の伸びとなっております。 

 平成２２年度の国庫支出金は約７億２,４００万円で歳入のトップを占め、歳出総

額の２３.７％に当たっております。 

 一般会計からの繰入額は、約１億２,７００万円で歳出総額の４.１％に当たりま

す。 

 基金につきましては、平成２２年度に６,０００万円を取り崩し、年度末残高は約

１億１,５００万円となっております。 

 それから、一方、滞納額でございますが、平成２２年度末現在で約３,３００万円、

過年度分が約１億３,７００万円の計１億７,０００万円で、滞納世帯数は４７０で

ございます。 

 また、本市の医療費は、平成２２年度１人当たり３６万３,４７０円と２年連続し

て９市で最高額となっております。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 今の答弁にもありましたが、あわら市は１人当たりの医療費

が非常に高いと、県下で最も高いという現状でありますが、医療費が高いので保険

給付費も当然多いと。 

 まず、前々から言われておりますが、医療費がなぜあわら市は高いのか。ここを

きちっと原因をはっきりさせるということが必要ではないかというふうに思います。

簡単に、医者に行く者が多いとか、入院が長いとか言われますが、なぜそういうふ

うになっているのか、もっと原因を突き詰めて、対策を立てるべきだというふうに

思いますが、いかがでしょうか。私は、医療費を引き下げるためには、予防にもっ

と力を入れるべきだというふうに考えますが、今市も、健診については力を入れて

おられるとは思いますが、健康診断の受診者数と割合、また、ここ数年間の推移は

どのようになっているでしょうか。 

 また、受診率を向上させるための対策はどうなっているでしょうか、伺いたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） お答えいたします。 

 先ほども申しましたが、本市の医療費は平成２２年度１人当たり３６万３,４７０

円と、２年連続して９市の最高額となっております。当市の高額医療費を分析いた
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しますと、やっぱり、主に心疾患、脳疾患患者が大変多く、これらの長期入院が固

定部分としてあるため、医療費全体を押し上げているという状況にあります。 

 特に、特定健診の平成２２年度の受診率は２５.７％、前年度に比較し４.８％上

昇をしています。これまで、回数、会場の見直し、休日健診、夜間健診等を実施し、

受診率の向上に努めておりますが、今後も更なる勧奨を努めて参りたいと考えてお

ります。 

 また、ＨＥＥＣＥ構想事業において、平成２３年度から新たに健康づくりモデル

地区を１２地区、２団体を指定するとともに、サポーターを２０人養成いたしまし

て、各地区での健康教室や、健診の受診勧奨を行っていただいております。この事

業につきましては、地域住民の健康に対する意識づくりに大変効果があると思いま

すので、来年度も各地区、各団体、サポーターともに増やしていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（向山信博君） ちょっとお待ちください。 

 山川議員、国民健康保険税改定についての質問はすべて行ってから回答をいただ

くようにお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） それでは、再質問は後に回しまして、国保会計の問題ですが、

大変厳しい状況にあるということは、十分理解をいたしますが、多額の滞納がある

ということは、かなりの加入者が負担の限界にあることを示しているのではないで

しょうか。先ほどの答弁でも、４７０世帯ですか、加入者の大体１割強が滞納とい

うことになっております。これ以上の値上げはやめるべきであるというふうに考え

ます。そのためには、まず、国庫負担を引き上げることが必要です。２２年度で見

れば、国庫支出金はわずか２３.７％、国民皆保険制度として国がつくった制度であ

るにもかかわらず、財源負担は４分の１以下、残りは地方自治体と加入者に負担を

押しつけるのでは、皆保険制度自体が崩壊してしまうのではないでしょうか。国に

対して少なくとも５０％以上負担するように、今まで以上に強く働きかけるべきで

あるというふうに考えます。 

 第２に、国保制度を守るために、県に対しても財政的負担を求めるべきだと考え

ます。住民が安心していつでも医者にかかれることを保障するのは、地方自治体の

最も基本的な責務です。福井県は現在のところ、１円も財政負担はしておりません。

石川県や富山県は市町村に対して支援をしております。福井県に対しても、財政的

支援を強く求めるべきと考えます。 

 三つ目は、一般会計からの繰入金を増やすことです。２２年度では、法定繰入金

として約１億２,７００万円を繰り入れておりますが、今、福井市など県内の幾つか

の自治体では法定額を超えて繰り入れを行い、加入者の負担を抑える努力をしてお

ります。国保加入者は市民の一部だから、税金を投入することは不公平になるとい
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う意見がありますが、これでは市民が安心できる医療を守ることはできないと考え

ます。国保加入者は他の保険制度から否応なく締め出されて、最も医療を必要とす

る高齢者が多数を占めています。制度に大きな矛盾があるわけでありますから、加

入者の責任にすることなく、自治体が責任を持つべきと考えます。 

 さらに、今回の改定に当たって幾つか要望をしておきたいと思いますが、保険税

を払えない低所得者に対する減免制度を拡充することであります。現在、保険税減

免の対象となっている方はどれだけおられるでしょうか、人数と割合をお示しくだ

さい。 

 また、税金の負担原則である応能負担に反する資産割、均等割等を引き下げるべ

きと考えます。あわら市の資産割の率は県内でも特に高いものになっております。

さらに、少子化対策の観点からも、就学前の子供は均等割から除外すべきと考えま

す。 

 以上の点について、市長の見解を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） お答えいたします。 

 国及び県に負担増を求めるべきとご指摘でございますが、現在、国及び県からは

ともに保険料の軽減分に係る支出金、療養給付費に係る負担金、これ法定でござい

ますが、の負担をいただいております。 

 また、国保財政は全国的に悪化をしております。そのことから、全国知事会、市

長会、町村会がそれぞれ保険財政の基盤強化を求める、支援を求める要望書を国に

提出しております。しかしながら、財源等の問題から、２７年度の税と社会保障の

一体改革までは困難、難しいという回答でございます。 

 次に、保険税の改定についてでございますが、先ほどの山田議員のご質問に対し、

市長が答弁いたしましたとおり、一般会計からの法定外繰り入れを行いながら、平

成２５年度末で収支バランスを図る改定試案を今定例会の常任委員会に提出し、協

議させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、保険税の減免の対象になっている世帯数と割合でございますが、２割軽減

世帯は５５４世帯、全体の１３.０％、５割軽減世帯が２１８世帯、５.１％、７割

軽減世帯が１,０８２世帯で２５.４％となっております。もう既に、この時点で４

３.５％の世帯について軽減が行われており、議員ご指摘の更なる独自の軽減につい

ては、ちょっと困難であると考えております。 

 次に、資産割と均等割の引き下げについてでございますが、今回の改定に当たっ

ては、応能割、つまり能力に応じた応能割と、受益に応じた応益割をおおむね５０

対５０として考えますと、応能割では所得割を引き上げる一方で、資産割は引き下

げることとし、応益割では、応能割との均衡を図るために、均等割を引き上げざる

を得ないと考えております。また、就学前幼児の均等割除外ですが、平成２７年度

の税と社会保障の一体改革の中で検討されておりますので、現時点では考えており
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ません。 

 最後に、国民健康保険は、国民皆保険制度として、国が５０年ほど前につくりま

したが、当時と現在では、被保険者数、年齢層、所得等、全く様相は変化しており、

全国の市町村が国保財政基盤の崩壊を危惧しております。このようなことから、国

では平成２７年度に社会保障の一体改革、平成３０年度には国保都道府県一本化を

進めております。本市といたしましても、制度改革が行われるまで、税改定や繰り

入れを行いながら、財政の維持に図っていきたいと考えておりますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 先ほどのお答えで、あわら市には心疾患や脳疾患が多いのが

医療費の高くなる原因ではないかというふうなお答えがありましたが、こういうも

のが多くなっている原因は何だというふうに考えておられるのか、伺いたいと思い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） はい、お答えいたします。 

 近年、レセプトがコンピュータ化されまして、詳しい病名別の受診状況等がわか

るようになって参りました。そういうことを含めまして、いま一度そういうものを

見ながら、詳細に一度分析をして、新たに対策を考えたいと思います。そういうこ

とも含めて、その原因等もまたいろいろ検討したいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） やはり、なぜ、あわら市だけがそういうものが多いというの

を、原因をはっきりさせないと、食生活に問題があるのか、そのほかに原因がある

のか、そのあたりまで突き詰めて対策を立てないとなかなか、この医療費を引き下

げるということにならんのでないかなというふうに思いますので、是非、そこは引

き続きお願いをしておきたいと思います。 

 それから、保険料の問題ですが、あわら市も法定外の繰り入れもして、やるとい

うことで、一歩前進ではあると思いますが、ただ、滞納者が非常に多いと。中には、

払える能力があるのに払わないという方も多少はおられるかもしれませんが、かな

りもう限界に来ているというふうに思います。来年度は介護保険料も引き上げられ

るというふうに聞いております。ますます、いろいろ負担が増えるばかりという状

況になりますので、そこらは是非、慎重に考えていただきたいなと。具体的に、保

険料の負担原則を応能、応益５０、５０ということですが、これは私は、なぜ５０、

５０でなければならないのかというのは、何も根拠がないと思うんですよね。税金

というのは、基本的には私は応能負担、所得のある人はたくさん払っていただく、
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ない人は少なくというのが原則ですので、なぜこの保険料は応能と応益が５０、５

０であるべきと考えるのか。それから、資産割を応能に入れておりますけれども、

資産があるから支払い能力があるというふうにはならないわけで、先祖伝来の家屋

敷を持っているだけで、収入は何もないというものもたくさんいるわけですが、そ

れをその応能に入れるというのも少しおかしいのではないかというふうに思います

が、その点について、伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 応能割、応益割の件でございますが、これは、厚生労

働省の方から一つの基準として示されていると聞いております。 

 それと、もう一点は、現実的にその保険料を算定する際に、やはり、能力がある

方から、所得のある方からというのが一般的にそうなるわけでございますが、残念

ながら、あわら市の今の保険者の状態を見てみますと、やはり、収入のない方は当

然収入がなくて、先ほども申しましたとおり、４３％の方が均等割だけで、なおか

つ減免を受けているという状態。それから、ある程度収入のある方は、限度額オー

バーでカットされてしまうという現状がございます。そのことから、中間的な所得

層に値上げの負担がすべていってしまうという心配もしております。そういうこと

も含めて、やはり、所得、資産、あるいは平等割、均等割とあるわけでございます

が、やはり、バランスのとれた体制でいかざるを得ないんじゃないかと考えており

ます。それと、資産割でございますが、やはり、これまで、資産といいますのは、

土地のバブル問題もあったんかと思うんですが、やはり、支払い能力があるという、

そういう感覚で、資産のある方から、あわら市の場合、他の市町村と比べまして、

非常に高額な負担割合をお願いしていたという現状がございます。そういうことか

ら、最近、こういう市街地を見ましても空き地、なかなか収益を生まない土地をた

くさん持っている。あるいは、資産でも、別に土地だけじゃなくて、そのほか流動

資産とか、いろんな資産を持っている方もおいでになるかと思うんですが、そうい

うことも踏まえて、やはり、近隣市町等を見ながら、適正な水準に資産割をしてい

きたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 国の示している応能、応益、５０、５０ということには、私

も今まで何回か聞きましたけれども、納得できる根拠、理由というのは何もないん

ですよね。ただ、５０、５０が望ましいと言っているだけで、これは、望ましい、

なぜ望ましいのかという理由はちっとも示されてないんですが、しかも、これは市

町村はどうでも５０、５０にしなければならないという絶対的なものではないとい

うふうに理解をしております。結局、この５０、５０がいいとか、資産割も応能に

入れるとかということは、結局は所得の低い人に対して非常に重い課税になると、

現になっているわけです。そういう点は是非改めていただいて、本当に、税金は応
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能負担、所得のある人がたくさん払うという考えでやっていただきたいなというふ

うに思います。そういう点では、資産割を引き下げる、それから、５０対５０も見

直すべきだというふうに考えますが、この点について、市長、見解をいただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 今、ご指摘の応能、応益５０、５０の根拠につきましては、私

もちょっと国からそういう指示が来ているということは存じておりましたけれども、

その根拠につきましては、ちょっとまだ勉強不足でありますので、今後の保険税の

改定に向けて、もう少し勉強させていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） では、二つ目の問題について、伺いたいと思います。 

 デマンド交通についてです。これも先ほど八木議員が質問されましたので、ダブ

らないようにお願いしたいと思いますが、来年度から、コミュニティバスにかえて

デマンド交通を導入するとしております。発表された計画を見ると、幾つか問題が

あると考えます。７５歳以上の自動車運転が問題になっておりますが、自家用車に

乗らなくても公共交通で十分に用が足せるようにするためには、大幅な見直しが必

要だと考えます。 

 第１は、利用料金が一挙に４倍にもはね上がり、高過ぎて利用できないというこ

とです。高浜町では同じようなシステムを導入することになったとの報道がありま

したが、高浜町は４カ月間は無料ということです。あわら市も無料に、少なくとも

今までと同じ料金で利用できるようにすべきと考えます。 

 第２に、運行時間が午後５時までと短いことです。午後７時までに少なくとも延

長するべきではないかと考えます。 

 三つ目には、事業費の試算が示されていませんが、現在のコミュニティバスの利

用者数と同じとした場合、事業費はどれだけになるのかお答えいただきたいと思い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、岡崎新右ヱ門君。 

○市民福祉部理事（岡崎新右ヱ門君） お答えいたします。 

 まず、利用料金については、先ほど八木議員のご質問にお答えいたしましたとお

りに設定したいと考えております。 

 議員ご承知のとおり、現行のコミニュティバスの利用料金は一般で２００円、６

５歳以上の高齢者で１００円となっております。デマンド交通では、複数人でご利

用いただいた場合、一般で３００円、６５歳以上の高齢者で２００円となり、それ

ぞれ１００円の増額となるものですが、乗車時間の短縮等によるサービス水準の向

上等を考慮いたしますと、適正な料金であると考えております。 
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 次に、運行時間を午後７時まで延長すべきではないかとのご指摘でございますが、

この運行時間については、現行のコミュニティバスの利用目的のほとんどが日中の

時間帯の高齢者の通院利用や買物利用であること、また、市全体の公共交通体系へ

の影響等を考慮し、午前８時から午後５時までとしているものです。 

 なお、事業費については、今後、市が交通事業者と協議する運行単価にかかわる

ものであり、現在、実施後の利用者数や平均乗車距離等を試算し、慎重に検討を進

めているところであります。 

 いずれにいたしましても、利用者の利便性向上とコスト削減に努めていきたいと

考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 第１に、利用料金ですが、１００円が２００円になる。１０

０円上がるだけ。しかし、１００円が２００円になるということは、２倍になると

いうことでありまして、先日もあるお年寄りから、３月いっぱいでコミュニティバ

スがなくなってしまうと、どうするんですかと。いや、かわってデマンドバスにな

るんですと言ったら、いや、あんなもんはとても高過ぎて利用できんという話があ

りました。やっぱり高齢者にとっては、とても片道２００円、３００円というのは、

大きな負担になると。これではやっぱりとてもじゃないが、今までのように乗るわ

けにはいかんなという意見がかなりあります。是非、そこは見直しをしていただき

たいなと。 

 それから、二つ目の運行時間ですが、高校生の問題については、どういうふうに

考えておられるのでしょうか。今までコミュニティバスを利用している高校生はか

なりいるというふうに思いますが、８時から５時では、行きも帰りもほとんど高校

生は利用できないということになると思いますが、この高校生たちはそうすると、

何も利用するものがないということになると思いますが、この点について、伺いた

いと思います。 

 それから、三つ目の事業費はまた近く委員会等で示されると思いますが、事業費

をお示ししていただかないと、なかなか議論は進まないというふうに思いますので、

是非よろしくお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、岡崎新右ヱ門君。 

○市民福祉部理事（岡崎新右ヱ門君） 山川議員の再質問にお答えいたします。 

 一つ目の利用料金でございますが、確かに、区長会やいろんなところでご意見を

聞かせていただきますと、料金が高いというようなことでございますが、公共交通

の影響等も加味することになりますので、バス料金よりは高く、それからタクシー

料金よりは安くという原則でやらせていただきたいと思いますので、この辺につい

ては、また慎重なる議会のご意見をいただきながら進めさせていただきます。 

 次に、時間帯でございますが、先ほど言いました８時から５時までというのを原
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則とさせていただいております。確かに、つい最近やりました乗車利用者のＯＤ調

査、中で利用者、どういう人が使っているのかと調査をしましたところ、やはり、

高校生の利用もございました。それで、特に、公共交通のメンバーの中には金津高

校の先生方も入っておりますので、先生方ともお話ししまして、原則は８時から５

時まででございますが、その辺については、時間帯を調整して実施したいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

 次に、事業費につきましては、先ほどのお答えのとおり、実車走行距離、それか

ら、人数等がございますので、これは現在のコミュニティバスである程度の試算は

出せますけれど、これらについては、委員会の方でまたご討議していただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 今の答えで、運行時間については、そうすると、高校生も利

用できるように見直すということなんでしょうか。ちょっと確認をさせていただき

たいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、岡崎新右ヱ門君。 

○市民福祉部理事（岡崎新右ヱ門君） 再度お答えいたします。 

 高校生については、その辺を調整していきたいと思いますので、８時からという

ことは原則でございますので、その辺調整させていただきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 調整するという意味がよくわからんのですが、高校生も利用

できるように、もう少し早くからするとか、帰りももう少し延ばすとか、というこ

とと理解すればよろしいんでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、岡崎新右ヱ門君。 

○市民福祉部理事（岡崎新右ヱ門君） 議員おっしゃるとおりにそういう形で調整させ

ていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 是非、高校生も安心して利用できるように、運行時間につい

ては、検討をしていただきたいというふうに思います。 

 それから、料金の問題ですが、ちょっと市長に伺いたいと思いますが、今まで説

明会やってきたところでは、ほとんど高過ぎるという意見だと思うんです。この利

用料金が妥当だという意見はほとんど出ていないんではないかなと。盛んに、理由

として、公共交通との競合といいますか、そういうことで、そういうところに打撃

にならないようにということが言われておりますが、これは、私はやり方は業者と
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話をしてやれば、もっと引き下げても、業者には、今も、例えば路線バスについて

は補助金出すとか、いろいろやっているわけですから、そこらのことをきちんとす

れば、料金引き下げてもやれるのではないかというふうに思いますが、そういう点

では、是非、できれば無料に、少なくともコミュニティバスと同じ料金でというの

が多くの市民の声だと思いますが、その点について、市長のお考えを伺いたいと思

います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えする前に、先ほどの八木議員のご質問を伺っていてもち

ょっと感じたんですけども、今度、タクシーを利用するものですから、どうも、ち

ょっと、タクシーという一般的なイメージがちょっと先行してしまって、ちょっと

制度について誤解を生じているのではないかというように思います。現在のコミュ

ニティバスのいろんなデメリットのところを改善して、より市民の皆さんに使いや

すくしていただいて、なおかつ、市の財政にも貢献するような新しい制度を考えよ

うということで、担当課も一生懸命考えた結果が、今、お示しをしているデマンド

方式です。これは、言い方ちょっと変えますと、「予約式小型乗合バス」という公共

交通機関だというふうな受けとめ方を是非お願いしたいなと思います。そうしない

と、ちょっと誤解が生じてしまっているんではないかなと思います。料金の件であ

りますけれども、これは、まさにタクシーを利用するわけですから、タクシー会社

等々のご理解とご協力も必要なわけです。それと、市の財政的な問題も含めて、料

金というのは決定をしていかなければいけないというふうに思います。一番最初、

説明をして回ったときには、ちょっと高い印象を受ける金額だったと思います。そ

の後、そういうご意見をいただきまして、現段階では、乗合をしていただく、乗合

をしていただくことで、環境にも優しい地域社会をつくっていこうということであ

りますから、乗合していただくことを是非お願いしたいわけです。複数で乗合をし

ていただければ、一般の方では３００円、６５歳以上の方では２００円というのが

今の案であります。それが高いか安いかという判断になりますけども、これは、い

ろんな考え方あろうかと思いますが、今、新しくつくり上げたこういうサービスに

対して、きちっと乗合をしていただければ３００円、あるいは２００円ということ

であれば、私は妥当なといいますか、料金ではないかなというように思います。そ

れとは別個に、議員のご指摘のように、無料化ということも選択肢としてはあると

思います。先ほどの国保会計の問題でも同じでありますけども、市からの税金も全

部投入するということも、選択肢としては、それはあります。しかし、やはり、市

は財政ということも考えなければいけませんし、より使いやすいサービスを構築し

ながら、なおかつ、コミュニティバスと比べたときに、やはり、財政上よくなると

いうところを狙って今つくり上げておりますので、そういう意味でひとつご理解い

ただきたいというように思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 



 

60 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 是非、市民が本当に喜んで乗っていただかなければ意味がな

いわけでありますので、本当に利用しやすいようなものになるように。また、これ

から委員会等でもいろいろ議論されていくと思いますので、是非よろしくお願いし

たいと思います。 

 三つ目の問題で、防災対策の見直しについて伺いたいと思います。 

 ３月１１日の東北大地震を経験して、防災計画の見直しが必要となっております

が、見直しの進行状況はどうなっているでしょうか。今年春に防災マップがつくら

れて、全世帯に配布されましたが、あれには津波対策等が入っていないということ

で、津波対策等も考慮すべきというふうに言われましたが、この見直しの中に、原

発の事故の災害、こういうものは考慮されて進められているでしょうか。 

 原子力安全委員会は、１１月に、直ちに避難を要する緊急防護措置区域を半径３

０キロに拡大して、半径５０キロを屋内退避や安定ヨウ素剤の服用などの対策をと

る放射性ヨウ素防護地域といたしました。 

 日本原子力発電所東海第２原発を抱える茨城県は、３０キロ圏内の人口が９４万

人。茨城県知事は「防災計画はとてもつくりようがない」というふうに述べていま

す。 

 敦賀原発で事故が起これば、福井市の一部も３０キロ圏に含まれるとのことです

が、県内だけでなく、県外も含めて数十万人が避難ということになると思います。

具体的に３０キロ県内の自治体と人口はどれだけになるでしょうか。また、現実的

に数十万人の避難は可能と考えられるでしょうか。 

 あわら市が放射能汚染を免れたとしても、避難民の受け入れ、ヨウ素剤の配布等

は必要になると思いますが、これらを踏まえた防災計画を作成することについてど

のように考えておられるか、また今後、原発をどうすべきか、市長の見解を伺いた

いと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 防災計画につきましては、年内に国が防災基本計画の見直しを行い、それを受け

て今年度末に県が地域防災計画の見直しを行うと聞いております。市といたしまし

ては、国・県の動向を踏まえて、計画の見直しを図ることとしております。 

 また、津波高や津波被害予想地域の見直しにつきましては、県がさきの９月補正

予算に津波対策検討事業費を計上し、現在、調査を行っているところであり、その

結果を踏まえて新たに津波ハザードマップを作成するとともに、防災計画にも反映

して参りたいと考えております。 

 次に、原発事故災害の対策ですが、１０月２０日に原子力安全委員会が、原発か

らの距離によって防災域を３区域に分ける新たな見直し案を明らかにしました。内

容は、原発事故に備えた防災対策の重点地域を原発から３０キロ圏内に拡大したも
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のですが、これを地図に当てはめますと、嶺南４市町に立地する原発から３０キロ

圏内に当たる自治体としては、本県内の１２自治体をはじめ、京都府、滋賀県、岐

阜県にかかる計２３自治体に及び、避難対象者は約１２５万人と見込まれます。こ

れらの避難については、広域的な連携が必要であり、一つの自治体だけで避難計画

を策定することは困難であります。 

 また、原発事故の際の避難民受け入れ等につきましては、現段階では具体的対応

策を持っておりませんが、拠点避難場所や公共施設を中心に可能な限り受け入れる

べきであると考えております。 

 このほか、原発から５０キロ圏内の予防措置区域からも本市は外れておりますが、

福島の事故の影響を踏まえれば、一律に距離だけで判断できるものではありません

ので、ヨウ素剤の配布等の対策につきまして、今後、県と協議して参ります。 

 なお、原発に対する私の見解ですが、６月議会定例会でも申し上げましたとおり、

一たん事故が起こった際の事故の重大さは十分に認識をいたしておりますが、エネ

ルギー需給の観点から現実論に立ち、現時点においては、脱原発を唱えるには時期

尚早であると考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 津波はあれですが、原発事故については、とてもあわら市独

自でどうこうということはもう不可能ではないかというふうに思います。そういう

ことを考えれば、市長は現段階では脱原発ということはまだ言えないというふうに

おっしゃいますが、自然エネルギー利用に政策の方向を変えれば、電力を十分原発

に頼らずに開発することは可能だというふうに言われております。日本は、そうい

う自然エネルギーの点では、世界で確か３番目ぐらいに入るいろんな太陽熱、地熱、

火力、風力、いろんなものがあるというふうに言われております。 

 ですから、そういう方向に切りかえるということが、本当に住民の安全を守ると

いう点では必要なことだと思います。国や県が何か方向性を示すまでは、あわら市

としてどうにも対応できないということになれば、その間に事故が起これば、本当

に大混乱になるというふうに思います。そういう点では、是非、原発に頼らない、

自然エネルギーの方向に政策を切りかえる、福井県としてそういう方向に切りかえ

るということを是非、県に対しても、国に対しても強く言っていただきたいなとい

うふうに思いますが。 

 それから、もう一つ、避難所の問題で、今回の東北の状況を見ますと、避難所で

いろんな病気、それからお年寄りの介護とか、そういう医療介護の問題というのは

非常に大きな問題になっております。あるところでは、学校の医務室というんです

か、子供のために保健婦さんがいる場所がそういう医院のかわりで機能を果たした

というような報道も見たことがありますが、本当に大量な多くの避難民が来て、特

に高齢者とか、子供とか、非常に環境が悪い中で暮らすということになれば、いろ

んな医療、介護上の問題が出てくると思いますが、こういうことについても今、こ
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の見直しの中で考えられているのかどうか伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ご指摘の避難所での医療だとか、介護の問題、今回の事故で大

変クローズアップされていると思います。 

 先だっても、あれは本荘地区での防災訓練のときに、議員の皆さん方もちょっと

体験をしていただいたと思いますけども、ダンボールを使った簡易なベッドの展示

がございました。あれもいろいろ聞いてみますと、実際、現場に当たっていた医師

の意見によりますと、特にお年寄りあたりが床に直接寝ていると、ほこりだとかご

みなどの影響もどうもあって、あるいは、もちろん温度の問題等もあって、病気に

なりがちであると。その点、こういう新しい簡易なベッドで数十センチ浮かすとい

うだけでも効果があるんだというふうなことを受けて、ああいうものをつくられた

そうです。そういうことを見ましても、確かに避難所での、特にお年寄りの病気、

介護の問題は大きいと思いますので、そういうことも含めて計画の見直しの中に反

映をさせていきたいというように思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 設備とか、そういう点も当然考えなければなりませんが、医

師とか、看護師、そういう人たちの配置、そういうことも考えないと、まず、今回

の福島なんかでは、医療機関は残っていても、そこに従事していた医療従事者も放

射能は危険やということで、避難してしまって、もうほとんど医者がいないという

状況などもありますので、設備をきちんとすると同時にそういう医療従事者、それ

から介護の従事者、そういうものをどう確保するかというようなことも、この計画

の中に入れていく必要があるのではないかなというふうに思っております。 

 是非、第１にはこういう事故が起こらないようにすることが第１でありまして、

そのためには脱原発という方向に行くべきだと思いますが、もちろんすぐ脱原発と

いうことになるわけではありませんので、その間にいつ事故が起こるかもしれない

ということで、防災には万全を期していただきたいということを申し上げて、質問

を終わりにします。 

 ありがとうございました。 

○議長（向山信博君） 暫時休憩します。再開は１３時とします。 

（午前 11時 53 分） 

                                      

○議長（向山信博君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時 00分） 

◇卯目ひろみ君 

○議長（向山信博君） 通告順に従い、１４番、卯目ひろみ君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） それでは、ただいまから三つの質問をさせていただきます。 

 まず一つは、健康長寿祭について、もう一つはエルディ跡の複合施設、仮称、生

涯学習館について、それから三つ目はデマンド交通についてです。 

 まず一つ目です。 

 二十歳を祝う成人式などと並んで、毎年秋に行われている長寿を祝う健康長寿祭

は、あわら市の大きなイベントの一つです。長年同じスタイルで来ているわけです

が、毎年ボランティアでお手伝いさせていただいていて、直接、肌で感じたことを

申し上げます。 

 今年も会場は広いのですが、狭い場所にずっと座っていること。膝が痛い、足が

痛い、腰が痛いので、長く座っていられないこと。こんな声をまた今年も聞きまし

た。今回、私は後ろの方にいて、様子を見せていただいていました。後ろの方では、

交通安全劇のステージの声がよく聞こえませんでした。せっかくの園児のステージ

も後ろの方では残念ながら、小さくてよく見えませんでした。声も小さくてとても

残念でした。おばあ様があわら市出身の演歌歌手のステージはよかったのですが、

少し長かったなという声も多かったようです。 

 ところで、私はこの長寿祭は、そろそろ進化してよいころに来ているのではない

かと思っている１人です。去年の９月議会でそのあり方について、一般質問をさせ

ていただきました。去年の質問では、あわら市にある温泉で地区ごとに長寿祭をし

てはどうかとの質問に対し、担当課からは現段階では、今の形がいいと思っている

が、いつまでもこの形がいいとは思っていない。そして、今のこの形が歓迎される

かどうかというのは、疑問に思っているので、今後、状況を見ながら取り組んでい

きたいとのお答えをいただきました。また、実施委員会、各種団体からのボランテ

ィアですが、その活動についての問いには、現在の実施委員会は長寿祭がこれまで

の形を継続してきた関係上、ただ、内容を説明する会であったが、今後、新しい形

を考える時期が来れば、いろんな案を協議していく場となるというお答えでした。

今回は、去年と同じ質問をさせていただきたいと思います。 

 一つ目、平成２２年度と２３年度の費用と内訳、また１人当たりの経費はどのぐ

らいかかっているでしょうか。 

 ２、同じく、その対象者数と出席者の割合はいかがでしょうか。 

 また、今年のアンケート内容とその集計、また書かれてあるご意見はどんなもの

があったでしょうか。 

 ３、担当課が考える現状分析と今後のあり方、または考え方はいかがですか。 

 これらについて、お答えください。 

 トリムパークではなく、あわら市内の地元の温泉で食事をして、おふろにつかり、

日中をのんびりと過ごしていただくのも、一つの方法だと提案をさせていただきま

した。その後、そういったことについての検討は何かなされたでしょうか。もし、

されているのなら、その経緯をお聞かせください。なければ、これからについて、
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検討をする場を立ち上げる気はありませんか。お伺いします。 

 また、もしも、前回のように変えられないと言うのなら、それはそれとして、何

かもう少し方法はないものでしょうか。少しでも多くの方に出席していただく、そ

ういうための工夫を考えなければなりません。今年の長寿祭で感じたことは、笑い

が少なかったなという印象でした。お昼の時間に演歌ショーがありましたが、それ

を例えば、若い力をかりて、先日、生涯学習大会で招いた日本一になったという元

気いっぱいのバトントワリングチームですとか、警察音楽隊、チアリーダーチーム

など、元気をもらえるステージ、だれでもが楽しめるものまねパフォーマンス、マ

ジックショー、演劇など、工夫次第ではいろいろあると思います。しかし、スタイ

ルを変えようとすれば、それにかかわるすべてが変わるので、そのご苦労は並大抵

ではないのもよくわかります。 

 長寿祭の目的は、ここに来て１日楽しかったよ。元気が出たよ。また来年も頼む

ね。参加してくださった方々にこんな思いを持っていただき、多くの方にその恩恵

を受けていただき、高齢の方々が１年間元気で暮らして、顔を合わせる場所づくり

が長寿祭の目的ではないのかと、私は考えております。いわゆる高齢者福祉向上の

対策について、市長の基本的な考え方をお聞かせください。 

 一つ目の質問です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 卯目議員のご質問にお答えいたします。 

 健康長寿祭は、高齢者に対し敬愛の意を表するとともに、長寿をお祝いする目的

で毎年１０月に開催をいたしております。 

 まず、参加実績については、平成２２年度では、対象者４,６４５人のうち１,３

１６人の参加をいただき参加率は２８.３％、平成２３年度では、対象者４,５９４

人のうち１,３０５人の参加をいただき参加率は２８.４％でした。 

 また、開催費用と参加者１人当たりの経費につきましては、平成２２年度が７６

４万７,７８３円で、１人当たりの経費は５,８１１円、平成２３年度については７

７５万７,９８０円で、１人当たりの経費は５,９４５円でした。 

 次に、健康長寿祭の現状分析についてですが、参加率については、同じような形

態で開催している近隣市と比較しても高く、イベント参加率としては決して低くな

いものであると考えております。 

 また、今年の健康長寿祭では、参加者に医療に関するアンケートを実施いたしま

した。 

 その結果から、参加者の４３％が７０代、５３％が８０代となるなど、７０代の

参加者が想定より大変多く、今後の長寿祭のイベントの企画に当たり、十分考慮す

る必要があると考えております。 

 現在の健康長寿祭のスタイルは、これまでの試行錯誤を経て確立したものですが、

今後の実施に当たっては、これまでのアンケート調査や各種統計調査の結果などを
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もとに、検討委員会の立ち上げも視野に入れながら引き続き検討を続けて参りたい

と考えております。 

 最後に、より多くの高齢者が参加してもらえるよう温泉と健康長寿祭を組み合わ

せてはどうかという再度のご質問でありますが、これにつきましても対象者のニー

ズや安全確保、会場や送迎方法などを総合的に勘案した上で判断して参りたいと考

えております。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 今のお答えですと、大体１人当たりの費用が約６,０００円弱

かかっているわけですね。その内容としましては、お弁当ですと、それからあと施

設費というんですか、座布団ですとか、机ですとか、いろんな、そういうものにか

かっていると思うんですね。一般的に言えば、どこの市もこういうやり方でやって

いると思うんですね。一カ所に来ていただいて、一つのことを多くの人に見ていた

だくというのはよくわかるんです。わかるんですけど、現実に、高齢者といいます

と、私たちが見ている限り、確かに、足が痛い、それから膝が痛いから座れない、

そういう方はいらっしゃるんです。もし、例えばですが、私は言いましたように、

例えば温泉へ地区ごとにはなると思いますが、そういうふうに、もしそういうこと

をすることができるとすれば、もう少したくさんの人が来ていただけるかもしれな

い。それは、まだやってないから何とも言えないんですけど。そういうなぜ私が温

泉とそれを組み合わせたらいいかといいますと、あわらには温泉があるわけですね。

どっか違うところに温泉に行くわけではなくて、地元にその温泉があるわけです。

受け入れ態勢がどうかということも大変な大きな問題だと思いますが、そういうこ

とについて、例えば、探ったことがあるのか、そういうふうに旅館組合なら旅館組

合に、一度協議したことがあるか、そういうことについてはいかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 温泉の活用ということでございますが、ちょっと今、

直接、旅館関係と話したかどうかは、ちょっと私は承知しておりません。ただ、こ

れ検討する段階で、もちろん経費の問題もございますが、安全確保の問題等も一つ

あって、なかなかちょっと今の時点では、ちょっとまだ踏み込めないというふうな

ことを聞いております。 

 今後、そういう要望等もあるようでございましたら、もう少し真剣に考えていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） それから、今の現状のままでいった場合の出し物といいます

か、そういうものについては、ずっとここ何年か歌とかで来ていると思うんですけ

ど、そういうものを、もっと元気をもらえるような、これまでに何回か福商のジェ
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ッツというんですか、チアリーダー、そこのを見せていただいたり、それからこの

間は小松市のバトントアリングチーム見せていただきました。そういうふうに、見

ていれば、小さい子供さんからお年寄りの方まで楽しめる、本当に元気がもらえる、

そういうことってあると思うんです。だから、一つのことにこだわらずに、もっと

広い目で見るといいのではないかなと思うんですが、例えば、それを言いますと、

高校生とかは、土日しかお休みじゃないので、平日やっているので、土日じゃない

から無理だ。もしか言われるかもしれません。逆に、こちらの催しを土日にしては

いけないのか。そういう考えはいかがでしょうか。まず、その前に今みたいなそう

いう若い力をおかりするとか、元気をもらうとか、そういうことについてはいかが

でしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 今回、議員さんの方からいろんなご提案をいただいて

おります。今回の調査によりましても、想定外と申しますか、比較的７５歳以上の

対象でございますが、結構７５歳前半ぐらいの方がたくさんお見えになっていると。

これはちょっと想定外でございまして、比較的若い人も参加いただいているという

ことでございます。そういうことも踏まえて、もう少し７０代の方、あるいは８０

代、９０代の方もおいでになりますので、そういう年齢層もいろいろ考慮しながら、

また議員さんご提案いただきましたいろんなイベント等も十分検討しながら、考え

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部長、徳丸敏郎君。 

○市民福祉部長（徳丸敏郎君） 土日開催も含めて、検討させていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） この健康長寿祭のことにつきましては、私だけでなく、その

後に坪田議員も確か質問なさっていたと思います。別にこだわるわけではないんで

すが、広い目で見ていただいて、本当にこれでよいのか、よければ続けていけばい

いと思いますが、一度、再考を考えていただきたいなと思っております。 

 ２番目に行きます。次の質問に入ります。 

 エルディ跡の複合施設、これ、仮称、生涯学習館というそうですが、１階には図

書館、２階には埋蔵文化センターが入り、２階の一部には本陣飾りの展示をする。

１階図書館にはキッズコーナーがあり、広いロビーもとってある。ざっとこのよう

なお話だったと思います。 

 質問ですが、本陣飾りというのは、誰のためといいますか、どういうことを想定

して、ここに展示をお考えなのでしょうか。本陣飾りに注目してお話ししたいと思

うんですが、本陣飾りを例えば、観光ととらえたとき、そういうときは、２階より

１階におろした方が、断然お客さんは見るチャンスというか、そういうのはあると
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思います。２階に行けばいいと言いますが、やはり、２階よりは１階の方がいいの

ではないかと思います。それから、１階の部分に市民がちょっとした会合とか、会

議をしたり、それから、近所のお年寄りが集まってちょっとおしゃべりをしたり、

また学生が何か会合したり、おしゃべりをしたりとかいった、多目的に使えるよう

な図書館とは区別されたコーナーみたいなのが是非あるといい。ちょうどそれは、

セントピアあわらの２階のスペースのミニ版のようなもの、そういった場所がある

といい。私の周りの数人の知人から、こんな意見が出ました。でも、これらは、今、

私がここでこう言わなければ、あて先のない意見になってしまいます。委員会では、

区長さんや地元の方にお話ししてありますということをお聞きしていますが、多分

こういう意見は区長さんまでは届いてないではないかなと思います。なぜなら、ご

く一般の人は区長さんからそういうお話を聞く機会がないからです。口をそろえて

そういう方から言われるのは、例えば、何かそういうことを意見を言いたい、話し

たいと思っても、窓口がわからない、どこへ行けばいいのかわからない、どこでそ

ういう発言をしたらいいのかわからないっていうことが、よく私の耳に入ってきま

す。それは確かにたくさんの意見ではないかもしれません。また、こういった事業

の設計図がありましても、その図面を机の上に置きながら、町の人たちと行政の人

たちが一緒になって、話し合って、いろいろ決めていくというのは、そういうのも

余りこれまでにはなかったと思います。そういうことをしていますと、そのキャッ

チボールにすごく時間がかかりますし、長くかけられないという現状もあるかもし

れません。また、設計者に委託をしてしまうとなれば、なかなかそこまで意見が届

くことはないかと思います。この施設は、リフォームとはいえ、まちの人たちにも

非常に期待されている場所でもあると思うので、やっぱり市民の注目度も高いのだ

と思います。このように、いろんな事業をこれに限らずですが、いろんな事業を行

う上で、一般市民の方の意見を聞き、それがその中に取り込んでいけるような、市

民と行政がかかわれる窓口、設ける、そのシステムづくりといいますか、そういう

ものが私は必要ではないかなと考えるのですが、全体的に基本的な市長の考え方を

お聞かせください。 

 また、話は変わりますが、本陣飾りは金津祭りの花形です。長く根づいた伝統が

受け継がれて、地元のつながりが最も発揮された結晶だと思います。お祭りが済ん

だ後も、市内の何カ所かに飾られているのを見ると、本当にアイデアいっぱいのど

れもすばらしいもので、改めて町の宝だと思います。複合施設に飾ることで、もし

これが観光につながるのなら、これは大変に喜ばしいことではないかと思います。

そして、駅前から歩いて１０分ぐらいのところにある金津神社、ここには１５体も

の神様が祭られていると言われています。これは金津祭りの守り神なのですが、そ

ういうところも一緒に観光客に楽しんでいただける場所にもまたなり得るところで

す。１階にするのか、２階にするのか、ここのところは悩ましい問題だと思います

し、よくよく考えていただきたいなと思っております。 

 ＪＲの温泉駅を出て、仮称ですが、にぎわい広場の横を通って、小さな橋を越え
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て、西へと続くこの道は、金津小学校までの１本道です。途中には坂もあって、雰

囲気のある道が続いています。そういった中で、この複合施設はその途中にありま

す。金津神社に隣接していて、ちょこっと歩くには最適なところかとも思います。

ＪＲの芦原温泉駅におり立った観光客がちょっと行ける場所、そういうところの一

つにもなり得ますので、こういうことを例えば、観光ととらえたとき、そういった

ときのまちづくりの基本的な考え方をお聞かせください。 

 二つ目です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

 旧金津ショッピングセンターエルディにつきましては、仮称ではありますが、生

涯学習館として整備をして参ります。 

 １階には図書館、２階には文化財の展示施設として、基本設計に着手したところ

であります。 

 施設の内容、レイアウトにつきましては、今ほど申し上げました基本設計を進め

ていく中で、議会や区長会にご説明するとともに、協議して参りたいと考えており

ます。 

 ただいまは、図書館とは別に、高齢者や学生が集えるスペースを設けてはどうか

とのご意見をいただきました。ご案内のとおり、この建物につきましては、３階を

市民文化研修センターとして、現在広く市民の皆様にご利用いただいておりますが、

整備後においても、同様の利用形態を引き継ぐ予定ですので、このセンターに、ご

提案いただいた機能を兼ね備えることができるのではないかと考えております。 

 ただ、今ほど申し上げましたことは、あくまで現時点での考え方でありますので、

今後、基本設計を進めていく中でしっかりと議員の皆様と協議して参りますので、

ご理解いただきますようお願いいたします。 

 ２点目の本陣飾り物の展示につきましては、これから区長会などと協議しながら、

複数の本陣飾りを展示し、広く市民の皆様、ひいては観光客の方にもご覧いただけ

る、また、後世に素晴らしい伝統を受け継いでいけるよう整備して参ります。 

 ところで、ＪＲ芦原温泉駅前から生涯学習館まで、また、生涯学習館からさらに

西へ参りますと、坂の下宿場口跡まで神社や寺院、文化財等が点在しております。

こうした史跡を生かしながら、人がにぎわう何らかの仕掛けを今後検討して参りた

いと考えております。ご提案いただいた駅前にぎわい広場から生涯学習館まで、点

と点を結ぶ仕掛けも必要だと考えているところです。 

 平成２６年度には、北陸新幹線も金沢まで開業されますが、そういった意味でも

福井県の北の玄関口としてふさわしい駅前、にぎわいのある駅前、生涯学習館まで

歩きたくなるようなまちづくりを検討して参りますので、ご理解をいただきますよ

うお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 今のお話ですと、やはり道といいますか、もともとこのまち

ができてきた途中にその道というのがあると思うのですが、やはり、昔からその道

を使って暮らしてきた人々、そういう人たちがそこに暮らして生きてきたという、

そういうことにスポットを当てるというのは、大変にいいことだと思いますし、是

非それを進めていただきたいなと思っております。 

 図書館と、例えば今の２階にある文化財の施設ですが、そういうことが１階と２

階という、たった１階と２階ということだけなんですが、やっぱりそこには大きな

隔たりというものがあって、どんなところでも、２階ではなかなか、２階につくら

れているところにはなかなか行かない、やっぱり１階の方に主に行くという、そう

いうのがあると思うんですが、それをつなげる意味でも、２階の方には、ただ、昔、

古代に出てきたそういうものだけを置くというのではなくて、今まで、これまでの

金津、また芦原、そういうところの歴史とか、そういうものを１階の図書室と２階

の文化センターでつないで、２階、１階を行ったり来たりできるような、そういう

つくり方というのが、やはり望ましいのではないかなという気はいたします。 

 子供たちがやはり、自分たちのルーツといいますか、それは大人も含めてですが、

楽しみながら学べる、そういう施設になってもらえたらいいなというのは思ってお

ります。 

 それから、三つ目の質問のデマンド交通施策についてですが、たまたま先日、テ

レビを見ていましたら、三重県の玉木町というところが、東京大学が開発したオン

デマンド交通システムというのを利用していると。それが、たまたまそのときは無

料だということを言っていました。ちょっと興味がありまして、ホームページを開

いてみました。そうしましたら、そこに書かれてあったことは、「現在、コミュニテ

ィバスを導入している自治体の９９.９％が赤字運営となっている。この現状から利

用者の利便性を高めて、運行に係るコストを低くすることができるというシステム

を開発中である」というのを見つけました。ただ、無料というのは、ただいま何か

実験中らしいです。それで、無料ということでした。これが本格的にいくようにな

りますと、有料になるということです。この今までとは全く違うデマンド方式、こ

れはオンデマンドですね、方式なんですが、こういうことを調査研究して、取り入

れるつもりはないか、そのことについて、お聞きしたいと思います。今、福井県で

は高浜町がそれを取り入れているということです。それは、県との共同開発という

ことを聞いております。私も詳しいことはわからないので、これからのことだと思

うんですが、そういうことについて、お尋ねしたいと思います。 

 お答えください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市民福祉部理事、岡崎新右ヱ門君。 

○市民福祉部理事（岡崎新右ヱ門君） お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、東京大学が開発したオンデマンド交通システムについては、
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IＴ技術を活用した新しい運行管理システムとして、先進自治体において導入が進め

られております。 

 一番のメリットとしては、複数の自治体でのサーバー共有によるシステム導入費

用やランニングコストが大幅に削減されることが挙げられております。 

 しかしながら、基本的なシステム内容については、既存のタクシー事業者の予約

運行管理システムに準じたものと考えられ、一部自治体においては、利用を取りや

めたケースもあると聞いております。 

 あわら市においては、現在、利用者の利便性や乗合率の向上を図るため、共同予

約・配車センターを設置することを考えておりますが、できる限り初期投資を抑え、

既存のタクシー事業者の予約システムやノウハウを活用する方法を検討しておりま

す。 

 議員ご提案の新システム導入については、実施後の利用者数や広域的な動向等も

見きわめながら、今後とも慎重に検討を重ねていきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 先ほどからデマンド交通については、何人かの方が質問され

ておりましたし、中身については、それである程度理解はしております。ただ、こ

ういうシステムがあって、料金よりも経費、そういうのが何か安くなるということ

だったので、この市にとって、研究する必要があるのではないかなと思いました。

それで提案させていただきました。 

 これで質問を終わります。ありがとうございます。 

                                      

◇牧田孝男君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、１３番、牧田孝男君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） １３番、牧田、通告順に従って、一般質問をさせていただきま

す。 

 通告のタイトルはエルディの２階利活用、埋蔵文化センターのことなんですけれ

ども、たまたま前の質問者、卯目議員の中で、ちょっとやりとりがあったので、ダ

ブってしまうかなと思いつつも思っていることの質問を再度させていただきたいと

いうふうに思います。 

 あわら市は、エルディを今年買ったわけですけれども、その利活用に関して、１

階を図書館にする、それから２階を埋蔵文化センターにするということを決めて発

表しております。あわら市に住む者として、この２階を埋蔵文化センターにするこ

とによって、このあわら市内のいろんな場所から発掘されたもの、あるいは、歴史

的に価値のあるものが展示され、そして、我々が市の歴史を我々自身の目で見るこ
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とができるようになるということは、我々、これは子供たちを含めた我々あわら市

民ということですが、このまちに対する愛着を一層深めるだろうという、そういう

意味において、大変にいいことだというふうに思っております。 

 何回か前の議会の一般質問でも言ったような気がしますが、私自身、今までに視

察研修のために訪れた市町村で、印象に残っているところというのは、大抵、埋文、

あるいは歴史コーナーというものを持っているところだったという印象があります。

あるいは、ここ数年、私は、市内の隠れた歴史的魅力をいろいろ教わる機会が多か

ったわけですけども、教わるにつれて、その公開や展示の必要性というのをひしひ

しと感じております。その意味で、この埋蔵文化センター、仮称、生涯学習館とい

うふうに、今のところ言うているらしいですけども、これはまちの歴史文化の発信

源にするという、そういう意気込みでつくっていってほしいと思っているわけであ

ります。先月、１１月ですけれども、先月１１月に総務文教常任委員会が視察に行

ったところ、倉敷市と、それから朝来市、委員会がこの二つの埋蔵文化センターに

行って、そこで、幾つかの魅力的なしかけがしてあったというふうに、私は聞いて

おります。 

 そして、この埋文、あるいは１階の図書館も含めてなんですけども、その素案と

いうのが出てきたのが９月議会だったと思います。その素案の中で、埋蔵文化財の

展示には、空気調整などのメンテナンスにそのランニングコストに大変費用がかか

るというような説明があったんだけれども、いろんなところで聞いてみると、空気

調整が必要なのは、絵画や書のたぐいで、土器などの展示などに空調は必要ないと

いう意見があったとも聞いております。いろんな意見が今あるわけですけれども、

どういう箱物にするかということ。これについて、先ほど市長も、今、基本計画を

やっている最中だというような話をしておりましたが、学識経験者なども含めてい

ろいろ相談しながら計画案を進行させていることと思いますが、とにかく、埋蔵文

化センターというのは、心がいやされる空間になるということがとっても大切であ

るというふうに思っております。 

 今の時点で、市がハード面、それからソフト面、ソフト面というのは人材育成と

いうことなんですけども、そういう面でどういうふうな構想を抱いているのかを説

明していただきたいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 牧田議員のご質問にお答えいたします。 

 旧金津ショッピングセンターエルディの利活用につきましては、卯目議員のご質

問に対しまして市長からご答弁申し上げましたとおり、生涯学習館として整備をし

ていく予定であり、１階には図書館、２階には文化財の展示施設を配置することで、

基本設計に着手をいたしたところでございます。 

 ご質問の文化財の展示方法でございますが、面積としては、約５００平方メート
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ルほどのスペースがございますので、展示部門では、重要文化財級の特別展示のほ

か、一般展示、収蔵展示及びロビー展示とし、テーマ性を加味した内容を考えてお

ります。 

 あわせまして、体験コーナーとして、勾玉づくりや火起こしなどの体験ができる

スペースを取り入れることなども検討いたしているところでございます。 

 展示構想につきましては、「飾る」、「つくる」、「暮らす」などのテーマ展示に加え

まして、原始、古代、中世、近世の通史展示を考えているところでございます。 

 また、スポット的な展示といたしましては、金津祭りの本陣飾り物や越前瓦のほ

か、たたらなどの製鉄や須恵器窯の生産遺跡の展示をも考えているところでござい

ます。 

 今ほど申し上げましたのは、あくまでも現時点での考え方でございます。今後、

基本設計を進めていく中で、何をどのくらい展示していくかにつきましては、協議

しながら検討して参りたいと考えております。 

 なお、現在保有する文化財のすべてを展示することが最善ではなく、その時々に

文化財を入れかえて展示する手法もあると考えております。 

 また、動きのある展示や見て興味がわくような展示、昔の暮らしが想像できるよ

うな展示なども含め、今後は、専門家の意見を聞きながら整備して参りたいと考え

ているところでございます。 

 これまで、常任委員会や全員協議会でも申し上げて参りましたが、基本設計を進

める中で、議会や区長会等に報告、説明をさせていただきながら、ご意見をお伺い

する予定でございますので、ご指導賜りますようよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 今、教育部長の方から概略の説明をいただきました。 

 初めに、本陣飾りの話も出てきましたが、僕が何年前か地区の本陣飾りをしてい

たところに、五、六人の集団が来たんです。一生懸命飾り物をつくっているところ

へ集団で来て、じっと見ているんです。その人らは「ここで何をつくっているんで

すか」ということを聞くもんで、これはこれこれこういうものをつくってるんやと

いう、そういう答えをして、なおかつ、「どこから来なさったんや」と聞いたら、「岐

阜県から来た」ということ、そういう答えが返ってきました。つまり、岐阜の方で

も旧金津町の祭りの本陣飾りというのが、うわさになっているようなところがある

ということで、確かに、先ほど卯目議員が言ったように、この金津祭りの中での本

陣飾りの占める位置というのは、高いものであって、是非ともそういう形で展示し

ていただきたいと思います。ただ、１階がいいか、２階がいいかということについ

ては、僕にはよくわかりませんが、そういう部分も入れ込んでいきたいなというふ

うに思っております。 

 それから、この本陣飾りのことは別として、今、設計者の方に外部委託してやっ

ているということなんですけれども、テーマ性を加味している。それから、瓦館と
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か、その辺のものを展示する。そして、文化財を固定的にとらえるんではなくて、

時々変えるという、そういうことを今話してました。 

 お聞きしたいことの一つは、そういう意見というのも、確かにそれはそれでいい

わけですけれども、インターネットなんかで繰ってみると、こういう埋文センター

のやり方というのが、一般的にそういうものが多いということもあると思います。

先ほども申しましたように、この生涯学習館、埋文センターをこのあわら市の歴史

的文化の発信源とするということは、あわら市の固有のもの、あわら市独特のもの、

その独自性を十分に発揮していただきたいなというふうに思うわけですけれども、

例えば、先ほど、首飾りを製作体験するということかな、何かそういうような話が

ありましたが、今の埋文センターというのは、いろんな土地を開発する。開発すれ

ばそこから、例えば土器なんかが発掘される。そして、埋文センターでは、その土

器を修復することに時間が追われていて、それに追われ過ぎて、その次の段階にな

かなか進めないというような話も聞いたことがあります。 

 だから、例えば、その共通体験、郷土体験をするということは、そういうところ

に閉じ込めるということよりも、展示場というか、広場というか、そういうところ

に出してきて、市民の人に来てもらってつくってもらう。あるいは、労働としてつ

くってもらうんじゃなくて、そういうことを体験することによって、喜びを感じて

もらう。つまり、自分の体で、このあわら市にはこういうものを出している時代が

あったんだとかいうことを頭じゃなくて、体で理解してもらうという、そういうこ

とがとても大切なんじゃないかなと思う。そして、そういう体験というものが、特

に、子供たちがそういうことを体験することは、将来、このあわら市を出ていって

も、またこのあわら市を思い出すときに、一つの大きな、思い出すときの起爆剤に

なるんではないかなというような気がします。 

 それから、この歴史を振り返る、歴史を思い出すということは、実は時間的な流

れだけではなくて、空間的な広がりというものも必要だと思うのです。言いたいこ

とは、例えば、何かいろんなものが出土された場合に、その出土品自体とそれから

その出土品というのが、いつの時代にこのあわら市のどこで発見されたものか、発

掘されたものかということを両面から知ることができるようなもの。つまり、年表

的な歴史の流れと、そして、地理的なものというかな。例えば、古代のあわら市は

こんなんやったんやとか、こういうような地形をしていたんやとか、そして、中世

にはこうなってきた、そして、ここに置いてあるこれはここで発掘されたものやと

かいうものを展示できるような、そういうような形に是非ともしてほしいと思うわ

けです。けれども、先ほど僕があわら市独特のもの、固有のもの、そういうものを

出してほしいというふうに申し上げたわけですけれども、辻部長は、今、例えば、

今までに発掘されたものを展示すると言う場合に念頭に置いているものとして、例

えばどういうものがあるのでしょうか。例えば何時代の何とか、そういうことをも

う少し細かく説明していただきたいなというふうに思います。 

 ２回目の質問を終わります。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 今ほど議員の方では、どういったものを展示していくのか

といったご質問かと思います。例えばでございますが、あわら市における縄文時代

のものにつきましては、貝塚関係が特に多うございます。大鳥居神社の方にも貝塚

ございますし、また、あわらの方では、井江葭の方にも貝塚ございますし、舟津の

方にも貝塚関係があります。そうした、貝塚関係とか、石器、土器などが縄文式の、

縄文時代では言えるかと思いますし、また、弥生時代から古墳時代につきましては、

古墳関係は大変多うございますので、そこから出土しました土器とか出土品を、ま

た、古代から中世にかけましては、荘園や信仰関係、たたら関係、また、中世から

近世にかけましては、溝江館跡からの出土品とか、宿場町であったこと、また北陸

街道など、多数の歴史的なものがありますので、ジオラマとか、古い地図が展示で

きると思っております。また、展示だけでなく、展示にかかわるようなフォーラム

とかシンポジウムなども３階のところを使いながら開催などもできると思いますし、

そうしたところには、出土品であれば、当然どこから出土したものとか、どこから

出たというようなこともお示しできるかと思っております。 

 それから、出土品をそれぞれ組み合わせる、そうしたことも体験メニューにでき

ないかというようなことでございましたが、出土品の出たものにつきましては、一

応、研究対象になるものが多々あるかと思いますが、そうしたものと、また、たく

さんの中からそうしたものということで、また区別しながら、体験メニューに加え

ていくことも大切かなと思いますので、そうしたことにつきましては検討させてい

ただきたいと存じます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） 今の、辻部長のお答えの中で、初めに貝塚の話が出てきました

けれども、金津小学校の横にあるので、昔からなじみの深いところです。僕は、何

年前やったか、自分が金津小学校の方のＰＴＡの会長をやっていたときに、当時の

校長の方から、そこの貝塚を県の文化財というのかな、そういうのに指定する申請

書を出している最中やというようなことを聞いていたんですけれども、それは結果

的に指定されなかったらしいです。だけれども、今、森林センターの方に、今は置

いてあるのかどうかわからないけれども、前にそのレプリカみたいなものはつくら

れて置いていたのを覚えております。 

 だから、再度そういうものが、また文化財の指定を受けることができないかどう

かということも含めて、あるいは、そういうようなレプリカをそういうところに置

いておくのではなくて、やっぱり、こういうところに、市民の目に見えるようなと

ころに引き出していくということがとても大切じゃないかなと思っています。 

 それと、あと、そういう出土品が何であるかどうかということも大事なんですけ

れども、説明者というのかな、その辺、つまり、ソフト面でそういうものが必要じ



 

75 

ゃないかと、そういうふうに思うのは、おとといの土曜日に坂井市丸岡町の高椋公

民館というところへ行ったんです。それは、なぜかというと、そこで講演会が開か

れてました。その講演会のタイトルというのが、丸岡町で律令時代に出土された木

簡についてという講演会を聞いたわけです。そのとき、講演者が非常に大きなＯＨ

Ｐというんかな、そういうもので指し示しながら、ここでこういうものがとれたと

か、木簡の断片なんかをデジタルカメラで撮ったやつなんかをずっと説明していて、

僕はその話を聞きながら、こういうふうにして、古代の人の生活とか、あるいは、

何か物語みたいなのがつくられていくし、あるいは、それがその地域の売りになっ

ていくんだなというようなことを感じたわけですけれども、ただ単に物を置いてお

くことだけではなくて、それをその流れを説明できるような、そういう人材を育成

していく、あるいは、その会場に張りつけるとかいうことも含めて、そういうこと

が大切なのではないかなということを思ったわけです。 

 そして、これが一番、僕、肝要だと思うんですけれども、初めにも心が安らぐと

いう言葉を出しましたけれども、やっぱり夢を持たせるというのか、この前、総務

文教委員会が行った、倉敷やったかな、そこは子供未来何とかといういろんな施設

やったという話も聞いていますけども、要は、子供たちがそこに行って、そういう

ものを見て、自分の夢を感じることができるような、そういう施設に是非ともして

ほしいというふうに思いますが、最後に、子供たちのことについての、そういう思

いに対して、どうでしょうか。もう一言、お願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 牧田議員のおっしゃること、多々わかりますし、共感する

部分も多々あるわけでございます。あわら市には、これまで地震とか、大火などで、

結構多くのものが焼失した部分もございますけども、各地から出土しています先人

の生活道具とか、旧家に保存されている数々の古文書とか、宗教関係の文化財など

もかなり、資料に恵まれておりまして、これが、今まではなかなか展示をするよう

なことも少なかったわけでございますが、今後は、こうした生涯学習館におきまし

て、展示されるということでございますので、その発掘に携わっておられます文化

財保護委員の方とか、また歴史に興味を持っている方々もたくさんおられるわけで

ございますので、そうした方々が、そうした展示の説明に当たったり、子供さんが

とか、来られた場合には、当番でそういったことに当たられたりしまして、ただ展

示をするだけでなく、そうしたことも必要な部分かと思っております。まさに、ふ

るさとを愛することはふるさとを知ることから始まるというほどに思うわけでござ

いまして、昔の言葉に温故知新というような言葉もございますが、古きをたずねる

のは新しさを知るためでございます。これらの展示を見ていただき、郷土に関する

目を新たにされるとともに、よりよいまちづくりのためのよりどころとして、ご利

用していただくような施設になればなというふうに考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １３番、牧田孝男君。 

○13 番（牧田孝男君） はい、ありがとうございました。今、基本計画、それから実施

計画、そして施工と進んでいくんだろうと思います。特例債の期限もありますから、

時間が十分にあるというものではないにしても、決まっていく過程をできるだけオ

ープンにして、そして、市民に、あるいは我々議員に過不足なく伝えていき、そし

て、いろんな忌憚のない意見を受けとめながら前進してほしいというふうに思って

おります。繰り返しになりますが、こういう施設というのが多分あわら市では初め

てじゃないかと思うので、慎重に審議をしながら、なおかつ、このあわら市という

独自性をちゃんと打ち出すような施設ができることを期待して、私の一般質問を終

わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

                                      

◇北島 登君 

○議長（向山信博君） 続きまして、通告順に従い、９番、北島 登君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 通告順に従いまして、９番、真政会、北島 登の一般質問を行

います。 

 学校給食を、現在の金津地区の自校方式からセンター方式へ変更する説明会が開

催されたときのことです。 

 ご父兄の方々が「もうセンターになるって決まっている」、「何言っても聞いても

らえんのやろ」と言われていたのが印象的でございます。ご父兄の声にならない声

を拾っていただきたく、幾度となく、市に対してアンケートを実施すべきと述べて

参りました。アンケートは実施されぬまま、給食センター建設予定地購入予算が１

１月２日、本会議で議案化されました。私は思い出の多い自校方式給食は、食育の

みならず、教育効果は絶大と、反対討論、採決に挑みましたが、力及ばず可決、何

に重きを置くかでの採決結果だと思います。１４対３、給食の教育的見地が財政的

見地に敗れたと感じた瞬間でした。議会の総意に従うのが当然ですが、次世代のあ

わら市を担う子供たちのための教育に、旧芦原地区を含め、あわら市全体での自校

方式という、給食の形を残してあげたいと、今も思っているところです。 

 では、質問に入らせていただきます。給食のあり方、給食センター化についてで

す。新センターの整備計画では、３,０００食を賄うことにより、冷凍食品や加工食

品の割合が増えてしまうように思えてなりません。現在の冷凍食品や、加工食品の

割合と、今後の減らしていく目標について、お伺いしたいと思います。 

 次に、新センターが完成しても、一部の地域の学校に関しては、完全給食を行っ

ているということもあり、設備が使える間は、自校方式のまま維持することができ



 

77 

るとの決定のようですが、その決定の基準はどのようなものであったのかお伺いし

たいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 北島議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、学校給食における冷凍食品につきましては、自校式の学校におきましても

給食センターにおきましても、コロッケやフライなどに加工された冷凍食品を使用

しております。１１月分の主食及び牛乳以外の冷凍食材の割合を調査いたしました

ところ、給食センターでは、給食を実施いたしました１９日間で、２８２食材のう

ち２７品が冷凍食材を使用しており、約９.５％の使用率となっております。また、

自校式の金津小学校におきまして、給食を実施いたしました２０日間で調査をいた

しましたところ、３０１食材のうち３２品目が冷凍食材を使用しており、約１０.

６％の使用率となっております。給食センターへ移行した場合、「食数が増えること

により、冷凍食品の使用割合も増えてくるのではないか」とのご指摘でございます

が、現在、給食センター及び自校式の各学校では、焼き物機はございません。また、

蒸し器を保有しているのは金津中学校のみとなっていることから、市内の学校給食

のメニューは、揚げ物及び煮物が中心となっております。 

 しかしながら、新たに建設する給食センターにおきましては、学校給食衛生管理

基準に基づき、衛生的に手づくりができるスペースを設けるとともに、蒸し物や焼

き物が可能な調理器具を導入する計画でございます。この結果、メニュー数も格段

に増え、あわせて、冷凍食品の使用割合も減ってくることになると考えております。

いずれにいたしましても、給食センター整備に当たりましては、学校給食衛生管理

基準に基づき、できる限り手づくりで、安全な美味しい給食が提供できるように計

画を進めて参りたいと考えております。 

 次に、自校式の継続についてのご質問でございますが、総務文教常任委員会協議

会の中で、「現在、完全給食が行われ、自校式の継続を希望する場合は、どのような

対応をするのか」とのご質問がございましたが、ＰＴＡと協議の上、検討いたしま

すが、現段階では、全校が給食センターへ移行する計画で進めさせていただきます、

という答弁をさせていただいております。したがいまして、自校式の継続はまだ決

定しているものではございませんし、その基準を設けているわけでもございません。

いずれにいたしましても、仮に完全給食が実施されている学校におきまして、自校

式給食の継続希望があれば、設備老朽化の進行状況や、施設が学校給食衛生管理基

準に適合していないことを十分に説明した上で、給食センターへの移行に向けて協

議して参りたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 今ほど、焼き物の機械もあるのになと思っていたところ、新し
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い施設ではそれを導入するということを聞きましたんで、また、焼き魚とかそうい

った、今までできなかったこともできるようになってくるのかなというふうに感じ

ました。 

 それでは、次の質問をさせていただきます。 

 学校給食といいますと、「生きた教材」と言われております。生きた教材を活用す

ることができて、食育の推進委員の観点から、学校栄養職員、調理員が子供たちと

直接話をし、現場、生の声を聞くことが重要と考えます。また、子供たちとの触れ

合いは、調理員のより一層の調理意欲の高揚へとつながっていくと思います。そう

いったことは、自校方式給食では日々行うことができたし、身近に感じられたわけ

ですが、センター方式給食の場合は、どのような方策でそのことがなし遂げること

ができるのか、お伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 給食をつくられている給食の方々と子供たちとの触れ合い

についてでございますが、新しい給食センターにおきましては見学施設、２階の方

から見ていただくことも考えております。そうした、子供たちが来られたときに、

給食の方々とお話しするような機会も設けていきたいなとも考えておりますし、ま

た、給食を担当する方々に、なかなか時間的なこともあるかと思いますが、学校の

方に出向いて、そうした給食のおいしかったとか、地元のものでこういったものを

つくったんだが、どうだろうかといったようなことも聞くというようなことも考え

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 今年だと、今年の８月の後半だと思うんですけど、県が事業で

学校給食のコンテスト、子供たちの豊かな想像と、それから栄養士の力によって、

各学校の給食の作品をつくっていくわけなんですけど、そういったコンテストが開

かれていて、非常にうらやましいなというふうに感じております。そういったこと

が、自校方式だったら、意外と密接に取り組んでいけるのかなという気はしますけ

ど、センター方式ではなかなか難しいのかなというふうに感じています。そういっ

たところも、更なる努力でうまいことつないでいただくといいますか、そういった

取り組みを進めていただくようなこともやっていただけたらありがたいなというふ

うに思っております。 

 では、食味というか、味の問題なんですけど、自校方式はできたてで、温かく、

食感も損なわれないおいしい給食が提供できる。そのことによって、残量、残菜量、

要は残しも少ないと聞いております。センター方式は、給食を各学校に配送しなけ

ればならないと。そのことから、前倒し、前倒しの調理により、早目につくり上げ

ることから、温かい給食、冷たい給食の提供がちょっと難しくて、そのために食感

が変わったり、仮にめんが伸びてしまったりとか、そういったことによって残菜量、
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要は残しが多くなるというデメリットが指摘されております。 

 現在の自校方式とセンター方式での食べ残しの割合はどのようになっていますか。

お伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 食べ残しの状況はということでございますが、センターに

おきましては、今、副食につきましては、それぞれ缶に入れたものを各教室で取り

分けをしておりますし、また、ご飯につきましては、お弁当箱の方式でさせており

ます。それで、そのお弁当箱の分量が自分よりも少し多く感じた場合は残るという

ようなことも聞いておりますが、そうした副食の方については、ほとんどないよう

にも聞いております。また、自校式につきましても、議員ご指摘のとおり、ほとん

どないようにも聞いております。 

 そういうことで、今度の新給食センターにおきましても、調理してからコンテナ

に入れまして、１５分以内に各学校、遠方でありますと、予定しております給食セ

ンターの候補地から吉崎小学校、また新郷小学校、金津東小学校が遠くになるわけ

でございますが、それぞれ、距離をはかりましても１５分以内で行けるというよう

なことが出ておりますので、つくられたものが冷めて、めんが伸びてしまったもの

とか、また、そういったことはないようにしていきたいと思っていますし。保管用

の食缶につきましても、今、吟味をしながらさせていただきたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） ９番、北島 登。 

 「食べることは生きること」と。栄養バランスを考えてつくられている給食は残

さず完食して、初めて意味をなすと考えています。 

 先ほどの割合ですと、ご飯が多いとか、その分、ご飯ですと１５０グラムで２５

２キロカロリーぐらいですか。その分を汁ものにかえれば、当然のことながら、残

りも少なくなったり、いろいろなそういったことを栄養士さんはされていかれるの

かなというふうなことと受けとめまして、先ほどの質問は終えさせていただきます。 

 それでは、例えば、これでは余りないんでしょうけど、その体質的にいいかどう

かといいますと、これも決していいとは言い切れないことなんですけど、セレクト

給食ですとか、バイキング給食ということが行われている地域もあったりします。

福井県ではないんですけど。そういったことのお考えはありますか。 

 また、センター方式の給食の状況でも可能でしょうか。お伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） セレクト給食、バイキングはどうかといったようなご質問

でございますが、こうした方法、ランチルームが備えているところであれば、非常

にやりやすいわけでございますが、先ほど議員の方からもお話ありましたとおり、



 

80 

やはり、食に親しんでいただいたり、食に感謝をするというようなことで、給食祭

りというようなことも行われていることもあるようでございますので、そうした方

法も検討していきたいなと考えておりますので、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 先ほど１５分で大体配送が完了するということなんで、これと

いった問題ではないのかなとは思いますけど、食中毒の危険は経過時間で加速度的

に増加します。安全面から考えますと、食中毒や事故など発生した場合、被害を一

つの学校、最小限度に抑えることができるのは自校方式給食だと考えます。 

 その逆に、センター方式給食の場合は、大きいロットで給食をつくることから、

一たん食中毒やら事故などが発生させた暁には、大型食中毒に至ることは避けられ

ません。大型食中毒を起こせば、それに対する病院や医師の対応も追いつかず、命

の危険にさらされます。そのことについてのリスクマネジメントは、どのようにな

っているのか、お伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 議員ご指摘のとおり、そうした食中毒などの事故が一番怖

いわけでございまして、そうした状況が起こらないことにするのが行政の責務かと

考えております。それで、現在の自校式の給食室、また、センター施設もそうでご

ざいますが、先ほどから申しましておりますとおり、施設自体が学校給食衛生管理

基準に適合してない部分もありますのが現状でございまして、これを改善するため

に、新給食センターを建設するわけでございますので、そうした衛生面においては、

完全に防いでいくような状態で建設を考えておりますので、よろしくご理解賜りた

いと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 更なる努力をしていただきたいわけなんですけど、例えば、腸

炎ビブリオ菌を例に例えますと、８分で倍になります。８分ごとに２倍に増えてい

く。８０分後には１,０００倍、１６０分後には１００万倍になっています。ですか

ら、更なる搬送、そして、短時間で食すという形で、そういったことを子供の食べ

ていただく時間は変わらないんで、その搬送経路、それから、そういう計画をしっ

かり練っていただいて、やっていただかなきゃいけないなというふうに感じており

ます。 

 それでは、センター方式給食の仕入れ、大ロット化は地産地消を行うのに無理が

生じるという声があります。そのことについて、市として取り組みはどのようにや

っていけば、その地産地消をクリアできるのかお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 
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○教育部長（辻 博信君） センターの方ではなかなか難しいというようなことでござ

いますが、それは極力メニューをかえるといいますか、小学校のメニューと中学校

のメニュー、特に副食の主なものをかえることによって、あとの汁物とか、ご飯も

のについてはかえずに、主食のおかずだけはかえると、肉から魚にするとか、そう

いったもので対応をしていきたいと思います。３,０００食となると、結構な大量の

ものになりますので、そうした工夫が必要かと思います。極力、地元のものを使う

というようなことで、生産者の方も給食センターに納めていただくのに適したもの

をつくっていただくようなご努力を、給食センターの栄養士と話し合うような機会

というんですか、そうしたことも設けながら、極力、地元でとれたものを給食にし

て提供していくというようなことも十分、今、検討していきたいと考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） あわら市に維持しているお金を外に放出する必要はないんで、

できる限りの地産地消をお願いいたします。 

 給食も教育の一部です。アレルギーのあるなしで、子供たちが排除されないよう

にすることが、とても大事なことだと思っております。また、あわら市としては、

食物アレルギーを持った児童・生徒に対して、きめ細かな対応が図られるべきだと

考えております。あわら市としては、今、現在どのような対応をされているのでし

ょうか。お伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 食物アレルギーにつきましては、児童・生徒の個人の体質

によりまして、いろいろあるようには聞いておりますが、給食センター管内ではほ

とんどないように聞いてはおりますが、金津地区の自校方式の中でおきましては、

その子供さんに合わせまして、そうしたものを提供しているように聞いております。

卵とか、そば粉とか、いろんなものが考えられるわけですが、新給食センターにお

きましては、それらに対応できるように考えていきたいなと思っています。特に、

米原の方も参考にさせていただきましたが、あそこにつきましては、１人、２人の

調理師の方が専門に当たられまして、ほかの子供と同様に給食を召し上がっていた

だくように、しかも、その子供の体質に応じたものをというようなことでさせても

らっておりますが、万一、それもできない場合は、あらかじめメニューというのが

事前に分けさせていただいておりますので、親御さんの方にご通知申し上げ、この

日につきましてはお弁当だけお願いするとか、そういったことの配慮もされている

ようにお聞きしておりますので、それらも参考にしながら、アレルギー体質の児童・

生徒の子供さんには対応して参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 



 

82 

○９番（北島 登君） 今ほどお聞きしますと、除去食だなというふうに感じました。

そういった対応もいいんでしょうけど、先ほど言ったように、小学校、中学校によ

って、２品代えて、副食の２品のうちから選択することができるような方策をとる

というのも、先ほど小学校と中学校で分けることができたんなら、ということも考

えられるのかなというふうに思っておりますんで、また、何がいいかというのもま

た別ですので、よくよく検討ください。お願いいたします。 

 それでは、放射能のサンプリング調査についてお伺いします。 

 放射能物質の影響が大人の２倍から３倍受けてしまう子供たちは、あわら市とし

ては、十分なる注意を払って給食の安全性について、配慮がなされていると思って

おります。どのような対策を講じてられるのか、お伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 放射能の問題につきましては、先般も委員会のときに、牛

肉の使用というようなことについて、ご報告させていただきました。特に、県の方

からもこうしたものの調査をというときには、あわせまして食材の中からそうした

ものが使われてないかの調査をさせていただきましたが、やはり、積極的にと申し

ますか、県の方からこうしたものの調査とかいった場合にしかなかなかできないこ

とがあろうかと思います。特に吟味いたしておりますのが、放射能の汚染地から来

る食材がないかどうかとか、そういったものについては、栄養士等が吟味をしてい

ただいているところです。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 今ほどのお話ですと、後から気づいて、意外と何ともなかった

で終わってしまっているという状況でございます。これって、決して防げている状

況ではないというふうに考えております。その中で、先ほど産地を限定したような

言い方で、そういった形の対応は、栄養士の方でされているであろうということで

ございました。そうするならば、またカレールーとかそういったものの加工食品、

そういったものというのは、産地限定できないですね。そういったものをきちっと

調べるということは、やっぱり、しようとは、市は考えないんですかね。その点お

願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） カレールーのお話が出ましたが、一応、安全なものとして、

通常販売されているといういようなこととか、また、給食の方に適応されている、

納品されていると申しますか、そうしたものが安全であるかどうかというのは、栄

養士の方で確認するわけですが、その場合には、やはり安全であるといったような

ことで、調理に供するということになるかと思いますので、危険であるというもの

を使うことはあり得ないと考えております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 今、栄養士の方で安全であるということを確認するって、どう

いうふうに確認するかを教えていただきたいんですけど、そこが知りたいです。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 食材を業者の方から納入される場合には、まず検収という

ようなことでさせていただいております。その業者から納めたものがどういったも

のが納められているか、また、数についてもそうですし、品物の性質、状況等も判

断させていただいているところでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 放射能といいますと、目に見える状況でもないですし、変化も

非常にわかりにくい、後から気づいてしまっているパターンがほとんどで、内部被

曝という状況がほとんどでございます。そのことを調べられる方法といいますと、

シンチレーションサーベイメーターというものがあります。それというのは放射線

測定器、食品放射能汚染検査測定、当然日本語の説明書もついております。それは

高いものから安いものまであるわけでございますけど、高いものですと、文科省が

都道府県ベースで、給食食材の放射線量の検査機を購入する場合に、その場合は、

経費の半額程度を助成する方針を決めております。なおかつ、安価な安いものであ

るならば、２２万７,０００円でインターネット上でも販売されていただいておりま

す。これは、基準がどこまで精度が厳しく保てているかどうかはわかりませんけど。

そこで、お伺いいたします。この測定機を購入するお考えがあるのかないのか、教

育長、お願いしたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今、議員ご指摘の放射能測定機の件でございますが、放射能、

これを全部疑えば、福井県産の品物も危ないんではないかということで、本当に食

べる者は、信じていかないと食べられなくなってしまうということになるかと思い

ます。今現在、放射能汚染されています福島県やその近隣のところでは、いわゆる

出荷する品物、製品に自主検査をかけて、安全であるというものを出荷しておりま

す。ですから、それがもう信じられなくなってしまうということになるかと思いま

す。それで、また近隣の東京都あたりではまだ近いので、心配だから自主的に設置

しようというようなことを検討しているようでございますが、現在の今、この福井

県では、そこまでやるということは、風評被害を広げるという形にもとれますので、

現時点では検討させていただくというふうにお答えさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 
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○９番（北島 登君） 確かに、福島からかなり離れた距離でございます。しかしなが

ら、愛知県の何市だったかな、岡崎市だったかなんかは、４０マイクロシーベルト

ですか、それが国の基準ですけど、それよりもより厳しい基準を設けて、そういっ

た対応に当たっております。風評被害とおっしゃいましたけど、これ、僕の考えか

ら言いますと、先ほど言ったように、成人男性とか、それからある程度お年を召さ

れた方だったら、大した問題はないんです。子供さんですと、大人の２倍から３倍

早く進行するということを強く言っておきます。そういう親御さんの気持ちに立っ

ていただきたい。そして、そういった心配をぬぐい去っていただきたいから、こう

いった質問をさせていただいております。 

 その点につきまして、ご意見がありましたら、どうぞ。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 確かに、いろいろな報道を聞きますと、心配はあるかと思い

ます。でも、今ほど申し上げましたように、福井県内、そうしますとすべての市町

がそれをするという形になるかと思います。ですから、学校給食はセンターの栄養

士に聞きますと、産地も確認していますし、生産者の顔が見えるものを採用させて

いただいていると。今、議員ご指摘のように、カレーのルーには、そんなのわから

んのやないかというようなこともありますが、それもきちっとそれぞれの大きな会

社がその製品をつくるに当たって、責任を持ってそれぞれつくっていると。それら

を信頼していかないと、世の中すべて疑っていくというような形に進むかと思いま

す。ですので、ご父兄の心配はごもっともでございますが、今、給食実施に当たっ

ては、それぞれの産地、生産者の見えるもの、また製品の中身をチェックしながら、

現場は採用しているというふうに伺っていますので、それを信じていくというとこ

ろで、今後、そういう被害があちらでもこちらでも出てくるようであれば、購入に

ついて検討するということでございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 最後にちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、

僕、給食自校方式をずっと願っていたわけなんですけど、それはなぜかといいます

と、もともと、教育委員会の給食検討委員会の見解では、両論ありきで、最初のう

ちは、自校方式、センター方式、その昔の地域のまま継続という形だったんです。

その中で、やはり、特に金津小学校などでいいますと、補食給食、そういったこと

がやっぱりネックになっている、そして、設備的にドライ方式でない、エアカーテ

ンがない、そういった設備の対応を各学校にするのには、すごく財政的にお金がか

かり過ぎるという兼ね合いから、センター一元化に向かっていったように感じてい

るんです。その中で、例えば、すごいおもしろいなと思ったのが、滋賀県の竜王町

なんですけど、ここなんかも炊飯器米飯、よくご飯炊くスペースがないんじゃない

かってよく教育委員会からの返答が返ってきていたわけなんですけど、炊飯器米飯
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を実施しております。各小中学校、約９０個の炊飯器にスイッチを入れて、一気に

炊いているわけですけど、これっていうのは、地元の米をできるだけおいしく、お

いしい状態で食べてほしいという声から実った施策でございます。高知県の南国市

が最初にやっているのですが、そこを見習ってやって、残飯が減り、加工料が不要

になったり、それから、バットというんですか、入れ物から入れ物に移す手間もな

くなって、なおかつ年間３３０万の節約ができていると。ご飯のおいしさはもちろ

んのこと、手間やコストの面からも圧倒的に炊飯器がいいと。それが、農林水産省

も推奨しているということがありました。本当に、今、大枠というのを、センター

方式の走りは、もう決まっているんであれですけけど、いろいろな知恵を出したり、

いろいろな思いの中からいいことというのは、きっと生まれてくると思うんですよ。

そういった更なる努力をお願いいたします。 

 最後にもう一点質問させていただきます。センター方式のメリットを並べるだけ

お願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 教育部長、辻 博信君。 

○教育部長（辻 博信君） 給食センターのメリットを並べるだけ並べよというような

ことでございますが、まず、先ほどから申し上げますとおり、施設自体が学校給食

衛生管理基準に現在は余り適応してない分が多いわけですが、今回の新給食センタ

ーにつきましては、こうした学校給食衛生管理基準に該当するというようなことが

一番大きいメリットがあると考えております。 

 それから、２番目にはこれは最初のイニシャルコストが結構かかかるわけですが、

ランニングコストにおいても、かなり抑えることが可能になるのじゃないかなとい

う思いでおります。 

 それから、３番目には、地産地消につきましても、現在、センターも各自校式も

それぞればらばらの状態で入ってきておりますが、それらがある程度集約された形

で納入と申しますか、使用することができると考えております。 

 それから、４番目には、現在自校方式で調理をされている方は１名ぐらいしかお

りませんが、またその時間だけ嘱託で来ている方もいるわけでございまして、なか

なか休み等がとれないということもあるわけですが、そうしたことが、センター方

式になりまして、大勢の人数の中で作業するというふうなことでの仕事の軽減化と

いうのも図れますし、先ほどもありましたとおり、現在ですとウエット方式からド

ライ方式になるため、そうした怪我とか、そういったことなんかも非常に防げると

考えておりますし、そうした労働環境においても、改善がされるものと考えており

ます。 

 それと、先ほども申し上げましたが、給食がつくられる状況を今回は上の方から

見学していただくことを考えておりますが、どのように給食ができるのかというこ

とを検収から、下処理、そして調理の状況、また、食器が戻ってきて洗浄ができる

様子までつぶさに観察することができるということが一つありますし、また、市長
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は食育の拠点施設になるような施設にというようなことで申しておりますので、そ

うしたことが食育の拠点施設として、厨房とか、また、そうした研究ができるよう

な施設になるということは、非常に大きなものと考えております。そのほかにも多々

あるかと思いますが、以上、思いつくままに述べさせていただきました。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ９番、北島 登君。 

○９番（北島 登君） 今、お聞きしまして、以前の討論で申し上げましたお母さんの

叫びが痛切にまたよみがえってきました。給食を受ける、いただく、子供さんに対

するメリットというのは、それほど見えないなというふうに感じて、質問も終えま

す。 

 以上です。 

                                      

   ◎散会の宣言 

○議長（向山信博君） 以上で一般質問を終結します。 

 以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

 明日から１４日までは休会とし、休会中に付託されました案件について、それぞ

れ常任委員会の審査をお願いします。 

 本会議は、１２月１５日、再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後２時 37分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 
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               議  長 

 

               署名議員 
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第５７回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 ３ 日 

                          平成２３年１２月１５日（木） 

                          午後１時３０分開議 

 

１．開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第７７号 平成２３年度あわら市一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ３ 議案第７８号 平成２３年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

日程第 ４ 議案第７９号 平成２３年度あわら市モーターボート競走特別会計補正予

算（第１号） 

日程第 ５ 議案第８０号 平成２３年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１

号） 

日程第 ６ 議案第８１号 平成２３年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第８２号 平成２３年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１

号） 

日程第 ８ 議案第８３号 平成２３年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第

１号） 

日程第 ９ 議案第８４号 平成２３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算

（第１号） 

日程第１０ 議案第８５号 あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について 

日程第１１ 陳情第 １号 ｢緊急事態基本法｣の早期制定を求める意見書採択を求める

陳情 

日程第１２ 発議第 ５号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書 

日程第１３ 議案第８７号 坂井地区介護保険広域連合規約の変更について 

日程第１４ 議案第８８号 坂井地区環境衛生組合の解散について 

日程第１５ 議案第８９号 坂井地区環境衛生組合の解散に伴う財産処分について 

日程第１６ 議案第９０号 三国あわら斎苑組合の解散について 

日程第１７ 議案第９１号 三国あわら斎苑組合の解散に伴う財産処分について 

日程第１８ 議案第９２号 坂井地区水道用水事務組合の解散について 

日程第１９ 議案第９３号 坂井地区水道用水事務組合の解散に伴う財産処分について 

日程第２０ 会期延長の件 

 

 （散  会） 
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   ◎開議の宣告 

○議長（向山信博君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午後１時 30分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（向山信博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番、山田重喜君、

５番、三上 薫君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第７７号から議案第８５号、陳情第１号の 

委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第２から日程第１１までを、会議規則第３５条の規定によ

り、一括議題とします。 

 これらの議案については、各常任委員会に付託し、審査願っておりますので、各

常任委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

○議長（向山信博君） まず、総務文教常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務文教常任委員長、三上 薫君。 

○５番（三上 薫君） 総務文教常任委員会審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月６日、７日の２日にわたり、市長、副市長、教育長及び

担当部課長等の出席を求め、当委員会に付託されました議案第７７号、平成２３年

度あわら市一般会計補正予算（第４号）（所管事項）をはじめ３議案と、陳情第１号

について慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案３件については、いずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 また、陳情第１号については、挙手多数で採択すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で議論されました主な事項について申し上げます。 

 まず、議案第７７号、平成２３年度あわら市一般会計補正予算（第４号）（所管事

項）について、所管課ごとに申し上げます。 

 まず、総務課所管について申し上げます。 

 防犯隊経費５０万円は、現在いる防犯隊２６０名に貸与した活動服をクリーニン

グし、来年４月から発足する新しい防犯隊に貸与するものであります。 

 委員からは、折角新しく防犯隊を発足するのだから、新調してもよいのではない

か、また、新調すると幾らぐらいかかるのかとの問いがありました。 
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 理事者からは、新調すると上下で１万円くらいかかる。活動服は最近貸与したも

のもあるので、まだ使えるものを厳選して再利用し、制服については新年度予算で

お願いをしたいとの回答がありました。 

 また、来年発足する防犯隊の募集状況について問いがあり、理事者からは、公募

での応募は３名で、現在、副支隊長が中心に各地で人集めを行っている。区長さん

にもお願いし、集落からの推薦もお願いしながら人員の確保を行いたいとの回答が

ありました。 

 次に、教育委員会所管について申し上げます。 

 教育総務課所管の通学路防犯灯設置工事２５万円は、県２分の１の補助事業で、

金津小学校と芦原中学校の通学路にそれぞれ１カ所と４カ所にＬＥＤ防犯灯を設置

するものです。 

 委員からは、今回の防犯灯設置箇所が学校から５００ｍ以内であることについて、

その基準は何か、それ以外のところにも防犯灯が必要なところもあるとの意見があ

りました。 

 理事者からは、県の歩道除雪も学校から５００ｍとなっていることがもとになっ

ている、それ以外のところや集落間の防犯灯は、総務課所管の集落が設置する防犯

灯設置事業でお願いをしたいとの回答がありました。 

 次に、文化学習課所管の公民館長賃金２２９万９,０００円の減額補正は、嘱託の

中央公民館長が不在となったために、その賃金を減額するものであります。 

 委員からは、中央公民館長は全公民館を統括する役割があり、文化学習課長が兼

務したり、嘱託の館長を置くのではなく、現職の館長が望ましいと思う。これから

も館長を設置することはないのかとの問いがありました。 

 理事者からは、今年度は市や教育委員会の都合で兼務させていただいた。来年度

は兼務ではなく専任の公民館長を２４年度の人事異動で対応したいとの回答があり

ました。 

 次に、議案第７９号、平成２３年度あわら市モーターボート競走特別会計補正予

算（第１号）について申し上げます。 

 今回の補正予算は、場間場外の売り上げ増により３億８,０００万円を追加するも

のですが、場間場外の売り上げが伸びても、自場での売り上げは減少しており、制

度上利益はゼロである、ボート事業の撤退に伴う条例の改正については、次の３月

議会でお願いしたいとの説明がありました。 

 委員からは、参考として、武生三国モーターボート競走施行組合の収支はどうな

っているのかとの問いがあり、理事者からは、昨年５,０００万円の基金を取り崩し

ており、基金残高は約２０億円であるとの説明がありました。 

 次に、議案第８５号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について申し上げます。 

 この条例改正は、平成２０年の人事院勧告に基づき、職員の勤務時間について、

現行の１日８時間を７時間４５分に改正し、終業時刻を１７時３０分から１７時１
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５分とするものであります。 

 委員からは、保育士等の勤務はどうなるのかとの問いがあり、保育士は８時１５

分から１７時まで、給食センターは８時１５分から１７時まで、図書館は９時４５

分から１８時３０分までの勤務時間になる。また、保育士の場合は土曜日勤務もあ

り、それは代休になるとの回答がありました。 

 次に、陳情第１号、「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書採択を求める陳

情について、申し上げます。 

 このことについては、あらかじめ担当課から参考意見をいただきました。内容と

しては、武力攻撃などの国家緊急事態の場合、他国については非常事態宣言を出し

て対応しているが、我が国においても迅速かつ適切に対処するための基本法である。

本年の東日本大震災では、その対応等について支障があり、この法律が成立すると、

申請や許可に時間がとられず、柔軟な対応ができるようになるので、防災担当の立

場からは評価するものであるとのことでした。 

 委員の意見には、現行法で何が不備なのかがわからない、これを制定した場合の

メリット、デメリットがわからない状況にあるので、意見書を提出することはどう

かというものがありました。 

 一方、東日本大震災の対応や主権を脅かす行為に強い姿勢を示すべきである。ま

た、地方から強い姿勢を示すべきであるなどの意見もありました。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過と結果を申し上げ、報告といた

します。 

○議長（向山信博君） 次に、厚生経済常任委員長より報告願います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 厚生経済常任委員長、山田重喜君。 

○４番（山田重喜君） 厚生経済常任委員会の審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月８日、９日の２日間にわたりまして、市長、副市長及び

担当部課長の出席を求め、当委員会に付託されました議案第７７号、平成２３年度

あわら市一般会計補正予算（第４号）（所管事項）をはじめ７議案について慎重に審

査いたしました。 

 審査の結果、議案７件については、いずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で論議されました主な事項について申し上げます。 

 まず、議案７７号、平成２３年度あわら市一般会計補正予算（第４号）（所管事項）

について、所管課ごとに申し上げます。 

 まず、市民生活課所管について申し上げます。 

 公共交通対策費２５１万円は、平成２４年４月１日施行のデマンド交通に係る、

周知広報を図るためのポスター・パンプレット等の印刷製本費１０１万円及び停留

所標識作成委託料１５０万円であります。 

 委員からは、停留所の標識について、交通弱者が利用するため、わかりやすく、
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目立つものにしてほしい。停留所の位置を早く周知すべき。高齢者に丁寧な説明を

願うとの意見がありました。 

 理事者からは、停留所の数は、現在の約１００カ所から２００カ所を超える予定

である。市民にはポスター・リーフレットで周知徹底を図りたいとの回答がありま

した。 

 また、理事者からは、９月定例会で提示した骨子からの変更点の説明があり、利

用料金の値下げ、利用者登録、運行時間帯、共同予約・配車センターの設置につい

て説明がありました。 

 委員からはデマンド交通全体について、乗合率の向上を図るため、更なる料金体

系の変更を求める意見、共同予約・配車センターについて、全体の事業者から不平

不満が出ないように配車するようにとの意見、実証実験を行っていないため、１年

後の見直しにこだわらず、半年程度で見直しを行ってはどうかなど、さまざまな意

見がありました。 

 次に、子育て支援課所管について申し上げます。 

 子ども医療費助成費５７０万円の追加について、委員からは、昨年の途中から助

成対象者を中学３年生まで拡大している。助成額が想定より増加したのは、過度の

受診が原因ではないのか、また歯科受診は増加していないのかとの問いがありまし

た。理事者からは、本年、夏風邪の一種である手足口病が流行ったため、助成額が

増額した。過度の受診が原因ではないと思う。歯科受診の増加状況は調査していな

い、今後、調査を検討したいとの回答でありました。 

 次に、農林水産課所管について申し上げます。 

 農業委員会 事業用消耗品３５万７,０００円について、委員からは具体的な使途

は何かとの問いがありました。 

 理事者からは、坂井北部丘陵地で賃貸借を設定した畑に対して、草刈り等の圃場

管理について責任を持たせるため、耕作者を明示する看板を設置するとの回答があ

りました。 

 経営体育成基盤整備事業負担金１０万円は、５月上旬の集中豪雨により施工中の

畦畔法面が崩壊したため、増工が発生したためとの説明がありました。 

 委員からは、いくら天災であっても請負業者が負担すべきものではないのかとの

問いがありました。 

 理事者からは、今回は、想定を大幅に超える大雨であった。発注者側の責務は、

施工者側に瑕疵がないかをチェックすることである。県が発注者であり県がそのよ

うに判断した結果であるとの回答がありました。 

 次に、観光商工課所管について申し上げます。 

 勤労者住宅資金利子補給金５７万４,０００円の追加は、勤労者があわら市内で住

宅を新築する、あるいは購入する場合、勤労者の福祉向上のため借入金利子の一部

を補給する事業であります。 

 委員からは、助成件数が年々増加しているかとの問いがあり、当初予算では５６
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件分を計上していた。今回の補正予算は、新規１５件と今後の予定５、６件分を見

込んでいる、件数は、年々増加しているとの回答がありました。 

  委員からは、件数が年々増加すると、定住者が増えることになる。より一層の

努力をお願いするとの意見がありました。 

  次に、議案第７８号、平成２３年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）については特段の質疑はありませんでした。 

 また、議案外ではありますが、国民健康保険税改定素案について報告がありまし

た。理事者からは、医療費の伸びを３.６％とし試算したところ、平成２３年度で８,

５００万円、２４年度で２億６,０００万円、累計３億４,５００万円赤字を見込ん

でいる。 

 保険財政の健全化を考え、平成２５年度で赤字を出さないようにとのことで素案

を試算している。改定案の内容は、所得割が現行の８.２％から１１.７％に、資産

割が現行の３９.０％から３５.０％にとの変更でありました。保険税の増収分は、

１億７,１００万円を見込んでおり、一般会計からの法定外繰入金も、平成２４、２

５年度の累計で３億３,０００万円を見込んでいるとの説明がありました。 

 委員からは、資産割を下げる必要がないのでは。また、国保会計の赤字が増えて

いる原因は何か、との問いがありました。 

 理事者からは、資産だけで所得がないのに何十万円も保険税が賦課されている方

がいるため、緩和が必要と考え、３９.０％を３５.０％へ引き下げる。あわら市は、

他市に比べて資産割が高い状況であるとの回答でありました。国保会計の赤字につ

いては、当市は特に心疾患・脳疾患の入院医療費が高くなっている。来年度、医療

費分析について追跡調査をする予定であるとの回答がありました。 

 次に、議案第８０号、平成２３年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１

号）、議案第８１号、平成２３年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）、議案

第８２号、平成２３年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第１号）、議案第８

３号、平成２３年度あわら市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）、議案第８４

号、平成２３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第１号）、以上５議

案につきましては、人事異動や、人事院勧告による給与等の減額でありまして、特

段の質疑はありませんでした。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査過程と結果を申し上げ、報告といた

します。 

                                        

○議長（向山信博君） これより、各常任委員長の報告に対する総括質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これから、日程第２から日程第１１までの討論、採決に入りま

す。 
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○議長（向山信博君） 議案第７７号、平成２３年度あわら市一般会計補正予算（第４

号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第７７号を採決します。 

 本案に対する両常任委員長の報告は原案可決であります。 

 各委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７７号は、各委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第７８号、平成２３年度あわら市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第７８号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第７９号、平成２３年度あわら市モーターボート競走特別

会計補正予算（第１号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第７９号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第７９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８０号、平成２３年度あわら市公共下水道事業会計補正

予算（第１号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 
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○議長（向山信博君） これより、議案第８０号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８１号、平成２３年度あわら市水道事業会計補正予算（第

２号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８１号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８２号、平成２３年度あわら市工業用水道事業会計補正

予算（第１号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８２号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８３号、平成２３年度あわら市農業集落排水事業会計補

正予算（第１号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８３号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 
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 したがって、議案第８３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８４号、平成２３年度芦原温泉上水道財産区水道事業会

計補正予算（第１号）について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８４号を採決します。 

 本案に対する厚生経済常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８５号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

等の一部を改正する条例の制定について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８５号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 陳情第１号、｢緊急事態基本法｣の早期制定を求める意見書採択

を求める陳情について討論はありませんか。 

○議長（向山信博君） まず、原案に反対者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） ただいまの｢緊急事態基本法｣の早期制定を求める意見書採択

を求める陳情についての反対の討論をいたします。 

 この陳情書及び提案されている意見書等を見ますと、今回の東日本の大震災、そ

れから、福島の原発事故、それから、昨年から、それ以前からもありますが、北方

領土、あるいは竹島、尖閣諸島等の国境における紛争、こういうものについて、緊

急事態であるとして、非常事態宣言を発令するようにというふうなことを求めてお

りますが、今、申し上げました震災、原発、また国境紛争、これは全く性質の違う

問題でありまして、こういう全く性質の異なる問題を同じように扱う意味、それか

ら、現行法でこれらの問題について、どこに問題があるのかということ等は、はっ
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きり示されておりません。 

 また、この発令を求める非常事態宣言、また緊急事態基本法の中身もはっきりい

たしません。今までの世界各地での非常事態宣言というものは、多くの場合は国を

揺るがすような騒乱、そういう場合に発令されておりますけれども、非常事態宣言

は言うまでもなく、国民の表現の自由とか、集会の自由、あるいは、私有財産の制

限、こういう日本国憲法で規定されている基本的人権を侵害するおそれがあるもの

であります。 

 こういう点について、明確に中身を限定しないで、非常事態宣言の発令を求める

ということは、憲法の基本を侵すものであります。また、絶対平和主義を掲げる日

本国憲法にも反するものであると言わざるを得ません。そういう点で、この緊急事

態基本法制定には、強く反対するものであります。議員各位のご理解とご支持を心

からお願いいたしまして、討論といたします。 

○議長（向山信博君） 次に、賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで、討論を終わります。 

○議長（向山信博君） これより、陳情第１号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立多数です。 

 したがって、陳情第１号は、委員長報告のとおり採択されました。 

                                        

   ◎発議第５号の提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第１２、発議第５号、緊急事態基本法の早期制定を求める

意見書を議題とします。 

○議長（向山信博君） 本案に対する、提出者の趣旨説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ５番、三上 薫君。 

○５番（三上 薫君） 議長のご指名がありましたので、発議第５号、緊急事態基本法

の早期制定を求める意見書について趣旨説明を申し上げます。 

 ３月１１日に発生した東日本大震災における政府の対応は、当初、「想定外」とい

う言葉に代表されるように、緊急事態における取り組みの甘さを国民と世界に広く

知らしめる結果となりました。世界の多くの国々は、今回のような大規模自然災害

時には、非常事態宣言を発令し、政府主導の下に、震災救援と復興に対処しており

ます。 

 また、最近では外国からの侵略や、テロ、騒乱など、自然災害以外にも国民の生
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命、財産、安全を脅かす事態が発生をしております。よって、政府及び国会におか

れては、緊急事態基本法を早急に制定されるよう、強く要望するものであります。 

 所定の賛成者を得て提案させていただきましたので、議員各位のご賛同をお願い

いたします。 

 なお、意見書案については、お手元に配布のとおりでありますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（向山信博君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） ただいま議題となっています発議第５号は、会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存じますが、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、討論に入ります。 

○議長（向山信博君） 討論はありませんか。 

○議長（向山信博君） まず、原案に対する反対者の発言を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ８番、山川知一郎君。 

○８番（山川知一郎君） 先ほどの反対討論と趣旨は同じでありますが、この求めてい

る非常事態宣言、そのもととなる緊急事態基本法の中身は非常にあいまいでありま

すし、基本的人権を尊重する、それから日本の平和主義を守るというようなことは

どこにも書かれておりません。そういう点では、私は、現行憲法が規定する平和主

義、また、基本的人権の尊重に反するものであるということで、反対するものであ

ります。 

 是非、議員各位のご理解とご賛同を心からお願いして、討論といたします。 

○議長（向山信博君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） これで討論を終わります。 

○議長（向山信博君） これより、発議第５号を採決します。 

 本案を提案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立多数です。 

 したがって、発議第５号は、提案のとおり可決されました。 
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   ◎議案第８７号から議案第９３号の一括上程・提案理由説明 

・総括質疑・委員会付託 

○議長（向山信博君） 日程第１３、議案第８７号、坂井地区介護保険広域連合規約の

変更について、日程第１４、議案第８８号、坂井地区環境衛生組合の解散について、

日程第１５、議案第８９号、坂井地区環境衛生組合の解散に伴う財産処分について、

日程第１６、議案第９０号、三国あわら斎苑組合の解散について、日程第１７、議

案第９１号、三国あわら斎苑組合の解散に伴う財産処分について、日程第１８、議

案第９２号 坂井地区水道用水事務組合の解散について、日程第１９、議案第９３

号 坂井地区水道用水事務組合の解散に伴う財産処分について 

 以上の議案７件を一括議題とします。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する、提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第８７号、坂井地区介護保険広域

連合規約の変更についてから議案第９３号、坂井地区水道用水事務組合の解散に伴

う財産処分についてまでの７議案について、提案理由を申し上げます。 

 ご承知のとおり、あわら市と坂井市が共同で処理している事務に関し、その合理

化を推進するため、両市の職員で構成する坂井地区共同処理事務の合理化に関する

研究会を平成２０年５月に設置いたしました。 

 以来、検討を重ね、平成２２年９月に報告書をまとめ、両市の議会にもご報告さ

せていただいたところであります。 

 これを受け、議会におかれましても、平成２２年１２月に両市の市議会議員７人

ずつで構成する坂井地区共同処理事務の合理化検討議員協議会を発足していただき、

８回にわたり協議や先進地視察を行いながら、基本となる事項について慎重にご検

討をいただきました。 

 その結果、このほど、坂井地区介護保険広域連合と坂井地区環境衛生組合、三国

あわら斎苑組合及び坂井地区水道用水事務組合等との事務統合を、目標としており

ました平成２４年４月１日から実施することで、坂井市との合意が図られましたの

で、関係議案を提出するものであります。 

 それでは、初めに、議案第８７号、坂井地区介護保険広域連合規約の変更につい

てでありますが、本案は、平成２４年４月１日から坂井地区介護保険広域連合の名

称を坂井地区広域連合に変更し、同連合が坂井地区環境衛生組合、三国あわら斎苑

組合及び坂井地区水道用水事務組合等の事務を承継するため、坂井地区介護保険広

域連合規約について、所要の変更を行うものであります。 

 主な変更点といたしましては、現在の坂井地区介護保険広域連合規約に規定され

た広域連合が処理する事務及び作成する広域計画に、先ほど申し上げました一部事

務組合等の事務を追加するものであります。 

 また、議員の定数を１８人とし、関係市において選挙すべき議員の定数を、あわ
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ら市においては７人に、坂井市においては１１人に変更することとしております。 

 次に、議案第８８号、坂井地区環境衛生組合の解散については、平成２４年３月

３１日をもって坂井地区環境衛生組合を解散し、平成２４年４月１日から同組合の

事務を坂井地区広域連合が承継するとしたものであります。 

 次に、議案第８９号、坂井地区環境衛生組合の解散に伴う財産処分ついては、先

の議案による同組合の解散に伴い、協議書に記載のとおりすべての財産を平成２４

年４月１日から坂井地区広域連合に帰属させるものであります。 

 次に、議案第９０号、三国あわら斎苑組合の解散については、平成２４年３月３

１日をもって三国あわら斎苑組合を解散し、平成２４年４月１日から同組合の事務

を坂井地区広域連合が承継するとしたものであります。 

 次に、議案第９１号、三国あわら斎苑組合の解散に伴う財産処分ついては、先の

議案による同組合の解散に伴い、協議書に記載のとおりすべての財産を平成２４年

４月１日から坂井地区広域連合に帰属させるものであります。 

 次に、議案第９２号、坂井地区水道用水事務組合の解散については、平成２４年

３月３１日をもって坂井地区水道用水事務組合を解散し、平成２４年４月１日から

同組合の事務を坂井地区広域連合が承継するとしたものであります。 

 次に、議案第９３号、坂井地区水道用水事務組合の解散に伴う財産処分ついては、

先の議案による同組合の解散に伴い、別紙協議書に記載のとおり、すべての財産を

平成２４年４月１日から坂井地区広域連合に帰属させるものであります。 

 以上、７議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（向山信博君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） ただいま議題となっています議案第８７号から議案第９３号ま

での７議案は、総務文教常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎会期延長の件 

○議長（向山信博君） 日程第２０、会期延長の件を議題とします。 

○議長（向山信博君） お諮りします。 

 本定例会の会期は本日までと議決されていますが、日程の都合によって１２月１

６日まで１日延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は１２月１６日まで１日延長することに決定しました。 

                                       

   ◎散会の宣言 
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○議長（向山信博君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 なお、１２月１６日は午前１１時から会議を開きます。 

 本日は、これにて散会します。 

（午後２時 16分） 

                                        

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 
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第５７回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 ４ 日 

                          平成２３年１２月１６日（金） 

                          午前１１時開議 

 

１．開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第８７号 坂井地区介護保険広域連合規約の変更について 

日程第 ３ 議案第８８号 坂井地区環境衛生組合の解散について 

日程第 ４ 議案第８９号 坂井地区環境衛生組合の解散に伴う財産処分について 

日程第 ５ 議案第９０号 三国あわら斎苑組合の解散について 

日程第 ６ 議案第９１号 三国あわら斎苑組合の解散に伴う財産処分について 

日程第 ７ 議案第９２号 坂井地区水道用水事務組合の解散について 

日程第 ８ 議案第９３号 坂井地区水道用水事務組合の解散に伴う財産処分について 

日程第 ９ 議員派遣の件 

 

１ 閉議の宣告 

１ 市長閉会あいさつ 

１ 議長閉会あいさつ 

１ 閉会の宣告 
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   ◎開議の宣告 

○議長（向山信博君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（向山信博君） 本日の出席議員数は、１８名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 なお、本日は北浦経済産業部長が欠席のため、代理で小林観光商工課長が出席を

しております。 

○議長（向山信博君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前 11時 00 分） 

                                        

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（向山信博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番、山田重喜君、

５番、三上 薫君の両名を指名します。 

                                        

   ◎議案第８７号から議案第９３号の委員長報告・総括質疑・討論・採決 

○議長（向山信博君） 日程第２から日程第８までを、会議規則第３５条の規定により、

一括議題とします。 

 これらの議案については、総務文教常任委員会に付託し、審査願っておりますの

で、委員長より、その審査結果の報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 総務文教常任委員長、三上 薫君。 

○５番（三上 薫君） 総務文教常任委員会審査の報告を申し上げます。 

 当委員会は、昨日、１５日、市長、副市長及び担当部課長等の出席を求め、当委

員会に付託されました議案第８７号、坂井地区介護保険広域連合規約の変更につい

てをはじめ７議案について、慎重に審査いたしました。 

 審査の結果、議案７件については、いずれも所要の措置であり、挙手採決の結果、

賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程で議論されました主な事項について申し上げます。 

 これら７議案については、あわら市と坂井市が共同で処理している事務に関し、

その合理化を推進するために、事務の統合を図るものであります。 

 まず、委員からは、現在の一部事務組合議会の議員数や報酬はどのようになって

いるのかとの問いがありました。 

 理事者からは、坂井地区介護保険広域連合議会議員は１２人、三国あわら斎苑組

合議会議員は８人、坂井地区環境衛生組合議会議員は１２人、坂井地区水道用水事

務組合議会議員は９人で、合計４１人であるとの回答がありました。報酬について

も説明がありましたが、資料が提出されておりますので省略をさせていただきます。 

 次に、構成市の負担割合はどのようになっているのか、また、あわら市としては
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その割合は妥当であると考えているのか、との問いがありました。 

 理事者からは、坂井地区共同処理事務の合理化検討議員協議会の申し合わせでは、

一部事務組合の現在の負担割合をそのまま引き継いでスタートさせることに決定し

ているとの回答がありました。 

 また、委員からは、統合前に介護保険の負担金の見直しを行うべきではなかった

のかという問いがあり、理事者からは、統合の後、坂井市とは見直しを行っていく

ことになっているとの回答がありました。 

 次に、坂井市の赤坂聖苑を利用する市民もいるが、この広域連合に統一するとい

う議論はなかったのかとの問いがありました。 

 理事者からは、このことについては、あわら市の議員の中には、それも入れるべ

きであるとの意見もあったが、坂井市との調整が難しく、今後の課題としてほしい

ということで決定したとの回答でありました。 

 これに関連して、協議会の議員からは、嶺北消防組合も、広域連合に統一すべき

であると提案したが、難しいということで、今回の統合からは外れたとの意見もあ

りました。 

 次に、統合された場合の最終的な職員数と、各一部事務組合の解散に伴う財産に

はどのようなものがあるのかとの問いがありました。 

 理事者からは、現在の職員数は３０人でありますが、このうち３人は市の職員で、

ほかの業務も兼務しているため、実質的な人数は２８.３人であり、統合されると２

６人になるとの回答がありました。また、各一部事務組合の財産についても説明が

ありましたが、これについては、既に皆様に配布させていただいておりますのでご

覧をいただきたいと思います。 

 最後でありますが、これらの事務が統合されることによって、市民に与える影響

はないのかとの問いがあり、理事者からは、市民に支障を来すようなことはないと

の回答でありました。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査経過と結果を申し上げ、報告といた

します。 

                                        

○議長（向山信博君） これより、総務文教常任委員長の報告に対する総括質疑を許し

ます。 

○議長（向山信博君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 質疑なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これから、日程第２から日程第８までの討論、採決に入ります。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８７号、坂井地区介護保険広域連合規約の変更について

討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８７号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８８号、坂井地区環境衛生組合の解散について討論はあ

りませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８８号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第８９号、坂井地区環境衛生組合の解散に伴う財産処分に

ついて討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第８９号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第８９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第９０号、三国あわら斎苑組合の解散について討論はあり

ませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第９０号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第９１号、三国あわら斎苑組合の解散に伴う財産処分につ

いて討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第９１号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第９２号、坂井地区水道用水事務組合の解散について討論

はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第９２号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

○議長（向山信博君） 議案第９３号、坂井地区水道用水事務組合の解散に伴う財産処

分について討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 討論なしと認めます。 

○議長（向山信博君） これより、議案第９３号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（向山信博君） 起立全員です。 

 したがって、議案第９３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                        

   ◎議員派遣の件 

○議長（向山信博君） 日程第９、議員派遣の件を議題とします。 
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○議長（向山信博君） お諮りします。 

 本件につきましては、お手元に配布した資料のとおりであります。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 異議なしと認めます。 

 よって、資料のとおり派遣することに決定しました。 

                                       

   ◎閉議の宣告 

○議長（向山信博君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて、会議を閉じます。 

                                        

   ◎市長閉会挨拶 

○議長（向山信博君） 市長より発言の申し出がありますので、この際、これを許可し

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 １２月定例会初日には、長期にわたってご審議いただきました平成２２年度の各

会計の決算につきまして認定をいただきました。また、今ほどは一部事務組合等の

統合に関連する７議案につきましてもお認めをいただきました。ありがとうござい

ます。 

 これによりまして、あわら、坂井、両市の一部の事務につきまして、新しいステ

ージができ上がるとともに、事務の効率化がかなり図られるものと思って感謝をい

たしております。 

 さて、年の瀬も迫って参りましたが、今年を振り返りますと、何といいましても

東日本大震災をはじめとした災害の大変多い年でございまして、日本にとっては、

本当に苦難の１年ではなかったかなというふうに思います。被災された方々、お元

気を取り戻すように議員各位とともにお祈りいたしたいと思いますし、また、今後

ともいろいろな支援活動ができれば、それも実施していきたいなというように思っ

ているところでございます。 

 そういう厳しい１年ではありましたけども、あわら市を振り返ってみますと、お

かげさまで穏便に過ごせた１年ではなかったかなというふうに思っております。そ

して、昨日は整備新幹線につきまして与党民主党の中で新しい動きがございました。

まだ、正式決定ではございませんが、来週あたり、政府としての何らかの意思表示

があるのではないかというように期待をいたしているところでございます。年末に

なりまして、一つの光もさしてきたかなというふうに感じているところでございま

す。来年こそは、更にいい年であるようにお互いに努力をして参りたいというよう

に思っております。 
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 議員各位には、年末年始大変お忙しいことと存じますけども、どうか、健康には

留意されまして、よいお年をお迎えになられますように、お祈りを申し上げまして、

閉会に当たってのお礼のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございま

した。 

                                        

   ◎議長閉会挨拶 

○議長（向山信博君） １２月の議会定例会閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げます。 

 先月の２９日に始まりました１２月議会定例会も本日をもって終了の運びとなり

ました。この間、皆様方には、精力的に審議審査いただきました。そして、妥当な

る結論をいただきました。誠にありがとうございました。心から感謝を申し上げる

次第でございます。 

 今年もあと残すところ２週間ほどになりましたけれども、皆様方におかれまして

は、まだまだ忙しい日が続くと思いますが、お体を大切に、新しい年をお健やかに

お迎えになられますことをご祈念申し上げまして、誠に簡単措辞でございますけれ

ども、１２月定例会閉会に当たっての挨拶にかえさせていただきます。ありがとう

ございました。 

                                        

   ◎閉会の宣告 

○議長（向山信博君） これをもって、第５７回あわら市議会定例会を閉会します。 

（午前 11時 18 分） 
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